
（１）約６割の法人が、Ａ以上の評定の取得が困難な事務・事業が
あると回答（図２）

⇒ 管理業務等において、法人の取組・成果に応じた正当な評価を
得られるようにする必要あり。 ＜民間、海外の評価の事例を今後調査＞

（２）約４割の主務省・法人で、Ａ以上の評定の取得が困難な事務・事業
の有無が不一致（図３）

⇒ 目標設定・評価における主務省と法人とのコミュニケーションが不十分

（３）主務省と監事との意見交換が約４割で未実施
⇒ 主務大臣評価における監事機能の活用が不十分

（１）５割以上の主務省・法人（国立研究開発法人では約９割）が、
法人類型の分類が目標達成に役立っていると回答

（２）約６割の主務省・法人が、主務大臣の下でのPDCAサイクルの機能
が強化されたと回答（図１）

（３）9割以上の法人が、内部統制システムの整備が内部ガバナンスの
強化に役立っていると回答

独立行政法人制度改正フォローアップ調査結果(概要)
平成26年の独立行政法人通則法改正後の運用状況等について、全87法人及びその主務省（114主管課）を対象に調査

した結果、制度改正の柱については概ね肯定的に受け止められているものの、いくつかの課題が確認できた。

○ 総合評定の判断基準に評価ウエイトを設定している例
○ 管理業務においてA評定を取得している例
○ 運営方針・倫理行動指針の役職員への浸透状況の確認を行っている例 など

３ 参考となる事例の紹介

１ 平成26年制度改正の柱についての認識 報告書P3～

資料４

（図３）A以上の評定が得られないとの回答の比較

※ 法人と当該法人の主たる主務省で比較している。

２ 調査結果から確認された主な課題 報告書P14～

報告書P18～

（図1）評価主体が府省評価委員会から主務大臣となったことに
よるＰＤＣＡサイクルへの影響

※ 制度改正後に設立された１法人及び当該法人を所管する４主務省を除く。

（図2）A以上評定を取得することが困難な事務・事業の有無
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はじめに 

 

平成 26 年の独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）の改正（以下「平成 26

年制度改正」という。）の後、多くの法人において、新たな独法制度に基づく目標策定・

評価の取組が１サイクル経過した。今回の調査は、このような状況を踏まえ、制度改正

によって法人運営がどのように変わったか、主務省・法人が制度改正についてどのよう

に考えているか、新たな制度がどのように活用されているか等を把握し、今後の制度の

運用改善等につなげることを目的として実施したものである。 

本報告書の本編では、今回の調査を通じて把握されたもののうち、当委員会が特に注

目したものを紹介するとともに、それらを踏まえた当委員会の所感、他の主務省・法人

の参考となり得る事例等を取りまとめた。また、法人類型の違いにより、回答に何らか

の傾向が生じているかを確認するため、専門委員による統計分析を行った。なお、調査

票形式による調査で把握された数値データや、ヒアリング調査で把握された主務省・法

人の具体的な回答の詳細については、（別冊）「独立行政法人制度改正フォローアップ調

査の回答集計結果」に掲載した。 

 本報告書が、各独立行政法人やその主務省においてはもちろん、国立大学法人、地方

独立行政法人等の各種法人や関係行政機関、関係評価委員会において、さらには、独立

行政法人に関心のある研究者の方々においても、活用されることを期待する。 
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【調査の概要】 

１ 調査の目的 

平成 26年制度改正の後、多くの法人において、新たな独法制度に基づく目標策定・

評価の取組が１サイクル経過した状況を踏まえ、制度改正によって法人運営がどのよ

うに変わったか、主務省・法人が制度改正についてどのように考えているか、新たな

制度がどのように活用されているか等を把握し、今後の制度の運用改善等につなげる

ことを目的として実施 

２ 調査事項 

Ⅰ 政策実施機能の最大化に関する事項 

 １ 主務大臣下でのＰＤＣＡサイクルの強化 

 ２ 法人類型の新設 

 ３ 目標・評価指針の策定 

 ４ 独立行政法人評価制度委員会・制度改正全般 

 Ⅱ 国民に対する説明責任に関する事項 

 Ⅲ 法人内部のガバナンス強化に関する事項 

 Ⅳ 内部統制実態調査 

 Ⅴ 監事監査等実態調査 

３ 調査方法 

 (1) 調査票形式（実施時期：令和３年２～３月） 

   全 87独立行政法人とその主務省（114主管課）を対象に調査票を配布し、回答を

得た。 

 区分（法人類型） 主務省（主管課） 法人 

中期目標管理法人 68 53 

国立研究開発法人 39 27 

行政執行法人 7 7 

計 114 87 

 ※ １つの法人を複数の府省で共管している場合には、それぞれの府省に対して調査を実施してい

るため、主務省の数は法人数と一致しない。 

 (2) ヒアリング形式（実施時期：令和３年８～11月） 

   上記(1)で把握した事例の深掘り等のため、４主務省（８主管課）及び 20法人を

抽出し、ヒアリング調査を実施した。 

注）１ 集計結果の割合については、小数点第二位を四捨五入しているため、合計値が 100％とならな

い場合がある。 

２ 匿名性の確保等の観点から、自由記述による回答内容について、文意を損ねない範囲で修正し

ている。  
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１ 当委員会が注目する調査結果 

（１）平成 26年制度改正の柱についての認識 

平成 26 年制度改正は、独立行政法人が、国民に対する説明責任を果たしつつ、

政策実施機能を最大限発揮できるようにするという目標の下、法人運営の基本とな

る共通制度について見直しを行ったものである。 

制度改正の柱は、①業務の特性を踏まえた法人の分類、②ＰＤＣＡサイクルが機

能する目標・評価の仕組みの構築、③法人の内外から業務運営を改善する仕組みの

導入であり、今回の調査において、これらに対する主務省・法人の認識について質

問した結果は、以下のとおりであった。 

① 業務の特性を踏まえた法人の分類 

 平成 26 年制度改正において、法人の業務の特性に対応したマネジメントを行

うため、独立行政法人は新たに、(ｱ) 国民ニーズに即したサービス提供等の事務・

事業を行う「中期目標管理法人」、(ｲ) 長期性等の特性を有する研究開発に係る

事務・事業を行う「国立研究開発法人」、(ｳ) 国の行政事務と密接に関連した事

務・事業を行う「行政執行法人」の３つの類型に整理された。制度改正以前は３

～５年とされていた目標管理を行う期間についても、中期目標管理法人ではその

ままとされたが、国立研究開発法人では５～７年とされ、行政執行法人では１年

とされた。 

今回の調査において、平成 26 年制度改正による法人類型の新設が法人の目標

の達成に役立っているかについて質問したところ、半数程度の法人やその主務省

が、役立っている（大いに役立っている＋少し役立っている）と評価している（回

答集計結果Ｐ13 の主務省・法人問Ⅰ-２-②参照）。これを法人類型別にみると、

国立研究開発法人やその主務省で、高く評価されていることが確認できる（委員

資料Ｐ12の法人問Ⅰ-２-②・⑤参照）。 

 

【法人類型の新設が法人の目標達成に役立っているか（主務省）】 
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【法人類型の新設が法人の目標達成に役立っているか（法人）】 

 

【法人類型の新設が主要業務・研究開発業務の遂行に役立っているか（法人）】 

 

   （注） 中期目標管理法人、行政執行法人に対しては主要業務という表現を用い、国立研究

開発法人には研究開発業務という表現を用いて別個の設問を作成したが、上記グラフ

では便宜上それを統合し、法人全体としての集計結果も示している。 

 

② ＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築 

平成 26 年制度改正において、独立行政法人を所管する各主務大臣が、目標策

定と業績評価の両方を実施することとされ、主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクル

の機能の強化が図られた。 

今回の調査において、評価主体が府省評価委員会から主務大臣となったことに

よるＰＤＣＡサイクルへの影響について質問したところ、主務省・法人ともに、

約６割がＰＤＣＡサイクルの機能が強化されたと回答している。これを法人類型

別にみると、中期目標管理法人及び行政執行法人では、主務省・法人ともに約７

割以上が強化された（かなり強化された＋少し強化された）と回答する一方、目

標策定や主務大臣評価に当たって主務大臣の判断を補佐する観点から研究開発に

関する審議会が設置されている国立研究開発法人では、変わらないとする回答が

多くなっている。（委員資料Ｐ12の法人問Ⅰ-１-②・４-①、回答集計結果Ｐ４の

主務省・法人問Ⅰ-１-②参照） 
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【評価主体が府省評価委員会から主務大臣となったことによるＰＤＣＡサイクルへの影
響（主務省）】（※平成 26 年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。） 

 

【評価主体が府省評価委員会から主務大臣となったことによるＰＤＣＡサイクルへの

影響（法人）】（※平成 26 年制度改正後に設立された１法人を除く。） 

 

 

③ 法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入 

平成 26 年制度改正において、法人の内外から業務運営を改善し得るよう、法

人外部からの評価等に加え、法人内部について、監事機能を強化するとともに、

業務方法書に内部統制の体制を明記させるなど、ガバナンスの強化が図られた。 

今回の調査において、こうした内部統制システムの整備状況やそれによる法人

内部のガバナンス強化への寄与度について質問したところ、全ての法人において、

業務方法書に内部統制の体制が明記されていることが確認でき、また、ほとんど

の法人が、内部統制システムの整備が内部ガバナンスの強化に役立っている（大

いに役立っている＋多少役立っている）と回答している。（回答集計結果Ｐ42 の

法人問Ⅲ-１-①参照）  
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【内部統制システムの整備による法人内部のガバナンス強化への寄与度：法人）】 

 

（２）目標策定・評価について 

平成 26 年制度改正において、総務大臣が目標の策定及び業務の実績評価に関す

る政府統一的な指針を定めることとされ、「独立行政法人の目標の策定に関する指

針」（平成 26年９月２日総務大臣決定、平成 31年３月 12日最終改定。以下「目標

策定指針」という。）及び「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月２

日総務大臣決定、平成 31 年３月 12 日最終改定。以下「評価指針」という。）が定

められた。当委員会としては、目標策定・評価について、以下の結果に注目してい

る。 

① Ａ以上の評定を取得することが困難な事務・事業の評価 

今回の調査において、Ａ以上の評定を取得することが困難な事務・事業の有無

について質問を行ったところ、主務省の約５割、法人の約６割が、そのような事

務・事業があると回答している。また、Ａ以上の評定を取得することが困難な事

務・事業の例を確認したところ、管理的な事務・事業や、成果の発現までに時間

を要する事務・事業が挙げられている。（回答集計結果Ｐ19の主務省問Ⅰ-３-⑥・

法人問Ⅰ-３-③参照） 

 【Ａ以上の評定を取得することが困難な事務・事業の有無（主務省・法人）】 

      

【Ａ以上の評定を取得することが困難な事務・事業の例】 

主務省回

答 

・ 全般的にできて当たり前で想定外の事象がなければＡにな

らないような設定が多い。 

・ 資金配分機関の場合、限られた資金を計画どおりに配分し

た場合も達成率は 100％となるため、Ａ以上の評価を得るこ

とが難しい。 

・ 評価の指標において、環境物品の調達率（100％達成）とし
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たため、ＳやＡの評定とならないものがある。 

・ 基礎・基盤になる研究について、環境政策の根拠として無

くてはならないものだが高評価を付けるのは難しい。 

・ 管理系統業務（人事や会計など）を含む「業務運営に関す

る事項」などについては、適切に行うことが通常の業務であ

るので、「Ｂ」より上の評定を得ることが難しい。 

法人回答 ・ 組織運営に関連する項目は、特性からも「Ｂ]より上の評定

が得られにくく、評価に対するインセンティブも高くなりに

くい。 

・ 財務や内部統制及び外部機関からの要請に基づく業務 

・ 納付金を全て徴収し、収納率が 100％となったとしても達

成度が 120％以上とならない。 

・ 財務内容の改善に関する事項。その他中期目標を達成する

ために必要な事項（人事に関する計画、中期目標期間を超え

る債務負担、負担金に関する事項など） 

・ 施設及び整備に関することなど着実に実施することを求め

られるものについては「Ｂ」より上の評定は困難と考える。 

・ 「安全管理」は問題がなくて当然（＝Ｂ)とされる。法人間

の評価に甘辛を感じる。 

・ 国立研究開発法人における研究開発の成果ははじめの一歩

であり、とても小さいもので、例えば「ノーベル賞級」とい

うものをもって「Ｓ」評価と言われることがあるが、ノーベ

ル賞級と世間に認知されるまでは、成果が出てからのタイム

ラグが極めて大きく現実的ではない考え方だと認識してい

る。 

 

② 新型コロナウイルス感染症など予測し難い外部要因が生じた場合の評価 

今回の調査において、新型コロナウイルス感染症など予測しがたい外部要因が

生じた場合の評価について質問したところ、調査票形式による調査において、一

部の法人から、新型コロナウイルス感染症による影響で測定指標を達成できなか

った項目で「Ｃ」評定を受けることを気にする旨の回答が見られた。（回答集計

結果Ｐ21の法人問Ⅰ-３-④参照） 

【新型コロナウイルス感染症による影響に関する回答】 

法人回答 ・ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、研修会の開催件

数、職種ごとの実習生の延べ受入日数といった定量的指標が

あり、評価指針のⅡ３（１）⑤「予測し難い外部要因により

業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して当該法人

が自主的な努力を行っていた場合には、評定において考慮す

るものとする。」が適用されなければＣ以下となる。 

・ 海外でのイベントが中止・延期となったほか、主催予定だ

ったイベントも海外渡航が困難となったため、中止せざるを

得ず、中期目標で定められた一部定量的指標が達成困難とな

っている。 
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もっとも、そのようなことを気にしていた法人の一部にヒアリングを行ったと

ころ、いずれの法人も、新型コロナウイルス感染症による影響で測定指標を達成

しなかったことのみをもって、主務大臣から「Ｃ」評価とされることはなかった

とのことであった。 

（参考）新型コロナウイルス感染症の影響への配慮を求める委員長・

評価部会長発言（令和２年 12 月４日第 28 回独立行政法人評

価制度委員会） 

＜委員長発言＞ 

主務大臣においては、法人が能力を最大限発揮できるよう、法人と

よくコミュニケーションを取っていただくとともに、今後の評価の実

施に当たっては、コロナ禍における法人の頑張りを適切に評価してい

ただけるよう、御検討をよろしくお願いしたいと思います。 

＜部会長発言＞ 

「独立行政法人の評価に関する指針」におきましては、「予測しがた

い外部要因により、業務が実施できなかった場合や、外部要因に対し

て、当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、評定において考

慮するものとする。」とされております。この度、法人が新型コロナウ

イルス感染症によって、予定していた業務が実施できなかったと主務

大臣が認める場合には、評定において考慮していただくとともに、新

型コロナウイルス感染症が業務運営に与えた影響等の分析結果を、評

価書にできるだけ具体的に記載していただきたいと考えております。 

 

③ 評価における財務データの活用 

業務運営の改善に当たっては、業務経費の異常値の検知、前年度比較、前年度

同期比較などにより業務運営上の課題を数値データによって把握できるように

なることから、評価に当たって財務データを活用することが有効である。 

今回の調査において、令和２年度の主務大臣評価又は自己評価において、「企

業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析」を実施し

たか否かについて質問したところ、主務省の約３割・法人の約４割が「ある」と

回答している。（回答集計結果Ｐ37の主務省・法人問Ⅱ-①参照） 

【企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析の実施状況】 
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もっとも、ヒアリング対象となった 20 法人に、評価における財務データの活

用の内容を質問したところ、「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計

基準注解』」（平成 12 年２月 16 日、令和２年３月 26 日改訂）に則した運用を行

っていることから活用している旨の回答を行ったとする法人が２法人、同基準に

則した運用以上の活用を行っていないことから活用していない旨の回答を行っ

たとする法人が４法人となっており、財務データを評価において活用するとした

ときの「活用」の捉え方が区々となっていることが確認できる。（回答集計結果Ｐ

37の主務省・法人問Ⅱ-①参照） 

 

（３）主務省とのコミュニケーションについて 

当委員会としては、今後の制度の運用改善等の観点から、今回の調査における主

務省とのコミュニケーションに関する以下の結果に注目している。 

① 主務省・法人間のコミュニケーション 

今回の調査において、平成 26 年制度改正による主務省・法人間におけるコミ

ュニケーションの変化について質問を行ったところ、主務省の約５割、法人の約

６割が、コミュニケーションの量・質ともに増加したと回答している。（回答集

計結果Ｐ36の主務省問Ⅰ-４-③、法人問Ⅰ-４-④参照） 

【主務省・法人間におけるコミュニケーションの量の変化】 

（※平成26年制度改正後に設立された１法人及び当該法人を所管している４主務省を除く。） 

    

【主務省・法人間におけるコミュニケーションの質の変化】 

（※平成26年制度改正後に設立された１法人及び当該法人を所管している４主務省を除く。） 
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他方で、今回の調査においては、質問項目によっては、主務省と法人の間で相

当程度の認識のずれが見られるなど、更なるコミュニケーションが必要であると

考えられるケースも見られた。 

例えば、前述のＡ以上の評定を取得することが困難な事務・事業の有無に関す

る質問については、主たる主務省が「ない」と回答しているのに法人が「ある」

と回答しているものが 19主務省・法人（22％）で見られ、他方、主たる主務省が

「ある」と回答しているのに法人が「ない」と回答しているものが 12 主務省・

法人（14％）で見られた。（回答集計結果Ｐ20 の主務省問Ⅰ-３-⑥・法人問Ⅰ-

３-③参照） 

 

② 主務大臣（主務省）と監事との意見交換 

「独立行政法人の監事の機能強化に伴う措置について」（平成26年11月28日総

務省行政管理局長通知。以下「監事の機能強化に関する局長通知」という。）に

おいて、主務大臣（主務省）と監事との定期的な意見交換を実施することが求め

られている。 

今回の調査において、令和元年度（平成31年度）における主務大臣（主務省）

と監事との意見交換の実施状況について質問したところ、意見交換を行っている

法人は約６割に留まっており、約４割の法人では意見交換を行っていなかった。

なお、意見交換を行っている法人の意見交換の相手方は、政務が１法人、局長・

審議官が20法人、課長等が46法人、事務方が43法人（複数回答）となっている。

（回答集計結果Ｐ73の表50、51参照） 

【主務省との意見交換】 

 

【主務省との意見交換を行っていない理由】 

内容 法人数 

監査報告書を提出しているため 28 

指摘事項がないため、意見交換の場を設けていない 1 

必要に応じ意見交換の場は得られるため 1 

有識者会議の場で監査報告書の概要説明を行っているため 4 

合計 34 
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（４）その他 

以上のほか、当委員会としては、今回の調査における以下の結果に注目している。 

① 運営方針・倫理行動指針の策定 

「独立行政法人の業務の適性を確保するための体制等の整備について」（平成

26年 11月 28日総務省行政管理局長通知。以下「内部統制に関する局長通知」と

いう。）において、法人の運営基本理念・運営方針（以下「運営方針」という。）

及び役職員の倫理指針・行動指針（以下「倫理行動指針」という。）の策定が求め

られている。 

今回の調査において、運営方針及び倫理行動指針の策定状況について質問した

ところ、全法人で策定済みとなっている。また、運営方針等の役職員への周知に

ついても全法人で実施しており、周知方法は、イントラネットへの掲示、研修に

よる周知等となっている。 

【運営方針の役職員への周知の状況】（複数回答） 

 

 

【倫理行動指針の役職員への周知の状況】（複数回答） 

 

 

法人数 割合
役職員への周知の実施 87 100.0%

イントラネットへの掲示 71 81.6%
研修による周知 52 59.8%
集会の場における周知 32 36.8%
掲示板への掲示 26 29.9%
携帯用カードの配布 16 18.4%
ハンドブックの配布 16 18.4%
その他 18 20.7%

事項

周
知
方
法
（
複
数
回
答
）

法人数 割合
役職員への周知の実施 87 100.0%

イントラネットへの掲示 80 92.0%
研修による周知 72 82.8%
掲示板への掲示 35 40.2%
ハンドブックの配布 33 37.9%
推進週間の実施 32 36.8%
集会（朝礼など）の場における周知 30 34.5%
携帯用カードの配布 25 28.7%
館内放送による周知 3 3.4%
その他 12 13.8%

周
知
方
法
（
複
数
回
答
）

事項
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ただし、法人における運営方針等の役職員への浸透状況の確認の実施状況につ

いて質問したところ、実施していると回答した法人は、運営方針で３割弱、倫理

行動指針で５割弱となっており、確認方法は、アンケート調査（職員意識調査（注）

を含む。）、個別面談等となっている。ちなみに、浸透状況の確認の実施状況を独

立行政法人の年度評価結果（令和元事業年度）との関係でみると、Ｃ評定のない

法人は、Ｃ評定を有する法人と比べて浸透状況の確認を実施している割合が高い

ことが確認できる。（回答集計結果Ｐ48の表４、表５、Ｐ49の表９、表 10参照） 

(注) 職員意識調査は、民間企業でも、従業員エンゲージメント（従業員が会社

の戦略や施策を理解して、それぞれ仕事にやりがいを感じ、成果を出すた

めに自律的に取り組もうとする意欲）の把握等を目的に実施されている。 

 

【運営方針・倫理行動指針の役職員への浸透状況の確認】 

 

    

【運営方針の浸透状況把握方法】（複数回答） 

 

 

【倫理行動指針の浸透状況把握方法】（複数回答） 

 

  

事項 法人数 その他の主な内容
アンケート 9 ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ
個別面談 8 研修後のチェックシート
その他 8 役員によるヒアリング

会議等で実績等確認　など

事項 法人数 その他の主な内容
アンケート 27 年1回以上、コンプライアンス点検を実施
個別面談 11 ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ
その他 11 研修後のチェックシート・テスト

職場内（課、室、チーム単位）で意見交換  など



13 
 

【浸透状況の確認（令和元年度）と年度評価（令和元事業年度）における評定との比較】 

 

 

② 事業継続計画の策定 

内部統制に関する局長通知において、事業継続計画の策定が求められている。 

今回の調査において、法人の事業継続計画の策定状況を質問したところ、約１

割の法人（７法人）で事業継続計画が未策定となっていることが確認できる。（回

答集計結果Ｐ53の表 25参照） 

【未策定の状況・理由】 

・過去数年間において組織の改編・業務の追加があったため未策定。 

・複数の施設を保有する法人の法人本部において、施設ごとの策定状況に関す

るフォローアップの不徹底により一部の施設で未策定。 

・防災業務計画に一部の事業継続計画が組み込まれている状態であったため、

独立した事業継続計画の策定が遅れていた。 

・新型コロナウイルス対策を優先したため未策定。 

 

③ 内部統制に係る研修の実施、在り方の検討 

今回の調査において、法人からは、内部統制に関する理事長等の認識の向上を

図るための研修の実施を求める意見や、独立行政法人の内部統制の整備・運用の

基になった「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書（平成

22年３月）」の策定から 10年以上を経過したことを踏まえ、内部統制の在り方等

について再点検を求める意見が見られた。（回答集計結果Ｐ44 の法人問Ⅲ-２-①

参照）  

実施率
b/a

実施率
c/a

Ｃ評定のない法人（注） 74 22 29.7% 40 54.1%
Ｃ評定を有する法人 13 2 15.4% 3 23.1%

全体 87 24 27.6% 43 49.4%
（注）全てB評定以上

法人数
a

運営方針の
浸透状況の
確認　b

倫理行動指
針の浸透状
況の確認 ｃ

区分
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２ 当委員会の所感 

（１）総論 

今回の調査結果を踏まえると、平成 26 年制度改正の主要な内容である①業務の

特性を踏まえた法人の分類、②ＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評価の仕組みの

構築、③法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入については、主務省・法

人において相当程度浸透し、概ね肯定的に受け止められているものと考える。 

しかし、個別の制度や運用についての調査結果を個々に見ていくと、いくつかの

課題が確認できる。それらの課題の解決に向けて、以下、今後、委員会として取り

組むべき事項及び主務省・法人にお願いしたい事項を整理することとする。 

 

（２）当委員会として取り組むべき事項 

今回の調査結果において、以下の事項については、主務省や法人において対応に

苦慮していることが確認されたことから、当委員会としては、それぞれに記載する

対応を行い、法人における対応を支援するものとする。 

① Ａ以上の評定を取得することが困難な事務・事業の評価 

管理業務など、Ａ以上の評定を取得することが困難であるとの回答が多く見ら

れた事務・事業（回答集計結果Ｐ19 の主務省問Ⅰ-３-⑥・法人問Ⅰ-３-③参照）

についても、当委員会としては、法人の取組・成果に応じた正当な評価が得られ

るようにする必要があると考えている。 

このため、当委員会において、令和４年度に、民間企業の管理業務等の評価や

海外の類似法人における目標策定事例等についての調査を実施し、得られた情報

を主務省・法人に共有することとする。また、それらの調査結果を踏まえて、目

標策定指針及び評価指針の改定等を含む検討を行うこととする。 

 

② 新型コロナウイルス感染症など予測し難い外部要因が生じた場合の評価 

現在の評価指針においては、「予測し難い外部要因により業務が実施できなか

った場合や、外部要因に対して当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、

評定において考慮するものとする。」と記載されており、新型コロナウイルス感

染症の流行は、この予期し難い外部要因に該当する。 

このため、新型コロナウイルス感染症の流行による目標の未達成等については、

前述の「委員長・評価部会長発言」によって、評価に当たって法人の不利益とな

らないよう主務大臣に要請したところであるが、いくつかの法人において主務大

臣評価で配慮されるかどうかを気にする状況が見られた（回答集計結果Ｐ21 の

法人問Ⅰ-３-④参照）。 

今後も、社会情勢の変化に応じて、評価の実施に当たって特に留意すべき事情

が急遽生ずることがあり得ると考えられることから、そういった場合には、委員
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長・評価部会長発言等で主務大臣に配慮を要請することとしているが、その際、

法人が無用の心配をすることのないよう、当委員会としても適切な周知を図ると

ともに、主務大臣と法人とのコミュニケーションの促進を図ることとする。 

 

③ 財務データを活用した評価の促進 

今回の調査では、事務局によるヒアリングの結果、「企業会計的手法による財

務分析」を実施したかどうかの判断基準が主務省・法人によって異なっており、

単に抽象的に活用促進を呼びかけるだけでは、同床異夢となり、効果が十分に上

がらない状況にあるという実態が明らかとなった（回答集計結果Ｐ37の主務省・

法人問Ⅱ-①参照）。 

そもそも、財務データの評価への活用については、現在の評価指針において、

「業務の特性に応じ、企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析

等の財務分析を行う。」ことが求められているが、これは、法令等で規定する財

務諸表等を作成することにとどまらず、業務の特性に応じて、管理会計を含めた

様々な財務データを分析し、評価に活用することを求めるものである。 

このため、当委員会としては、主務大臣評価や法人の自己評価における効果的

な活用事例を調査し、参考となるものを他の主務省・法人に共有するなどにより、

財務データの活用を支援することとする。 

 

④ 内部統制に係る研修の実施、在り方の検討 

内部統制は法人の長が中心となって構築・運用することとなるものであるが、

その不断の改善を図る上では、好事例の共有等による法人の長等の意識向上が効

果的であり、今回の調査においても、内部統制に関する理事長等の研修の実施を

求める意見が寄せられている。このような状況を踏まえ、委員会として、法人の

長をはじめとする役員等に対する研修・シンポジウム等を開催することとする。 

また、今回の調査では、内部統制システムの整備状況を把握（回答集計結果Ｐ

47参照）したところであるが、今後、これに加えて内部統制の運用（実施）状況

も把握した上で、今回の調査に寄せられた内部統制の在り方等についての再点検

を求める声をも踏まえ、委員会において、独立行政法人の内部統制の在り方全般

の検討を行うこととする。 

 

⑤ 年度評価等に関する当委員会の考え方の整理 

当委員会としては、主務省・法人が国民に対する説明責任を果たす観点等から、

評価の種類を問わず、Ａ以上の評定とした場合の根拠や、Ｃ以下の評定とした場

合の改善に向け取り組むべき方針を評価書に記述することが重要であると考え

ており、特に、年度評価においては、こうした点に絞って、審議を行ってきたと

ころであるが、今回の調査において、当委員会におけるこうした認識が、主務省
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及び法人に十分に周知できていない状況が確認された。（回答集計結果Ｐ30参照） 

このため、当委員会としては、早急に、各々の時点で行う評価の意義や、それ

らについて委員会が調査審議を行う際の視点等を改めて整理し、令和４年度に行

われる評価に間に合うよう、主務省・法人に提示することとする。 

 

（３）主務省・法人における対応を求める事項 

今回の調査結果において、以下の事項については、法人において、あるいは、主

務省と法人の間で、問題となり得る状況が確認されたことから、当委員会として、

それらの状況を改善するため、主務省・法人における適切な対応をお願いする。 

① 主務省・法人間におけるコミュニケーションの充実 

前述のような、Ａ以上の評定を取得することが困難な事務・事業の有無に関す

る質問について、主たる主務省は「ない」と考えているのに当該法人が「ある」

と考えているといった事例は、目標の設定や評価における主務省と法人の間の目

線合わせが十分にできていないことに問題があると考えられ、こういった認識の

ずれを解消していくためには、主務省と法人との間のコミュニケーションの更な

る充実が必要である。 

既に、法人によっては、主務省との間で、相互にコミュニケーションを図り、

業務実施や評価の段階における認識のずれを解消するような取組も見られると

ころであるが（回答集計結果Ｐ20 参照）、そのような取組をまだ行っていない主

務省及び法人においても、法人の政策実施機能の最大化のため、法人の目標の設

定や評価の様々な場面を活用して、コミュニケーションの充実をお願いしたい。 

 

② 主務大臣（主務省）と監事との意見交換の実施 

主務大臣（主務省）が適切な独立行政法人評価を行うためには、主務大臣（主

務省）が、監査で把握した法人の運営状況等についての意見を、監事から直接聴

取することが効果的である。 

こういった観点から、監事の機能強化に関する局長通知では、主務大臣（主務

省）と監事との意見交換の実施を求めているところであり、法人の監事との意見

交換を行っていない主務省においては、その実施をお願いしたい。 

 

③ 運営方針・倫理行動指針の役職員への浸透状況の確認 

運営方針及び倫理行動指針は策定するだけではなく、組織内へ周知徹底するこ

とによりその効果を発揮するものであり、今回の調査では、全ての法人において

運営方針等の策定及び役職員への周知が行われていることが確認できた。ただし、

役職員に対して運営方針等の浸透状況の確認まで行っている法人は半数に満た

ず、また、Ｃ評定のない法人において、Ｃ評定を有する法人と比べて浸透状況の
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確認を行っている割合が高い状況も見られたことから、各法人においては、役職

員のモチベーション向上、組織の活性化を図るため、役職員への周知に加えて、

運営方針等の役職員への浸透に積極的に取り組むようお願いしたい。 

なお、運営方針等の役職員への浸透状況の確認方法として、法人では、職員意

識調査、職員へのアンケート、個別面談等を実施しているところであり、そうい

った工夫も参考にしていただきたい。 

 

④ 事業継続計画の策定 

事業継続計画は、災害などの突発的な経営環境の変化のような不測の事態が発

生した場合に重要な事業を中断させないために必要なものであることから、内部

統制に関する局長通知において、その策定を求めている。 

今回の調査では、法人の統廃合による取組の遅れ、複数の施設を保有する法人

本部において、施設ごとの策定状況に関するフォローアップの不徹底などを理由

として事業継続計画を未策定とする法人が見られたが、こういった法人において

も、事業継続計画を早急に策定することをお願いしたい。 
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３ 他の主務省・法人の参考となる事例 

 今回の調査では、主務省・法人から、取組の事例や工夫の事例の報告をいただいた。

本項では、そのうち、広く主務省・法人の参考となり得ると思われるものを紹介する。 

（１）評価結果を予算配分に活用している例 

評価結果の予算配分への活用に当たっては、法人ごとに様々な困難要因があるの

が実情であるが、今回の調査において、主務大臣の評価結果を法人内の予算配分に

活用している事例が見られたので、紹介する。 

【評価結果の予算配分への活用例】 

法人名 製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 

取組 

内容 

令和元年度までは、法人内の全分野で前年度最終予算額に対して毎

年度 10％を一律削減し、これにより確保された予算額を、特別な案件

が発生した場合への備えとするほか、新たな技術・手法の導入にチャ

レンジしたい部門から提案のあった案件のうち、理事長等によって取

り組むべきと判断された分野に再配分していた。 

令和２年度の当初予算の法人内の配分からは、令和元年度に実施し

た平成 30 事業年度分の評価書の項目別評定によって傾斜を付けるこ

ととし、Ｓ評定：-０%、Ａ：-８%、Ｂ：-15%の削減率とすることで、評

価結果を予算に反映し、職員のモチベーションの向上に結び付ける取

組を実施した。その上で、確保された予算額は、より効果的・戦略的に

配分すべく、どのような事業に重点的に配分するかを理事長等が決定

し、その定めた重点分野に沿った事業や災害等による突発的な施設又

は機器の故障の修繕に優先的に配分することとした。 

また、令和３年度においては、評価結果による削減ではなく、一律

に全分野 15%カットした上で、評価結果によりＳ評定：+15%、Ａ：+８%、

Ｂ：+０%で還元することとした。 

なお、これまでＣ、Ｄ評定となった実績はなかったものの、万一Ｃ

又はＤ評定となった場合であっても、ＮＩＴＥの全体方針として、当

該事業のてこ入れ等のために追加的にリソースを投入する必要がある

という判断となった場合には、重点的に配分することもあり得る。 

効果  トップダウンで本取組を行うことで、国民や産業界に対してより価

値の高い行政サービスを提供するための業務を推進するという理事長

等の意思を、ダイレクトに組織内に浸透できた。 

また、評価結果が予算額に反映されることは、より良い評価を得る

ための意識の向上に繋がっている。 

 

（２）総合評定の判断基準に評価ウエイトを設定している例 

総合評定において、各項目別評定をどのように勘案するかについては、各主務大

臣において様々な工夫が行われているが、今回の調査において、総合評定の判断に

当たり、法人と事前に十分頭合わせを行った上で、各項目別評定をどの程度考慮す

るかをあらかじめ定めている事例が見られたので、紹介する。 
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この取組を行っている主務省が所管する法人にヒアリングを行ったところ、評価

ウエイトを事前に主務省と法人との間で綿密に調整することで取り組むべきこと

がより明確となり、法人にとって分かりやすいとの回答も得られている。 

【総合評定の判断基準に評価ウエイトを設定している例】 

主務省名 経済産業省 

取組 

内容 

各主務省が定めることとしている評価の基準において、総合評定に

おける評価ウエイトを以下①は 75％、②～④の合計は 25％と明示し、

総合評定の算定に当たって主要業務の評価結果が大きく反映される仕

組みとしている。 

また、①の 75％の内訳についても、各法人の評定の項目別に、予算

額や人件費といった客観的な数字をベースとしつつ、主務省として法

人とよく相談した上で、評価ウエイトを設定している。 

① 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項（国立研究開発法人の場合は「研究開発の成果の最大

化その他の業務の質の向上に関する事項」）：75％ 

② 業務運営の効率化に関する事項：7.5％  

③ 財務内容の改善に関する事項：7.5％  

④ その他の事項：10％ 

※ ②～④の評価ウエイトは一例であり、合計値が25％となる範囲内であれ

ば、これ以外のウエイトとすることも可能。 

なお、②～④の項目について、目標に「困難度：高」を設定した場合に

限り、評価比率の合計値を最大50％まで引き上げることが可能となってい

る。 

効果  評価ウエイトを事前に主務省と法人との間で綿密に調整すること

で、取り組むべきことがより明確となり、法人にとって分かりやすく

なる。 

 

（３）管理業務においてＡ評定を取得している例 

今回の調査では、管理業務について、多くの主務省や法人からＡ以上の評定を取

得することが困難であるとの回答が見られた。当委員会としても、当該業務につい

て、今後、法人の取組・成果に応じた正当な評価が得られるよう検討を行っていく

こととしているが、令和元事業年度評価において、管理業務でＡ評定を付した事例

が見られたので、紹介する。 

【令和２年度に実施された令和元事業年度評価において管理業務がＡ評定となっていた例】 

名称 項目 Ａ評定の理由（達成度） 

国立病

院機構 

業務運営

等の効率

化 

 「機構全体としての経常収支率」については、経常収支

率 100％以上を目標値として設定されており、令和元年度

は 100.2％（経常収支：23 億円）となっており、目標を達

成している。 

 このほか、上記以外の目標についても所期の目標を達成
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しており、難易度「高」であることも考慮し、評定を一段

階引き上げて「Ａ」とした。 

地域医

療機能

推進機

構 

財務内容

の改善に

関する事

項 

定量的指標として、損益計算において経常収支率 100%以

上を達成することを中期計画等における目標としていると

ころ、経常収支率 101.1%を確保したことを高く評価する。

運営費交付金の交付を受けることなく、難易度「高」とし

ている中で中期計画における所期の目標を上回る成果が得

られていると認められるため。 

都市再

生機構 

財務体質

の強化・

予算・収

支計画・

資金計画 

年度計画等で定めた主な定量的な指標については、以下の

とおり所期の目標を達成していると認められる。 

・有利子負債残高の削減（平成 25年度末比）について、各

事業部門の営業努力による家賃収入や敷地譲渡収入等の

キャッシュフローの確保等により、年度計画の目標「812

億円削減」に対し、実績値「1,762 億円削減（達成率

217％）」であった。 

 機構は、財務体質の強化に当たって、将来の金利上昇等

の経営環境の変化に対応するため、以下の取組を実施し、

年度計画 235億円を上回る 393億円の純利益を確保した。 

・都市再生事業において新規の投資計画を 16 地区で取り

組むとともに、賃貸住宅事業において 2,137 戸のストッ

ク削減や建替住宅 604戸、リノベーション住宅 11,218戸

の供給を行う等の戦略的な投資を行った。 

 これらを踏まえ、令和元年度における所期の目標を上回

っていること、将来の金利上昇等の経営環境の変化に対応

するための優れた取組を実施したことを総合的に勘案し、

｢Ａ｣評定とする。 

（注）下線は、当委員会において付した。 

 

（４）運営方針・倫理行動指針の役職員への浸透状況の確認を行っている例 

今回の調査において、運営方針及び倫理行動指針を役職員に浸透させる取組とし

て、全法人で実施している周知に加えて、役職員への浸透状況の確認を実施してい

る事例が見られたので、紹介する。 

【運営方針を役職員に浸透させる取組例】 

法人名 取組内容 

理 化 学 研

究所 

様々な角度から職員の就業環境を検証し、効果的・効率的な業務

遂行に繋げるため、４～５年ごと（直近では 2020年度）に、全職員

を対象としたオンライン又は紙による職員意識調査を外部委託に

より実施。回答形式は、選択肢及び自由記載としており、集計・分

析した結果を、匿名化した上で内部向けホームページにて掲載。 

運営方針の浸透状況に関連する質問項目は以下のとおり。 

［あなたの職場］ 

・研究所の方針等の伝達・共有 
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［トップマネジメント（理事長、理事）］ 

・経営理念を意識した行動 

・経営トップの考えの周知と理解 

・理事長活動報告・経営方針等の理解 

日 本 ス ポ

ー ツ 振 興

センター 

法人の基本理念、ビジョン、行動指針の浸透状況について、年１

回（12月頃）「内部統制に関する意識調査」を全職員（役員を除く）

に対して実施。 

調査結果は、法人内に共有するとともに、部署別等詳細に分析し、

部長職へのフィードバックを実施。フィードバックを踏まえた各部

署での取組状況のフォローアップを実施し、全部署の取組事例を法

人内に共有。 

 

【倫理行動指針を役職員に浸透させる取組例】 

法人名 取組内容 

理 化 学 研

究所 

様々な角度から職員の就業環境を検証し、効果的・効率的な業務

遂行に繋げるため、４～５年ごと（直近では 2020年度）に、全職員

を対象としたオンライン又は紙による職員意識調査を外部委託に

より実施。回答形式は、選択肢及び自由記載としており、集計・分

析した結果を、匿名化した上で内部向けホームページにて掲載。 

倫理行動指針の浸透状況に関連する質問項目は以下のとおり。 

〔モラルやルールの遵守〕 

・職場における規程・ルールの明示と活用 

・業務に関する規程・ルールの理解 

中 小 企 業

基 盤 整 備

機構 

倫理行動指針を事前に確認できる状況やその場で検索できる状

況での問いでは、浸透状況の実態を把握することが難しいため、機

構内の研修や集会の際に、事前予告なしに質疑形式などで、参加し

ている職員へ問題を提示し、回答させることで、倫理行動指針が当

機構内にどの程度浸透しているかを確認。 

その上で、より浸透させるために、職員の倫理行動指針に関する

エピソードを機構内広報で発信することで、実例をもって、倫理行

動指針に沿った取組を紹介し、職員に倫理行動指針が浸透するよう

に努めている。 
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４ 終わりに 

今回の調査では、平成26年制度改正の影響について主務省・法人がおおむね肯定的

に捉えていることが確認された一方で、今後検討・対応していく必要があると考えら

れる課題を確認することができた。調査に協力していただいた各主務省・法人の協力

に感謝する。 

委員会としては、今後、本調査の結果を踏まえた検討・対応の効果を確認するため、

また、新たな課題の有無を確認するため、主務省や法人の作業負担に配慮しつつ、今

回のような調査を適時に、また、継続的に実施していくこととしたい。 



フォローアップ調査の法人回答を用いた統計分析の結果
―法人類型別にみた回答傾向の確認―

独立行政法人評価制度委員会 専門委員 河合晃一

（委員資料）



フォローアップ調査の法人回答を用いた統計分析

【分析の概要】

〇 平成26年度の制度改正において、独立行政法人は、中期目標管理法人、国立研
究開発法人、行政執行法人という３つの類型に分類された。その法人類型の違い
により、「独立行政法人制度改正フォローアップ調査」の回答結果にも何らかの
傾向が生じているかを確認するため、統計分析を行った。

〇 分析対象：

フォローアップ調査のⅠ～Ⅲの各設問に対する独立行政法人（87法人）の回答
結果。

〇 分析方法：

・独立行政法人の回答結果を従属変数、法人類型を独立変数としたロジスティック
回帰分析を行った。回答結果（選択肢）が順序変数（例：かなり増えた～かなり
減った）の場合は順序ロジスティック回帰分析を採用し、回答結果（選択肢）が
２値変数（例：ない、ある）の場合は、二項ロジスティック回帰分析を採用した。

・法人類型の違いの他に、回答結果に影響を及ぼすと考えらえる以下のような法人
の属性を統制変数として回帰分析のモデルに含めた。

- 常勤職員数、予算収入額。

- 令和２年度あるいは令和３年度が法人の中(長)期目標の見直し年度に該当する
かどうか。

1



2

〇 分析に用いたデータ

(1) 従属変数： 法人の回答
各設問に対する87法人の回答結果。ただし、「わからない」（DK）と無回答（NA）
は便宜上すべて欠損値として処理した。

(2) 独立変数： 法人類型
中期目標管理法人をベースラインにし、行政執行法人であれば１、そうでなければ
０とコーディングした「行政執行法人ダミー変数」と、国立研究開発法人であれば
１、そうでなければ０とコーディングした「国立研究開発法人ダミー変数」を設定
した。

(3) 統制変数
・中(長)期目標の見直し年度： 令和２年度が中（長）期目標の見直し年度に該当
する場合は１、そうでない場合は０とコーディングした「R2年度見直し法人ダ
ミー変数」と、令和３年度が中（長）期目標の見直し年度に該当する場合は１、
そうでない場合は０とコーディングした「R3年度見直し法人ダミー変数」を設定
した。

・常勤職員数： 各法人の常勤職員数（令和３年１月時点）を自然対数に変換。

・予算収入額： 令和２年度の予算収入額を自然対数に変換。



独立変数と統制変数の記述統計

3

N 平均値 標準偏差 最小値 最大値
国立研究開発法人ダミー 87 0.31 0.47 0 1
行政執行法人ダミー 87 0.08 0.27 0 1
R2年度見直し法人ダミー 87 0.30 0.46 0 1
R3年度見直し法人ダミー 87 0.14 0.35 0 1
常勤職員数（自然対数） 87 6.11 1.59 2.89 11.04
予算収入額（自然対数） 87 17.50 2.25 13.62 23.89
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〇 本分析では、有意確率が５％水準（p ＜ 0.05）を満たした場合のみ、
法人類型と回答結果との間に統計的に有意な関係が存在する（法人類型
の違いにもとづく回答結果の傾向を確認できる）と解釈した。

〇 ５％の有意水準を満たした結果については次頁以降のとおりである。

統計分析の結果
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【問Ⅰ-1-②】
府省評価委員会が廃止され、主務大臣自らが評価を実施することとなり、主務大臣
の評価結果が目標・計画や政策の企画立案等に適時・適切に反映することが可能と
なりましたが、結果として主務大臣の責任の下での一貫したPDCAサイクルが強化さ
れましたか。（五者択一回答）

観察数
1＝かなり弱くなった 0
2＝少し弱くなった 0
3＝変わらない 31
4＝少し強化された 48
5＝かなり強化された 5
有効数 84
欠損 3
合計 87

割合

0.37
0.57
0.06
1.00

0.00
0.00

偏回帰係数 標準誤差
国立研究開発法人ダミー -1.288 * 0.571
行政執行法人ダミー 0.146 0.920
R2年度見直し法人ダミー 0.596 0.574
R3年度見直し法人ダミー 0.003 0.689
常勤職員数（自然対数） -0.044 0.183
予算収入額（自然対数） -0.147 0.126
閾値3 -3.637 ✝ 2.055
閾値4 -0.039 2.003
N 84
-2対数尤度 133.119
Cox-Snell R2 0.119
Nagelkerke R2 0.145
McFadden R2 0.074
**p<0.01, *p<0.05, ✝p<0.10

＜分析結果＞
国立研究開発法人のほうが、他法人類型と比べて「強化された」と回答していない
（「変わらない」を選択している）傾向（p = 0.024）。
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【問Ⅰ-2-②】
法人類型の新設の目的は、それぞれ、国民ニーズに即した多様・良質なサービスの
提供（中期目標管理法人）、公益に資する研究開発（研究開発法人）、国の行政事
務と密接に関連した事務・事業の執行（行政執行法人）と理解されますが、法人類
型の新設は、所管する法人が与えられた目標を達成するため役立っていると考えま
すか。（五者択一回答）

＜分析結果＞
国立研究開発法人のほうが、他法人類型と比べて「役立っている」と回答している
傾向（p = 0.000）。

観察数
1＝全く役立っていない 1
2＝あまり役立っていない 0
3＝どちらともいえない 40
4＝少し役立っている 36
5＝大いに役立っている 10
有効数 87
欠損 0
合計 87

0.11

割合
0.01
0.00
0.46
0.41

1.00

偏回帰係数 標準誤差
国立研究開発法人ダミー 2.157 ** 0.573
行政執行法人ダミー 0.814 0.857
R2年度見直し法人ダミー 0.259 0.536
R3年度見直し法人ダミー -1.161 0.726
常勤職員数（自然対数） -0.179 0.176
予算収入額（自然対数） 0.061 0.123
閾値1 -4.283 ✝ 2.186
閾値3 0.472 1.936
閾値4 3.080 1.981
N 87
-2対数尤度 157.355
Cox-Snell R2 0.210
Nagelkerke R2 0.242
McFadden R2 0.115
**p<0.01, *p<0.05, ✝p<0.10
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【問Ⅰ-2-④】
中期目標管理法人・行政執行法人とされたことは、a: 予算・資金の獲得、b: 主要
業務、c: 評価関連業務、d: 調達・契約、e: 人事・雇用、f: 自己収入の確保、
g: 職員の士気・モチベーションの向上に役立っていますか。（それぞれについて
五者択一回答）

【問Ⅰ-2-⑤】
研究開発法人とされたことは、a: 予算・資金の獲得、b: 研究開発、c: 評価関連
業務、d: 調達・契約、e: 人事・雇用、f: 自己収入の確保、g: 職員の士気・モチ
ベーションの向上に役立っていますか。（それぞれについて五者択一回答）

(選択肢)
１= 全く役立っていない、２= あまり役立っていない、３= どちらともいえない、
４= 少し役立っている、５= 大いに役立っている

＜分析結果＞※上記④⑤の回答結果をマージして分析。

・国立研究開発法人のほうが、他法人類型と比べて、a: 予算・資金の獲得、
b: 主要業務／研究開発、d: 調達・契約、e: 人事・雇用、g: 職員の士気・モチ
ベーションの向上という5点に関して「役立っている」と回答している傾向
（a: p = 0.004, b: p = 0.000, d: p = 0.001, e: p = 0.001, g: p = 0.002）。
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【問Ⅰ-3-④】
新型コロナウィルス感染症の流行により、目標達成困難（Ｃ以下に相当）となって
いる事務・事業はありますか。（二者択一回答）

＜分析結果＞
国立研究開発法人のほうが、他法人類型と比べて、「ない」と回答している傾向
（p = 0.001）。

観察数
0＝ない 55
1＝ある 31
有効数 86
欠損 1
合計 87

割合
0.64
0.36
1.00

偏回帰係数 標準誤差
国立研究開発法人ダミー -2.593 ** 0.782
行政執行法人ダミー -1.253 0.970
R2年度見直し法人ダミー -0.710 0.661
R3年度見直し法人ダミー -1.338 0.935
常勤職員数（自然対数） 0.631 * 0.245
予算収入額（自然対数） -0.236 0.158
定数 0.811 2.321
N 86
-2対数尤度 89.762
Cox-Snell R2 0.232
Nagelkerke R2 0.318
**p<0.01, *p<0.05, ✝p<0.10
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【問Ⅰ-4-①】
独立行政法人評価制度委員会の以下の活動により、主務大臣の責任の下での一貫した
PDCAサイクルが強化されたと考えますか。（a: 主務省ヒアリング、b: 理事長など
マネジメント層へのヒアリング、c: 監事へのヒアリング、d: 利害関係者ヒアリング、
e: 年度評価等点検、f: 法人優良事例の紹介）（それぞれについて五者択一）

＜分析結果＞
国立研究開発法人のほうが、他法人類型と比べて、独法評価制度委員会の e:年度
評価等点検によって主務大臣下のPDCAサイクルが「強化された」と回答していない
（「変わらない」を選択している）傾向（p = 0.036）。

偏回帰係数 標準誤差
国立研究開発法人ダミー -1.211 * 0.578
行政執行法人ダミー -0.148 0.873
R2年度見直し法人ダミー 1.223 * 0.588
R3年度見直し法人ダミー 0.473 0.685
常勤職員数（自然対数） 0.034 0.181
予算収入額（自然対数） -0.127 0.126
閾値1 -6.593 ** 2.399
閾値3 -2.224 2.144
閾値4 1.601 2.218
N 84
-2対数尤度 136.931
Cox-Snell R2 0.110
Nagelkerke R2 0.134
McFadden R2 0.067
**p<0.01, *p<0.05, ✝p<0.10

e: 年度評価等点検に関する回答の分析結果
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【問Ⅱ-⑤】
広報に当たり、外部専門家（a: 常勤職員として、b: 非常勤職員として、c: 契約職
員等として、d: 委託契約として、e: その他）の知見を活用していますか。
（それぞれについて二者択一回答）

＜分析結果＞
国立研究開発法人のほうが、他法人類型と比べて、a: 常勤職員として「活用して
いる」と回答している傾向（p = 0.026）。

偏回帰係数 標準誤差
国立研究開発法人ダミー 1.791 * 0.802
行政執行法人ダミー -18.507 15133.165
R2年度見直し法人ダミー 0.451 0.800
R3年度見直し法人ダミー -19.461 10916.115
常勤職員数（自然対数） 0.237 0.330
予算収入額（自然対数） -0.031 0.283
定数 -3.698 4.333
N 87
-2対数尤度 50.111
Cox-Snell R2 0.167
Nagelkerke R2 0.315
**p<0.01, *p<0.05, ✝p<0.10

a: 常勤職員に関する回答の分析結果
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【問Ⅱ-⑤】
広報に当たり、外部専門家（a: 常勤職員として、b: 非常勤職員として、c: 契約職
員等として、d: 委託契約として、e: その他）の知見を活用していますか。
（それぞれについて二者択一回答）

＜分析結果＞
行政執行法人のほうが、他法人類型と比べて、b: 非常勤職員として「活用してい
る」と回答している傾向（p = 0.035）。

観察数
0＝活用していない 78
1＝活用している 9
有効数 87
欠損 0
合計 87

b: 非常勤職員に関する回答結果
割合
0.90
0.10
1.00

偏回帰係数 標準誤差
国立研究開発法人ダミー 0.574 0.926
行政執行法人ダミー 2.881 * 1.366
R2年度見直し法人ダミー 1.670 1.062
R3年度見直し法人ダミー 0.899 1.347
常勤職員数（自然対数） 0.346 0.309
予算収入額（自然対数） 0.178 0.249
定数 -8.910 * 4.485
N 87
-2対数尤度 49.381
Cox-Snell R2 0.093
Nagelkerke R2 0.191
**p<0.01, *p<0.05, ✝p<0.10

b: 非常勤職員に関する回答の分析結果
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〇 国立研究開発法人のほうが、他法人類型と比べて、通則法改正による法人類型
の新設をよりポジティブに評価している（法人の運営・業務に役立っていると
評価している）傾向を確認できた。

（問Ⅰ-2-②、問Ⅰ-2-⑤）

〇 他方で、評価主体が府省評価委員会から主務大臣となったことや独法評価制度
委員会の年度評価等点検によって主務大臣下のPDCAサイクルが強化されたかと
いう設問への回答からは、国立研究開発法人のほうが変化をあまり感じていな
い傾向を確認できた。

（問Ⅰ-1-②、問Ⅰ-4-①）

〇 「Ⅰ 政策実施機能の最大化に関する事項」に関する設問への回答に比べて、
「Ⅱ 国民に対する説明責任に関する事項（財務データの活用、広報）」や
「Ⅲ 法人内部のガバナンス強化に関する事項」の設問への回答については、
法人類型による傾向の違いをほとんど確認できなかった。

〇 ただし、問Ⅱ-⑤に対する回答結果からは、国立研究開発法人のほうが広報の専
門家を常勤職員として活用している傾向と、行政執行法人のほうが広報の専門
家を非常勤職員として活用している傾向を確認できた。この点は、広報に関す
る法人類型間での違いを示唆するものである。

分析結果のまとめ
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１ 調査の目的
平成26年の独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）の改正（以下「平成26年制度改正」という。）の

後、多くの法人において、新たな独法制度に基づく目標策定・評価の取組が１サイクル経過した状況を踏ま
え、制度改正によって法人運営がどのように変わったか、主務省・法人が制度改正についてどのように考え
ているか、新たな制度がどのように活用されているか等を把握し、今後の制度の運用改善等につなげること
を目的として実施した。

２ 調査事項
Ⅰ 政策実施機能の最大化に関する事項
Ⅱ 国民に対する説明責任に関する事項
Ⅲ 法人内部のガバナンス強化に関する事項
Ⅳ 内部統制実態調査
Ⅴ 監事監査等実態調査

３ 調査方法
(1) 調査票形式（実施時期：令和３年２～３月）

全87独立行政法人とその主務省（114主管課）を対象に調査票を配布し、回答を得た。

(2) ヒアリング形式（実施時期：令和３年８～11月）
上記 (1)で把握した事例の深掘り等のため、４主務省（８主管課）及び独立行政法人20法人を抽出し、

ヒアリングを実施した。

※ １つの法人を複数の府省で共管している場合には、それぞれの府省に対して調査を実施しているため、主務省の数は法人数と一致しない。

調査の概要

1

区分（法人類型） 主務省（主管課） 法人
中期目標管理法人 68 53
国立研究開発法人 39 27
行政執行法人 7 7

計 114 87

注）１ 集計結果の割合については、小数点第二位を四捨五入しているため、合計値が100％とならない場合がある。
２ 匿名性の確保等の観点から、自由記述による回答内容について、文意を損ねない範囲で修正している。



① 評価主体が府省評価委員会から主務大臣となったことにより、評価実務
（a:評価主体による評価実施業務、b:評価終了後の各種評価関連業務、c:
その他評価関連業務）の業務量に変化はありましたか。

（主務省問Ⅰ-１-①）

① 評価主体が府省評価委員会から主務大臣となったことにより、評価実務（a:業務
実績・自己評価書作成業務、b:評価主体による評価関連業務、c:評価終了後の各種
評価関連業務、d:その他評価関連業務）の業務量に変化はありましたか。
（法人問Ⅰ-１-①）

Ⅰ 政策実施機能の最大化に関する事項
１ 主務大臣下でのＰＤＣＡサイクルの強化 ① 評価主体が主務大臣となったことによる評価実務の業務量への影響

ア かなり増えた
a. 評価主体による評価実施業務
【中】独立行政法人評価制度委員会が行っていた評価作業を主務大臣が行う
ことになったことに加え、外部の有識者から意見を伺う業務実績説明会の
開催に係る業務も生じることとなったため。

【研】国立研究開発法人においては、国立研究開発法人審議会が設置されて
いること及び当省のルールにおいて経営に関する有識者のヒアリングも実
施することになっていることから、作業コストは増加したと感じる。

【研】担当課が、評価を主体的に行う必要性が出てきたことによる各担当課
との調整業務や、評価に係る担当委員を増やしたことによる日程の調整の
業務が増えた。

b. 評価終了後の各種評価関連業務
【中】評価主体が主務大臣に変更となったことにより、評価終了後に、所管
課として、より説明責任が求められる機会が増えた。

c. その他評価関連業務
【中】法人や独法とりまとめ担当課との連絡・調整の業務量が増加した。

イ 変わらない
【中】府省評価委員会は廃止されたが、法令に基づいた組織ではないが、同
じような機能を有する有識者会議があるため、作業量等は変わらない。

ウ かなり減った
a. 評価主体による評価実施業務
【中】関係者との情報共有が迅速にできるようになった。
【中】実務に関する業務負担は軽減された。従前は分科会の開催が２回（府
省評価委員会、政独委）あったので、それぞれの会議開催に当たっての資
料作成やロジ面の調整で時間を要していたが、改正に当たって、その点が
改善された。

【中】共管している他省庁との調整が減ったと思われるため。

区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり増えた 2 2.3% 1 1.2% 1 1.2% 2 2.3%
少し増えた 11 12.8% 12 14.0% 6 7.0% 6 7.0%
変わらない 57 66.3% 53 61.6% 68 79.1% 68 79.1%
少し減った 13 15.1% 16 18.6% 9 10.5% 8 9.3%
かなり減った 1 1.2% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 2.3% 2 2.3% 2 2.3% 2 2.3%
計 86 100% 86 100% 86 100% 86 100%

【法人】

区分 a:評価主体による
評価実施業務

b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり増えた 6 5.5% 1 0.9% 1 0.9%
少し増えた 17 15.5% 14 12.7% 15 13.6%
変わらない 47 42.7% 61 55.5% 64 58.2%
少し減った 23 20.9% 21 19.1% 16 14.5%
かなり減った 5 4.5% 1 0.9% 2 1.8%

無回答 12 10.9% 12 10.9% 12 10.9%
計 110 100% 110 100% 110 100%

ア かなり増えた
【中】評価主体の移行に伴い、評価書作成その他関係業務の対応方針に変更が生じた。
【研】総務省指定の評価様式が細か過ぎて使いづらい。また、省庁で独自に説明を要す

る内容について指定を受けることがあるが、既存の様式の内容に屋上屋を重ねること
にもなりかねず、作業が煩雑化するので、共通化、単純化してほしい。

イ かなり減った
【中】当法人は複数の主務省で所管され、従前はそれぞれに設置されていた評価委員会

において、異なる様式により独自の観点で審議・評価が行われていた。平成27年度以
降は１主務省の有識者会議に一本化されたことにより業務量はかなり減った。

【研】大臣評価に伴い、一定のまとまりごとの評価が認められたことにより、評価単位
を「各ユニットごとの評価」から「領域評価」にしたため、「自己評価調書」「審議
会資料」の量は減少した。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。 ※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

【主務省】

平成26年制度改正で評価主体が主務大臣となったことによる評価実務の業務量への影響については、全項目において主務省・法人ともに
「変わらない」との回答が多い。
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注）本稿では、以下のとおり、記載を省略している。
【中】：中期目標管理法人を指す。
【研】：国立研究開発法人を指す。
【行】：行政執行法人を指す。



区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり増えた 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8%
少し増えた 5 19.2% 5 19.2% 3 11.5% 1 3.8%
変わらない 18 69.2% 19 73.1% 23 88.5% 24 92.3%
少し減った 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0%
かなり減った 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

（中期目標管理法人所管課）
区分 a:評価主体による

評価実施業務
b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり増えた 2 2.9% 1 1.5% 1 1.5%
少し増えた 11 16.2% 9 13.2% 9 13.2%
変わらない 25 36.8% 31 45.6% 37 54.4%
少し減った 20 29.4% 21 30.9% 15 22.1%
かなり減った 5 7.4% 1 1.5% 1 1.5%

無回答 5 7.4% 5 7.4% 5 7.4%
計 68 100% 68 100% 68 100%

区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり増えた 1 1.9% 1 1.9% 1 1.9% 1 1.9%
少し増えた 5 9.4% 7 13.2% 3 5.7% 5 9.4%
変わらない 34 64.2% 29 54.7% 39 73.6% 38 71.7%
少し減った 11 20.8% 12 22.6% 8 15.1% 7 13.2%
かなり減った 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 3.8% 2 3.8% 2 3.8% 2 3.8%
計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

（中期目標管理法人）

区分 a:評価主体による
評価実施業務

b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり増えた 4 11.4% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 6 17.1% 5 14.3% 6 17.1%
変わらない 17 48.6% 23 65.7% 22 62.9%
少し減った 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%
かなり減った 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 7 20.0% 7 20.0% 7 20.0%
計 35 100% 35 100% 35 100%

区分 a:評価主体による
評価実施業務

b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり増えた 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 5 71.4% 7 100% 5 71.4%
少し減った 2 28.6% 0 0.0% 1 14.3%
かなり減った 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100%

区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり増えた 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 5 71.4% 5 71.4% 6 85.7% 6 85.7%
少し減った 1 14.3% 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3%
かなり減った 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（国立研究開発法人所管課）

（行政執行法人所管課）

（国立研究開発法人）

（行政執行法人）

法人類型別の回答状況

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

【主務省】 【法人】

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

法人類型別にみると、全ての法人類型の主務省・法人において、全項目で「変わらない」との回答が多い。
中期目標管理法人については、「評価主体による評価実施業務」と「評価終了後の各種評価関連業務」で「（かなり・少し）減った」

の割合が主務省・法人ともに他の法人類型に比べて高い。国立研究開発法人については、主務省・法人ともに「評価主体による評価実施
業務」で他の法人類型に比べて「（かなり・少し）増えた」の割合が高く、「 （かなり・少し）減った」の割合は１割未満と低い。行政
執行法人については、「（かなり・少し）増えた」との回答は主務省では皆無、法人では１法人のみ。
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② 府省評価委員会が廃止され、主務大臣自らが評価を実施することとなり、自
らの評価結果が目標の策定、法人の計画の審査、政策の企画立案等に適時・適
切に反映することが可能となりましたが、結果として主務大臣の責任の下での
一貫したＰＤＣＡサイクルが強化されましたか。（主務省問Ⅰ-１-②）

② 府省評価委員会が廃止され、主務大臣自らが評価を実施することとなり、主
務大臣の評価結果が目標・計画や政策の企画立案等に適時・適切に反映するこ
とが可能となりましたが、結果として主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣ
Ａサイクルが強化されましたか。（法人問Ⅰ-１-②）

区分 全 体 中期目標管理
法人所管課

国立研究開発
法人所管課

行政執行法人
所管課

かなり強化された 6 5.5% 5 7.4% 0 0.0% 1 14.3%
少し強化された 60 54.5% 43 63.2% 11 31.4% 6 85.7%
変わらない 33 30.0% 15 22.1% 18 51.4% 0 0.0%

少し弱くなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
かなり弱くなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 11 10.0% 5 7.4% 6 17.1% 0 0.0%
計 110 100% 68 100% 35 100% 7 100%

【主務省】 【法人】

ア かなり強化された
【中】政策責任者である主務大臣が目標設定、評価、評価結果の反映を一貫して担う

ようになり、主務省と問題認識を共有することができるようになったため。
【中】主務大臣の評価に変わり、省庁の政策の趣旨や組織の理念に合致した事業の評

価を得やすくなった。また、成果が可視化しにくい基盤的な調査研究においても、
理解を得やすくなり予算の配分が可能となった。

【中】主務大臣の評価等を踏まえたＰＤＣＡ状況を議論等する幹部連絡会議の設置を
含め、当該年度の「評価の視点」や前年度の主務大臣の指摘事項を踏まえた業務を
実施することを通じて、業務への反映や計画立案に役立てている。

【行】評価主体が府省評価委員会から主務大臣になったことに伴い、年度目標・事業
計画の策定作業及び業務実績評価作業を進めるに当たって、主務省とのヒアリング、
個別の調整等の意思疎通や連携がこれまで以上に緊密となったため。

イ 変わらない
【中】主務省を通じて主務大臣とは制度改定以前から密に連携しつつＰＤＣＡサイク

ルを実施している。
【中】評価プロセスにおける作成資料や主務官庁への対応業務については従前と変わ

らない印象のため。
【中】府省評価委員会から主務大臣になったが、主務省に独立行政法人評価有識者会

議が設置されており、その議論を踏まえて、評価を行っていると考えられ、実質上、
大きな変化はないと受け止めている。

【研】独法制度改正により、主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣＡサイクルが確
保された一方、「強化」という観点においては、独法制度改正前から中（長）期目
標の策定に当たって評価委員会の意見を聴くこととされているため、大きくは変わ
らない。

ア かなり強化された
【中】中期目標策定主体と、中期目標に基づく業績の評価主体が同一人格となったことで、

プロセス全体を一貫して見渡すことが可能となったため。
【中】主務大臣が自ら中期目標期間の見込評価をすることで、主務省が主体的に現状の課

題分析を行うことができ、法人と主務省で迅速に問題認識を共有しつつ、その内容を
次期中期目標へ盛り込むこと等により、業務を遂行することができたと考えるため。

【中】評価の実施過程において、法人とのコミュニケーションが増えたことにより、法人
の業務運営、今後の施策等にかかる課題等が明らかになりやすくなったため。また、
それら課題等については、評価後ではなく、評価の実施過程において明らかになるも
のもあり、それを踏まえた評価を実施することができるため。

【中】目標策定、業績評価において、主務大臣自らが主導する事により、KPIを明確にし、
適宜効果の把握･分析及び評価ができていると判断したため。

【行】主務大臣が主体で評価することにより、政策の実現に法人を貢献させるために、法
人が行うべき業務の設定をより細かな面まで目標に反映させやすくなったと感じる。

イ 変わらない
【中】従来から目標の策定、事業見直し、政策の反映というサイクル全体は主務大臣の責

任のもと行っており、サイクルの一部である評価の実施主体が府省評価委員会から主
務大臣に変わっても全体のサイクルが主務大臣の責任のもとに行われていることに変
化はないため。

【中】府省評価委員会は開催しなくなったものの、主務大臣評価でも有識者懇談会を開催
しているため、会議ロジ等に係る負担は変わらない。

【研】中長期目標の策定に当たっては、独立行政法人評価制度委員会の意見聴取が義務づ
けられており、同委員会の意見を踏まえての策定となることから、旧制度とあまり差
が生じておらず、「主務大臣の責任の下」で強化されたとは言い難い。

区分 全 体 中期目標管理法人 国立研究開発法人 行政執行法人

かなり強化された 5 5.8% 4 7.5% 0 0.0% 1 14.3%
少し強化された 48 55.8% 32 60.4% 12 46.2% 4 57.1%
変わらない 31 36.0% 15 28.3% 14 53.8% 2 28.6%

少し弱くなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
かなり弱くなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 2.3% 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0%
計 86 100% 53 100% 26 100% 7 100%

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

平成26年制度改正による主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣＡサイクルへの影響については、主務省・法人ともに約６割が「（かな
り・少し）強化された」と回答しており、「（かなり・少し）弱くなった」と回答した主務省・法人は皆無。
また、法人類型別にみると、中期目標管理法人では主務省・法人ともに約７割、行政執行法人では全ての主務省が「（かなり・少し）強

化された」と回答。一方、国立研究開発法人では、主務省・法人ともに他の法人類型に比べて「変わらない」の割合が高い。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。
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② 主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣＡサイクルへの影響



③ 府省評価委員会が廃止されたことにより、評価実務（a:評価主体による
評価実施業務、b:評価終了後の各種評価関連業務、c:その他評価関連業
務）は簡素化されましたか、それとも複雑化されましたか。
（主務省問Ⅰ-１-③）

ア 多少複雑化
a. 評価主体による評価実施業務
【中】評価主体が主務大臣に変更したことにより、評価に係る説明責任の増加

に伴う業務の量的増加や質的向上につながり、関係者との調整も増えた
ため。

b. 評価終了後の各種評価関連業務
【中】評価主体が主務大臣に変更となったことにより、評価修了後に、所管課

として、より説明責任が求められる機会が増えたため。
c. その他評価関連業務
【中】法人や独法とりまとめ担当課との連絡・調整の業務量が増加したため。

イ かなり簡素化
a. 評価主体による評価実施業務
【中】実務に関する業務負担は軽減されたと思います。従前は分科会の開催が

２回（府省評価委員会、政独委）あり、それぞれの会議開催に当たって
の資料作成やロジ面の調整で時間を要していたようですので、改正に当
たって、その点が改善されたと思います。
また、主務省が評価を行うことで、年度毎の政策の実施状況を細かに把

握し、中期目標達成に向けてのフォローアップや軌道修正を直接指示す
る事ができるようになったと思います。

【中】複数所管省で幹事的な役割を担っていたこともあり、評価委員会の開催
前に委員との日程等の調整、事前説明資料作成及びレク実施、各委員か
ら事前に受領した評価案及び意見等の整理作業、会議の準備・当日の運
営、会議後の議事概要作成及び公表、旅費・謝金支払等のロジ作業が膨
大となっていたが、主務省が自ら評価を行うようになったため、トータ
ルとして事務負担が軽減された。

区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり複雑化 1 1.2% 1 1.2% 0 0.0% 1 1.2%
多少複雑化 8 9.3% 5 5.8% 3 3.5% 3 3.5%
変化なし 57 66.3% 53 61.6% 66 76.7% 67 77.9%
多少簡素化 18 20.9% 23 26.7% 15 17.4% 13 15.1%
かなり簡素化 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 2.3% 2 2.3% 2 2.3% 2 2.3%
計 86 100% 86 100% 86 100% 86 100%

【法人】
③ 府省評価委員会が廃止されたことにより、評価実務（a:業務実績・自己評価書作成
業務、b:評価主体による評価関連業務、c:評価終了後の各種評価関連業務、d:その他
評価関連業務）は簡素化されましたか、それとも複雑化されましたか。
（法人問Ⅰ-１-③）

区分 a:評価主体による
評価実施業務

b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり複雑化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少複雑化 9 8.2% 5 4.5% 6 5.5%
変化なし 52 47.3% 62 56.4% 66 60.0%
多少簡素化 32 29.1% 30 27.3% 25 22.7%
かなり簡素化 5 4.5% 1 0.9% 1 0.9%

無回答 12 10.9% 12 10.9% 12 10.9%
計 110 100% 110 100% 110 100%

ア かなり複雑化
【研】総務省での審議がなくなった結果、年度の大臣評価が出るまでの時間は短くなっ

たが、主務省における評価は、国立研究開発法人であることから結局、各省庁での
国立研究開発法人審議会における諮問が残り、また、当法人の所管省の場合は、国
立研究開発法人審議会とは別に経営に関する有識者に意見を聞くプロセスが国立研
究開発法人にも追加されたことから（国立研究開発法人審議会の対象となる国立研
究開発法人も例外ではない）、同じ短期間での作業となったため、その短期間にお
ける資料作成の労の増加、説明の回数増加など結果として以前から変わらない状況
か、増えている状況。簡素化には繋がっておらず、増加の傾向と考える。

イ 多少複雑化
【中】従前と比し、当機構の自己評価を含む業務実績報告書については、記載内容の充

実が図られたが、それにより、主務省所管課との連絡調整等に時間を要し、結果と
して業務の増加となりました。

ウ かなり簡素化
b. 評価主体による評価関連業務
【中】府省評価委員会に対する評価実務が減少し、評価制度として、政策責任者である

主務大臣による評価は、適切かつ効率的に運用されているため。
【中】当法人は２省で所管され、従前はそれぞれに設置されていた評価委員会において、

異なる様式により独自の観点で審議・評価が行われていた。平成27年度以降は一方
の省の独立行政法人評価有識者会議に一本化されたことによりかなり簡素化された
ところ。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。 ※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

【主務省】

平成26年制度改正で府省評価委員会が廃止されたことによる評価実務の煩雑度への影響については、主務省・法人ともに全項目において
「変化なし」との回答が多く、次いで「多少簡素化」との回答が多い。
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③ 府省評価委員会が廃止されたことによる評価実務の煩雑度への影響



区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり複雑化 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 1 3.8%
多少複雑化 2 7.7% 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8%
変化なし 19 73.1% 19 73.1% 23 88.5% 22 84.6%
多少簡素化 4 15.4% 5 19.2% 2 7.7% 2 7.7%
かなり簡素化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

（中期目標管理法人所管課）
区分 a:評価主体による

評価実施業務
b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり複雑化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少複雑化 5 7.4% 3 4.4% 2 2.9%
変化なし 29 42.6% 34 50.0% 41 60.3%
多少簡素化 25 36.8% 25 36.8% 20 29.4%
かなり簡素化 4 5.9% 1 1.5% 0 0.0%

無回答 5 7.4% 5 7.4% 5 7.4%
計 68 100% 68 100% 68 100%

区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり複雑化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少複雑化 5 9.4% 4 7.5% 2 3.8% 2 3.8%
変化なし 33 62.3% 29 54.7% 37 69.8% 39 73.6%
多少簡素化 13 24.5% 16 30.2% 12 22.6% 10 18.9%
かなり簡素化 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 3.8% 2 3.8% 2 3.8% 2 3.8%
計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

（中期目標管理法人）

区分 a:評価主体による
評価実施業務

b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり複雑化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少複雑化 4 11.4% 2 5.7% 4 11.4%
変化なし 20 57.1% 24 68.6% 22 62.9%
多少簡素化 4 11.4% 2 5.7% 2 5.7%
かなり簡素化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 7 20.0% 7 20.0% 7 20.0%
計 35 100% 35 100% 35 100%

区分 a:評価主体による
評価実施業務

b:評価終了後の
各種評価関連業務

c:その他
評価関連業務

かなり複雑化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少複雑化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変化なし 3 42.9% 4 57.1% 3 42.9%
多少簡素化 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9%
かなり簡素化 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100%

区分 a:業務実績・自己
評価書作成業務

b:評価主体による
評価関連業務

c:評価終了後の
各種評価関連業務

d:その他
評価関連業務

かなり複雑化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少複雑化 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変化なし 5 71.4% 5 71.4% 6 85.7% 6 85.7%
多少簡素化 1 14.3% 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3%
かなり簡素化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（国立研究開発法人所管課）

（行政執行法人所管課）

（国立研究開発法人）

（行政執行法人）

法人類型別の回答状況

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

【主務省】 【法人】

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

法人類型別にみると、主務省では、国立研究開発法人で「（かなり・多少）簡素化」したの割合が他の法人類型に比べて低くなっている
が、法人では、法人類型による傾向の違いは特段みられない。
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区分 a:評価結果による
組織・業務見直し

b:予算要求
（運営費交付金の算定
を含む）

c:政策の企画立案
等への反映

かなり遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 6 85.7% 6 85.7% 6 85.7%
多少迅速化 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3%
かなり迅速化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100%

④ 府省評価委員会が廃止され、主務大臣自らが評価を実施することになった
ことにより、府省評価委員会の関与がなくなった分、a:評価結果による組
織・業務見直し、b:予算要求（運営費交付金の算定を含む）、c:政策の企画
立案等への反映は迅速化しましたか、それとも却って遅延化しましたか。
（主務省問Ⅰ-１-④）

ア 多少迅速化
a. 評価結果による組織・業務見直し
【行】業績勘案率の評価委員会への諮問が廃止されたこと、また、財務諸表、評価
指標及び評価基準並びに短期借入金の評価委員会への諮問が廃止されたことで、
評価関連業務が効率化・簡素化され、結果として、組織・業務見直し、予算要
求等の迅速化につながっていると考える。

【研】主務大臣の評価結果後、速やかに改善策の検討を行うことなどができること
から、多少は業務の見直し等は迅速化できていると思われる。

区分 a:評価結果による
組織・業務見直し

b:予算要求
（運営費交付金の算定
を含む）

c:政策の企画立案
等への反映

かなり遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 66 60.0% 83 75.5% 73 66.4%
多少迅速化 32 29.1% 14 12.7% 25 22.7%
かなり迅速化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 12 10.9% 13 11.8% 12 10.9%
計 110 100% 110 100% 110 100%

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

【主務省】

平成26年制度改正で府省評価委員会の関与がなくなったことによる業務の進捗への影響については、「変わらない」との回答が多く、
「（かなり・多少）遅延化」したと回答した主務省はみられなかった。

区分 a:評価結果による
組織・業務見直し

b:予算要求
（運営費交付金の算定
を含む）

c:政策の企画立案
等への反映

かなり遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 40 58.8% 52 76.5% 45 66.2%
多少迅速化 23 33.8% 11 16.2% 18 26.5%
かなり迅速化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 5 7.4% 5 7.4% 5 7.4%
計 68 100% 68 100% 68 100%

区分 a:評価結果による
組織・業務見直し

b:予算要求
（運営費交付金の算定
を含む）

c:政策の企画立案
等への反映

かなり遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多少遅延化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 20 57.1% 25 71.4% 22 62.9%
多少迅速化 8 22.9% 2 5.7% 6 17.1%
かなり迅速化 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 7 20.0% 8 22.9% 7 20.0%
計 35 100% 35 100% 35 100%

（中期目標管理法人所管課）

（国立研究開発法人所管課）

（行政執行法人所管課）

法人類型別の回答状況
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※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

④ 府省評価委員会の関与がなくなったことによる業務の進捗への影響

※ 設問の性質上、主務省のみを調査対象とした。



⑤ 令和２年度の主務大臣評価結果を、a:現行の目標の見直し、b:組織・業務見
直し、c:新目標の策定（※）、d:国の政策評価、e:政策の企画立案、f:予算要求
（運営費交付金の算定を含む）などに反映させた具体的な事例はありますか。
（主務省問Ⅰ-１-⑥）

⑤ 令和２年度の自己評価及び主務大臣評価を、a:法人における現行の計画の見直
し、b:次期以降の計画の策定、c:法人内部の組織体制の見直し、d:人事計画、e:法
人内部の予算配分、f:業務手法の見直し、g:役職員の処遇に反映した具体的な事例
はありますか。（法人問Ⅰ-１-⑤）

区分 a:現行の目
標の見直し

b:組織・業
務の見直し

c:新目標の
策定

d:国の
政策評価

e:政策の
企画立案

f:予算要求
（運営費交付金
の算定を含む）

ある 12 10.5% 35 30.7% 29 100% 7 6.1% 10 8.8% 22 19.3%
ない 102 89.5% 79 69.3% 0 0.0% 107 93.9% 104 91.2% 92 80.7%
計 114 100% 114 100% 29 100% 114 100% 114 100% 114 100%

区分
a:法人にお
ける現行計
画の見直し

b:次期以降
の計画の
策定

c:法人内部
の組織体制
の見直し

d:人事計画
e:法人内部

の
予算配分

f:業務手法
の見直し

g:役職員の
処遇

ある 16 18.4% 47 54.0% 25 28.7% 22 25.3% 18 20.7% 32 36.8% 21 24.1%
ない 71 81.6% 40 46.0% 62 71.3% 65 74.7% 69 79.3% 55 63.2% 66 75.9%
計 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100%

b. 次期以降の計画の策定
【中】主務大臣からの指摘事項等を踏まえ、初の試みとして専用Webサイトを開設し、

LIVE配信を行うとともに、専用SNSを開設し、タイムリーな情報発信に努めるなど、
周知広報の強化を図った。

c. 法人内部の組織体制の見直し
【中】法務体制・機能の拡充・強化のため、法務室を設置した。
【研】主務大臣評価を踏まえ、次期中長期計画における研究の構成や組織、予算配分

等に反映させるとともに、連携強化のための組織見直し（担当部の新設）を行うこ
ととしている。

d. 人事計画
【研】優秀な若手・中堅人材の研究者獲得と人材流動化促進を積極的に行うため、採

用制度の効果的な活用やキャリアパスを検討。
e. 法人内部の予算配分
【行】令和元年度業務実績評価の結果（各分野への評定）に基づき、令和3年度の当初

予算配分の比率に傾斜を付ける予定。令和元年度業務実績評価の結果（法人全体へ
の評定）に基づき、令和2年12月支給の業績手当の業績率について調整（令和元年
度実績評価がA評価であったため、6%増）させた。

f. 業務手法の見直し
【中】社会全体のデジタル化を踏まえたIT基盤の整備を中長期的に行うため、第四期情

報体系整備計画の策定に向けた準備を行っている。また、在宅勤務の生産性向上の
ため、事務処理のデジタル化に着手したが、今後も事務処理を極力簡素化した上で、
システム関連のメンテナンス等を実施していくなど、在宅勤務の環境整備に向けた
取組を継続して実施する必要がある。

g. 役職員の処遇
【中】退職役員の退職手当に係る業績勘案率、職員の特別手当への反映。

a. 現行の目標の見直し
【中】競争力強化等の取組について、これまでの評価や政府方針を踏まえて重要度

の設定について見直した。
【行】情報セキュリティの対策の推進について、情報セキュリティ対策ベンチマー

クのスコアを過去の実績を踏まえ、目標平均スコアを3.0から3.5に引き上げた。
b. 組織・業務の見直し
【中】評価結果を踏まえ、他機関との間で協定を締結し、研究等での連携やブラン

チオフィスの設置等を進めていくこととした。
【中】主務大臣評価時に今後の課題として挙げた「より一層研究者の知見を取り入

れる」という点を踏まえ、研究者の状況やアンケート等を踏まえ、各事業にお
いて、制度の改善やコロナ対応等が柔軟に行われた。

【中】業務処理の不適正事案の再発防止のため、新たにコンプライアンス推進・人
材育成を行う専従の組織を法人において設置予定

c. 新目標の策定
【研】令和２年度の主務大臣評価及び見込評価において、機構内の３部門間の連携

が有機的に進んでいると評価され、新目標の策定に当たり、法人の「強み」と
して、「研究開発成果の最大化」、「その他の業務の質の向上に関する事項」
内で新たに項立て

【研】主務大臣の評価結果を受けて法人が実施した組織再編による新たな研究体制
等の強化に基づき目標を策定した。

e. 政策の企画立案
【研】評価において主務大臣の指摘事項を踏まえ次年度の研究事業の立案（社会導

出を強化すべき等）に反映。
f. 予算要求
【中】評価結果を踏まえた取組強化を図るための施設整備費の新規要求を、令和４

年度概算要求に盛り込むべく検討。

【主務省】 【法人】

主務省において令和２年度の主務大臣評価結果を「b:組織・業務の見直し」に反映したのは約３割、「a:現行の目標の見直し」、「d:国
の政策評価」、「e:政策の企画立案」に反映したのは約１割。
法人において令和２年度の自己評価及び主務大臣評価結果を「b:次期以降の計画の策定」に反映したのは約５割、「f:業務手法の見直し」

は約４割、「a:法人における現行計画の見直し」「e:法人内部の予算配分」は約２割。
他方、令和２年度に見込評価を実施した26法人を所管する29主務省は、全てで主務大臣評価結果を「c:新目標の策定」に反映。

※ 「c：新目標の策定」は、令和２年度に見込評価を実施した中期目標管理法人及び国立研究開発法人の主管課
のみを対象とした。
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⑤ 評価結果を業務等に反映させた事例の有無 ※P10に留意事項あり。



区分
a:法人にお
ける現行計
画の見直し

b:次期以降
の計画の策

定

c:法人内部
の組織体制
の見直し

d:人事計画
e:法人内部

の
予算配分

f:業務手法の
見直し

g:役職員の
処遇

ある 1 14.3% 6 85.7% 1 14.3% 1 14.3% 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3%
ない 6 85.7% 1 14.3% 6 85.7% 6 85.7% 5 71.4% 6 85.7% 6 85.7%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（全ての項目において「ない」とした主務省の意見）
【中】令和２年度に実施した主務大臣評価の結果を現行の目標の見直し等に反映さ

せた具体的な事例がなかった理由は、令和元年度における業務の実績に関する評
価においては、全体として、中期計画に定められたとおり、概ね業務が実施され
たことが認められた（とりわけ、一部の事業においては中期計画に定められた以
上の業務の進捗が認められた）ため。

【中】現行の目標に新目標の策定を含めて特段見直しの必要性が見られないほか、
法人は目標を概ね達成しており、組織・業務見直し、政策評価、政策立案等に変
更を生じさせる事情も認められないため。

【中】令和２年度の主務大臣評価は第４期中期目標期間の最終年度の評価となり、
現行の第５期中期目標期間における目標の見直しは、今年度実施する中期目標期
間の初年度評価結果を踏まえ、その必要性を検討するため。

【行】主に法定業務をメインに業務を実施しており、着実に業務を実施することが
求められている。そのような中、令和2年度評価については各セグメントB以上
の評価であり、目標、組織・業務の見直しについては必要ないと判断した。また、
新目標については幾つかの数値目標について変更したが、C以下の評価を受けて
など、評価を反映させた目標変更ではなかった。新たな行政ニーズもなかったこ
とから、評価を反映させて新目標は策定はしていない。国の政策評価、政策の企
画立案については、法定業務をメインにしており、100％実施してＢ評価という
ものだが、それを反映させにくい。政策や法令が大きく変わることは少なく、違
う要因（社会的要求など）で変わることが多い。予算要求については、100％調
査を実施している中で、評価がＢ以上であるからといって、増やしても不用にな
る可能性もあり、反映はさせていない。

区分
a:法人にお
ける現行計
画の見直し

b:次期以降
の計画の策

定

c:法人内部
の組織体制
の見直し

d:人事計画
e:法人内部

の
予算配分

f:業務手法の
見直し

g:役職員の
処遇

ある 10 18.9% 28 52.8% 17 32.1% 12 22.6% 9 17.0% 20 37.7% 11 20.8%
ない 43 81.1% 25 47.2% 36 67.9% 41 77.4% 44 83.0% 33 62.3% 42 79.2%
計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

（中期目標管理法人）

区分
a:法人にお
ける現行計
画の見直し

b:次期以降
の計画の策

定

c:法人内部
の組織体制
の見直し

d:人事計画
e:法人内部

の
予算配分

f:業務手法の
見直し

g:役職員の
処遇

ある 5 5.7% 13 48.1% 7 25.9% 9 33.3% 7 25.9% 11 40.7% 9 33.3%
ない 22 25.3% 14 51.9% 20 74.1% 18 66.7% 20 74.1% 16 59.3% 18 66.7%
計 27 31% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100%

区分 a:現行の目
標の見直し

b:組織・業
務の見直し

c:新目標の
策定

d:国の
政策評価

e:政策の
企画立案

f:予算要求
（運営費交付金
の算定を含む）

ある 7 10.3% 21 30.9% 15 100% 6 8.8% 9 13.2% 11 16.2%
ない 61 89.7% 47 69.1% 0 0.0% 62 91.2% 59 86.8% 57 83.8%
計 68 100% 68 100% 15 100% 68 100% 68 100% 68 100%

区分 a:現行の目
標の見直し

b:組織・業
務の見直し

c:新目標の
策定

d:国の
政策評価

e:政策の
企画立案

f:予算要求
（運営費交付金
の算定を含む）

ある 3 7.7% 13 33.3% 14 100% 1 2.6% 1 2.6% 10 25.6%
ない 36 92.3% 26 66.7% 0 0.0% 38 97.4% 38 97.4% 29 74.4%
計 39 100% 39 100% 14 100% 39 100% 39 100% 39 100%

区分 a:現行の目
標の見直し

b:組織・業
務の見直し

c:新目標の
策定

d:国の
政策評価

e:政策の
企画立案

f:予算要求
（運営費交付金
の算定を含む）

ある 2 28.6% 1 14.3% － － 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3%
ない 5 71.4% 6 85.7% － － 7 100% 7 100% 6 85.7%
計 7 100% 7 100% － － 7 100% 7 100% 7 100%

（全ての項目において「ない」とした法人の意見）
【中】主務大臣評価は標準であるＢがほとんどであり、実績を踏まえた業務の見直し

等を求めるような具体的な指摘は受けていないため。
【中】各評価項目において、標準の「B」未満の評価は受けていないが、計画の達成

が危ぶまれると見込まれる場合は、人員配置等必要な措置を取っている。
【中】令和２年度に実施した自己評価及び主務大臣評価では、要改善や要見直しと評

価された項目（評定Ｃ、Ｄの項目）はなく、また、主務大臣評価における指摘事項
等についても、令和３年度に実施する自己評価において個々の指摘に対する対応状
況を報告する予定だが、a～gに直ちに反映すべきものはなかったため。

【研】評価結果や指摘内容等を踏まえて、計画の策定や組織体制の見直しを行うなど、
全体として、全く考慮していないわけではありませんが、直接的な事例を示せない
ことから「なし」を選択しています。

（中期目標管理法人所管課）

法人類型別の回答状況

（行政執行法人所管課） （行政執行法人）

（国立研究開発法人）（国立研究開発法人所管課）

【主務省】 【法人】

法人類型別にみると、国立研究開発法人については、主務省では、「d:国の政策評価」、「e:政策の企画立案」に活用事例が
「ある」と回答したのは１主務省と特に少ない。行政執行法人については、主務省では、「d:国の政策評価」、「e:政策の企画
立案」に活用事例が「ある」と回答したものは皆無。

※ 「c：新目標の策定」については、行政執行法人は見込評価の対象ではないため、該当しない。 9

※ 「c：新目標の策定」は、令和２年度に見込評価を実施した中期目標管理法人の主管課のみを対象とした。

※ 「c：新目標の策定」は、令和２年度に見込評価を実施した国立研究開発法人の主管課のみを対象とした。



ヒアリング調査で把握した評価結果の活用例（法人内部の予算配分）

上記の設問において、令和２年度の評価結果を反映させた具体的な事例が「ない」と回答した一部の主務省及び法人（主務省８主管
課、20法人） に対してヒアリングを実施したところ、以下のとおり、調査票形式による調査結果が必ずしも実態を表していない状況が
見られた。
このことから、設問の関係で適切な実態把握となっていない可能性があり、今後同様の調査票形式による調査を行う際には、設問の

立て方に留意する必要があると考えられる。
（例１）令和２年度の主務大臣評価において、目標や業務内容等について特段見直しを求められていないため、評価結果に基づい

て改善した事項がなかった。（８主管課中３主管課、16法人中10法人）
（例２）評価書の作成時点で明らかとなった新たな事実に基づき見直し等を行った事例がなかったため「活用していない」と回答

したが、年間を通したＰＤＣＡサイクルを回すことは重要だと考えており、定期的に目標や測定指標の進捗状況を把握し、法
人の業務運営の改善等を図っている。（ヒアリングした８主管課全てで同様の意見あり）

当該法人では、令和元年度までは、法人内の全分野で前年度最終予算額に対して毎年度10％を一律削減し、これにより確保された予
算額を、特別な案件が発生した場合への備えとするほか、新たな技術・手法の導入にチャレンジしたい部門から提案のあった案件のう
ち、理事長等によって取り組むべきと判断された分野に再配分していた。
令和２年度の当初予算の法人内の配分からは、令和元年度に実施した平成30事業年度分の評価書の項目別評定によって傾斜を付ける

こととし、Ｓ評定：-０%、Ａ：-８%、Ｂ：-15%の削減率とすることで、評価結果を予算に反映し、職員のモチベーションの向上に結
び付ける取組を実施した。その上で、確保された予算額は、より効果的・戦略的に配分すべく、どのような事業に重点的に配分するか
を理事長等が決定し、その定めた重点分野に沿った事業や災害等による突発的な施設又は機器の故障の修繕に優先的に配分することと
した。
また、令和３年度においては、評価結果による削減ではなく、一律に全分野15%カットした上で、評価結果によりＳ評定：+15%、

Ａ：+８%、Ｂ：+０%で還元することとした。
なお、これまでＣ、Ｄ評定となった実績はなかったものの、万一Ｃ又はＤ評定となった場合であっても、当該法人の全体方針として、

当該事業のてこ入れ等のために追加的にリソースを投入する必要があるという判断となった場合には、重点的に配分することもあり得
る。

上記の設問に関する留意事項

10



① 法人類型の新設により主務省として法人関係業務（a:評価関連業務（対法人）、
b:評価関連業務（対府省内）、c:評価関連業務（対法人の他の主務省）、d:評価
関連業務（対制度官庁）、e:評価関連業務（左記以外に対するもの））の業務量
に変化はありましたか。（主務省問Ⅰ-２-①）

ア かなり増えた
b. 評価関連業務（対府省内）
【研】改正前の独立行政法人通則法では同法第十二条で規定されている独立行政
法人評価委員会を当省でも設立され、当該独立行政法人評価委員会が事務的な
業務及び評価に関する業務を主導していた。
一方、改正後の独立行政法人通則法第三十五条の六の規定により主務大臣に
よる評価を実施することとなり、同条第六項に規定される審議会等の設置・運
営に係る事務を自らが主導していくこととなった。
以上のことから、改正前後で業務量は変化し、業務量について「かなり増え
た」と回答している。

イ 少し増えた
b. 評価関連業務（対府省内）

【中】省内関係部署との質疑応答に要する作業量が若干増えたと思われるため。

ウ かなり減った
【行】行政執行法人となり、中期目標期間終了時の目標見直し業務が廃止となった

ことで、業務の減につながっていると考える。

【法人】

ア かなり増えた
b. 評価関連業務（対主務省）

【研】法人類型の新設前後の業務量を客観的に比較することは困難だが、１）国立
研究開発法人審議会の開催時期が独法評価委員会よりも早まったこと、２）エビ
デンスに基づく厳正な自己評価や、外部評価における自己評価の妥当性検証を行
うために、実績や評価の指標となる情報の整理や業務実績報告書の作成に係る業
務量は増加した。

【研】緊急事態宣言による出勤率削減への貢献という例年より時間・人員が限られ
た中で、年度評価に加えて中間評価にも対応するための作成資料が倍に増えた。

イ 少し増えた
a. 評価関連業務（法人内）

【中】中期目標期間の最終年度に、見込評価と年度評価の両方を実施する点が業務
が増えた点。2年連続で評価書（業務実績等報告書）を2冊作成することとなった
ため、中期目標管理法人の自己評価については負担が増えたと思われる。

ウ 変わらない
【中】旧制度下では目標期間の設定が5年間であったが、主務省の意向により目標期

間を4年に設定された程度で、法人類型の新設による大きな影響はない。
【中】法人類型の新設による業務量について「変わらない」と回答した理由として、

職員の異動により改正前後の比較が困難であったため。
エ かなり減った
【行】当法人は、法人類型の新設に伴い中期目標管理型から単年度管理型の行政執

行法人となった。これに伴い、中期的な視点から参考となるべき事項はあるもの
の、過去の資料からは、府省評価委員会等の中期目標期間終了時における実務上
の作業がかなり減ったと推察。

【主務省】

法人類型の新設による業務量への影響については、主務省・法人ともに「変わらない」との回答が多い。

２ 法人類型の新設
① 法人類型の新設による評価関連業務の業務量への影響
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区分 a:評価関連業務
（対法人）

b:評価関連業務
（対府省内）

c:評価関連業務
（対法人の他
の主務省）

d:評価関連業務
（対制度官庁）

e:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 1 0.9% 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 7 6.4% 4 3.6% 1 0.9% 3 2.7% 2 1.8%
変わらない 82 74.5% 84 76.4% 44 40.0% 87 79.1% 93 84.5%
少し減った 6 5.5% 7 6.4% 2 1.8% 6 5.5% 1 0.9%
かなり減った 1 0.9% 1 0.9% 0 0.0% 1 0.9% 1 0.9%
該当なし 0 0.0% 0 0.0% 53 48.2% 0 0.0% 0 0.0%
無回答 13 11.8% 13 11.8% 10 9.1% 13 11.8% 13 11.8%
計 110 100% 110 100% 110 100% 110 100% 110 100%

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

区分 a:評価関連業務
（法人内）

b:評価関連業務
（対主務省）

c:評価関連業務
（対制度官庁）

d:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 2 2.3% 6 7.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 9 10.5% 5 5.8% 1 1.2% 1 1.2%
変わらない 68 79.1% 69 80.2% 78 90.7% 78 90.7%
少し減った 4 4.7% 3 3.5% 3 3.5% 3 3.5%
かなり減った 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2%

無回答 2 2.3% 2 2.3% 3 3.5% 3 3.5%
計 86 100% 86 100% 86 100% 86 100%

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

① 法人類型の新設により、a:評価関連業務（法人内）、b:評価関連業務（対主務
省）、c:評価関連業務（対制度官庁）、d:評価関連業務（左記以外に対するも
の）の業務量に変化はありましたか。（法人問Ⅰ-２-①）



法人類型別の回答状況

法人類型別にみると、全ての法人類型の主務省・法人において、全ての項目で「変わらない」との回答が多い。
また、法人類型別の回答傾向の違いは特段みられない。

（中期目標管理法人所管課） （中期目標管理法人）

（国立研究開発法人所管課）

（行政執行法人所管課）

（国立研究開発法人）

（行政執行法人）

【主務省】 【法人】

区分 a:評価関連業務
（法人内）

b:評価関連業務
（対主務省）

c:評価関連業務
（対制度官庁）

d:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 1 1.9% 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 3 5.7% 1 1.9% 1 1.9% 1 1.9%
変わらない 47 88.7% 48 90.6% 48 90.6% 48 90.6%
少し減った 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 1 1.9%
かなり減った 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 3.8% 2 3.8% 3 5.7% 3 5.7%
計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

区分 a:評価関連業務
（法人内）

b:評価関連業務
（対主務省）

c:評価関連業務
（対制度官庁）

d:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 1 3.8% 4 15.4% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 5 19.2% 3 11.5% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 17 65.4% 17 65.4% 24 92.3% 24 92.3%
少し減った 3 11.5% 2 7.7% 2 7.7% 2 7.7%
かなり減った 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

区分 a:評価関連業務
（法人内）

b:評価関連業務
（対主務省）

c:評価関連業務
（対制度官庁）

d:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0%
変わらない 4 57.1% 4 57.1% 6 85.7% 6 85.7%
少し減った 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0%
かなり減った 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

区分 a:評価関連業務
（対法人）

b:評価関連業務
（対府省内）

c:評価関連業務
（対法人の他
の主務省）

d:評価関連業務
（対制度官庁）

e:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 3 4.4% 1 1.5% 0 0.0% 2 2.9% 1 1.5%
変わらない 55 80.9% 56 82.4% 27 39.7% 57 83.8% 61 89.7%
少し減った 5 7.4% 6 8.8% 2 2.9% 4 5.9% 1 1.5%
かなり減った 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
該当なし 0 0.0% 0 0.0% 34 50.0% 0 0.0% 0 0.0%
無回答 5 7.4% 5 7.4% 5 7.4% 5 7.4% 5 7.4%
計 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100%

区分 a:評価関連業務
（対法人）

b:評価関連業務
（対府省内）

c:評価関連業務
（対法人の他
の主務省）

d:評価関連業務
（対制度官庁）

e:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0%
変わらない 5 71.4% 5 71.4% 0 0.0% 4 57.1% 6 85.7%
少し減った 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0%
かなり減った 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 1 14.3%
該当なし 0 0.0% 0 0.0% 7 100% 0 0.0% 0 0.0%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

区分 a:評価関連業務
（対法人）

b:評価関連業務
（対府省内）

c:評価関連業務
（対法人の他
の主務省）

d:評価関連業務
（対制度官庁）

e:評価関連業務
（左記以外に対
するもの）

かなり増えた 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し増えた 3 8.6% 2 5.7% 1 2.9% 0 0.0% 1 2.9%
変わらない 22 62.9% 23 65.7% 17 48.6% 26 74.3% 26 74.3%
少し減った 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0%
かなり減った 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
該当なし 0 0.0% 0 0.0% 12 34.3% 0 0.0% 0 0.0%
無回答 8 22.9% 8 22.9% 5 14.3% 8 22.9% 8 22.9%
計 35 100% 35 100% 35 100% 35 100% 35 100%
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※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。



② 法人類型の新設の目的は、それぞれ、国民ニーズに即した多様・良質な
サービスの提供（中期目標管理法人）、公益に資する研究開発（国立研究開
発法人）、国の行政事務と密接に関連した事務・事業の執行（行政執行法
人）と理解されますが、法人類型の新設は、所管する法人が与えられた目標
を達成するため役立っていると考えますか。（主務省問Ⅰ-２-②）

② 法人類型の新設の目的は、それぞれ、国民ニーズに即した多様・良質なサー
ビスの提供（中期目標管理法人）、公益に資する研究開発（国立研究開発法
人）、国の行政事務と密接に関連した事務・事業の執行（行政執行法人）と理
解されますが、法人類型の新設は、法人が与えられた目標を達成するため役
立っていると考えますか。（法人問Ⅰ-２-②）

ア 全く役に立っていない
【行】類型は変わったが法定業務が大きく変更しておらず目標が大きく変更され

たわけではないため。
イ 少し役立っている
【中】制度改正前は一律に規定されていた独立行政法人が、業務の特性に応じて

３つに分類されたことで、法人の目的が明確になり、主務省としても５年とい
う中期的なスパンでの目標の策定がしやすくなったと考えている。

【研】国立研究開発法人の分類があることで、研究開発の事務及び事業における
長期性、不確実性、専門性等の法人の特性への配慮が明確化されている。

【研】評価等の際に政策や制度により特化した外部委員からの評価を受けること
ができるようになった。

ウ 大いに役立っている
【中】法人の業務の特性に応じた主務大臣による目標の策定や法人による計画の

策定を行い目標達成に向けた業務の遂行が可能となったと思慮したため。
【中】法人の役割が明確になっており、自立的な業務運営の確保につながってい

ると考えられるため。
【中】財務状況の安定化に向けて今後何が必要かという点で評価できる意味で、

法人類型は役立っている。
【研】研究開発の事務及び事業の長期性、不確実性、予見不可能性、専門性と

いった特徴を踏まえ、中長期目標期間が５年から７年に延びたことにより、適
切な頻度で見込評価や期末評価を行うことができるようになった。

【研】国立研究開発法人として、組織が軸とすべき事業の目的が明確になってい
ることは、法人内のガバナンス強化に貢献しているのではないかと思料する。

【行】法令に基づき主務省の指示により、登録検査、立入検査、監視、登録認定
機関の調査等を実施しているが、これら全ての業務は国の行政と一体となって
実施しており、行政執行法人であることは必須であると考える。

ア 全く役立っていない
【研】成果の社会実装よりも、老朽化施設の維持管理/廃止措置/安全対策が喫緊かつ最

優先課題。
イ どちらともいえない
【中】類型化される前から当法人の目標の結果（評価）はステークホルダーへ直結する

と認識していたため。
【中】当法人は給付が主たる目的であるが、主務省は若年層の対象者拡大に目標の主眼

を置いている。
ウ 少し役立っている
【中】法人類型が整備されたことで、他法人の事例調査時などにおいて比較対象としや

すくなり、横断的な視点が養われたと認識している。
【中】評価に当たってアウトカムに着目することは、当機構の設立目的を踏まえた各事

業の業務執行の方向性の明確化に寄与している。
【研】国立研究開発法人になったことにより、目的がより明確になったものと思われる。
【研】国民に対して法人の役割が明確に認識してもらえるようになった。
【研】国立研究開発法人等の類型化がされたことで、法人としての位置づけ等が分かり

やすくなったため、目標の達成（研究開発の推進）に向けて、関係者等との調整が
円滑に行いやすくなった。一方で、当所は、事業官庁である主務省のニーズに対応
し、その成果を現場実装するための技術開発を行っている。そのため、シーズ型の
研究開発を行う国立研究開発法人とは性格が異なるため、27国立研究開発法人の中
で一律に評価されることは難しい。

【行】行政執行法人とされたことは、法に基づく公権力の行使など国の行政事務と密接
に関連した業務の実施に役立っており、役職員が国家公務員の身分を維持したこと
は、職員の士気・モチベーションを高める一因になっている。

エ 大いに役立っている
【研】国立研究開発法人としての目標が明確になった。
【行】役職員の身分を国家公務員としており、円滑に業務を行うことができている。

【主務省】 【法人】

法人類型の新設が目標達成に与える影響については、主務省・法人ともに「（大いに・少し）役立っている」が５割強、「どちらともい
えない」が５割弱。
法人類型別にみると、中期目標管理法人は「どちらともいえない」が過半数。国立研究開発法人は「 （大いに・少し）役立っている」

が主務省で６割強、法人で８割強と特に高い。行政執行法人は「 （大いに・少し）役立っている」と「どちらともいえない」がともに主
務省で約４割、「どちらともいえない」が法人で約６割。
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② 法人類型の新設による目標達成への寄与度

区分 全 体 中期目標管理
法人所管課

国立研究開発
法人所管課

行政執行法人
所管課

全く役立っていない 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3%
あまり役立っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらともいえない 55 48.2% 38 55.9% 14 35.9% 3 42.9%
少し役立っている 39 34.2% 27 39.7% 11 28.2% 1 14.3%
大いに役立っている 19 16.7% 3 4.4% 14 35.9% 2 28.6%

計 114 100% 68 100% 39 100% 7 100%

区分 全 体 中期目標
管理法人

国立研究
開発法人 行政執行法人

全く役立っていない 1 1.1% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%
あまり役立っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらともいえない 40 46.0% 33 62.3% 3 11.1% 4 57.1%
少し役立っている 36 41.4% 18 34.0% 17 63.0% 1 14.3%
大いに役立っている 10 11.5% 2 3.8% 6 22.2% 2 28.6%

計 87 100% 53 100% 27 100% 7 100%



③ 中期目標管理法人・行政執行法人とされたことは、a:予算・資金の獲得、b:主要業務、c:評価関連業務、d:調達・契約、e:人事・雇用、f:自己収入の確保、g:職員の
士気・モチベーションの向上に役立っていますか。（法人問Ⅰ-２-④）

【法人】（中期目標管理法人・行政執行法人）

【中】通則法第29条第2項及び通則法第30条第2項の見直し：現状法令では以下のとおりの定めがあり、法人に本来期待される役割（国民に対して提供するサービス）に比し
て、業務運営や財務等、管理面における目標設定や評価の項目が過剰と思われる。ついては、両項とも第三号以下を、例えば「業務運営の効率化に関する事項」に一本
化することで法人の特性に合った目標設定や評価を行うように改めることができないか。
調達の合理化：「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）において、総務省は「現行の随意契約見直し計画の枠組みや契約実

績の公表について見直しを行い、調達に関する新たなルールを策定する」こととされたことに基づき、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について（平
成 27 年５月 25 日総務大臣決定）」が定められたが、調達手続に係る事務手続コストが引き続き大きいと感じるところ。「公正かつ透明な」調達手続が求められながら
も、「適切で、迅速かつ効果的な」調達が実現するよう法人ごとに一定の裁量を与えることができないか。

【中】一口に独立行政法人と言っても法人ごとに業務特性が異なる中、法人類型が新設されバリエーションが設けられたことは有意義と思料。ただ、事業の区切りが５年で
は成否を断じる期間としてはなおも短い。また当該期間の定量的成果のボラティリティは大きく、かつそれは実際の当機構の貢献水準となおも乖離がある（単年度評価
では本傾向が一層強い）。
したがって、新設された法人類型化が今後はさらに推し進められ、当機構事業をより長い期間で評価するフレームワークが整えられることが望ましい（国レベルの計

画に目を向ければ、当機構と密接な関わりのある計画は数十年単位で目標設定がなされている）。
【行】国の行政事務と密接に関連して行われる業務に携わることが明確化された点は、基幹業務の実施に役立っている。他方で、行政執行法人の目的（国の行政事務と密接

に関連して行われる国の指示の下に確実に執行することが求められる事務・事業の遂行）を達成するには、主務大臣が長期的な政策を企画立案した上で、独法が実施す
べき業務を単年度の目標として設定し、御指示いただく必要があると考える。
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」では、「国の政策体系上の当該法人の位置づけ、当該法人の役割（ミッション）、当該法人と国の政策・施策・事務事業と
の関係等について、具体的かつ明確に記載する」旨記載されているが、長期的な視点から国の政策と独法の業務との関係性を考慮し、目標を設定する必要性を指針に追
記することを御検討いただきたい。
さらに、行政執行法人の性格上、運営費交付金の増額は、基本的には義務的な基幹業務（定期的なシステムの大型改修等）が優先される。一方で、社会全体が加速度

的な勢いでデジタル化していく中で、デジタルデータへのアクセスを容易にするためのデータのさらなる充実など、時代の変化に迅速に対処することが求められる業務
の場合、補正予算を要求することが考えられるが、翌年度に繰り越せない以上、補正予算成立後の２～３月中に執行可能な場合しか要求できないことから、中長期的な
業務については要求することが難しい。そのため、行政執行法人であっても、必要に応じて、中期的な予算執行を可能にすることを御検討いただきたい。

【行】行政執行法人に分類され、運営費交付金債務の翌年度への繰越しができないため、検査・分析機関として必要な大型機器の導入・更新や高額なシステムの導入・更新
の計画的な実施が困難となっている。

【行】単年度執行となったため、大型機器等の購入などそれまで中期的に調達を行えていたものを単年度で調達しなければならなくなり、調達スケジュールの調整等負担が
大きくなった。

【行】業務面に関しては、主務大臣が数量を定め、また、その数量等は各省庁の毎年度の予算に依存するため、職員の士気やモチベーション等を含め、事業が単年度で完結
する行政執行法人に沿ったものといえる。

中期目標管理法人・行政執行法人とされたことによる予算獲得等への影響については、大多数が「どちらともいえない」と回答。法人
類型別にみると、行政執行法人については、「（あまり・全く）役立っていない」が「d:調達・契約」で約４割、「f:自己収入の確保」
で約３割で消極的な回答あり。
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③ 中期目標管理法人・行政執行法人とされたことによる影響

区分 a:予算・
資金の獲得 b:主要業務 c:評価関連業務 d:調達・契約 e:人事・雇用 f:自己収入

の確保
g:職員の士気・
モチベーション

全く役立っていない 2 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3% 0 0.0% 3 5.0% 0 0.0%
あまり役立っていない 1 1.7% 0 0.0% 1 1.7% 3 5.0% 0 0.0% 1 1.7% 0 0.0%
どちらともいえない 51 85.0% 44 73.3% 42 70.0% 51 85.0% 53 88.3% 52 86.7% 52 86.7%
少し役立っている 6 10.0% 15 25.0% 15 25.0% 4 6.7% 6 10.0% 4 6.7% 8 13.3%
大いに役立っている 0 0.0% 1 1.7% 2 3.3% 0 0.0% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0%

計 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。



法人類型別の回答状況

（行政執行法人）

（中期目標管理法人）

④ 国立研究開発法人とされたことは、a:予算・資金の獲得、b:研究開発、c:評価関連業務、d:調達・契約、e:人事・雇用、f:自己収入の確保、g:職員の士気・モチベー
ションの向上に役立っていますか。（法人問Ⅰ-２-⑤）

【法人】（国立研究開発法人）

【研】公益に資する研究開発に、より集中できるようになっている。国立研究開発法人であることで、中長期的な視点で業務が実施できる。
【研】国立研究開発法人とされたことで、特定国立研究開発法人の指定を受けることができた。それに伴い、d：調達・契約（特例随契）や、e：人事・雇用（「特定国

立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法」第６条の適用）等の面で運営が改善されている。
c：評価関連業務に関して、調書では見えない、研究開発の実績の適切性、方向性など、外部の専門家の意見を聞けるのはメリットである。

【研】調達・契約においては、国立研究開発法人とされたことでルール統一化など簡素化などで役立つことなどがあったと感じており、この点については国立研究開発
法人化したことによい影響があったのではないかと思う。しかしながら、評価関連業務に関して言えば、当機構の場合、所管官庁の評価方針が総務省評価指針の中期
目標管理法人の考え方を国立研究開発法人にも準用するとされており、一方で「失敗を恐れぬ研究開発の推進」という総務省評価指針の考え方については勘案されて
いないと感じている。そのため、評価においては、国立研究開発法人とされたことが逆にマイナスとなっているのではないか、という認識が組織内にある。

統計分析結果によると、国立研究開発法人の方が、他の法人類型に比べ、「a:予算・資金の獲得」、「b:研究開発」、「d:調達・契約」、
「e:人事・雇用」、「g:職員の士気・モチベーション」で「（大いに・少し）役に立っている」と回答している傾向。
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④ 国立研究開発法人とされたことによる影響

区分 a:予算・
資金の獲得 b:主要業務 c:評価関連業務 d:調達・契約 e:人事・雇用 f:自己収入

の確保
g:職員の士気・
モチベーション

全く役立っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0%
あまり役立っていない 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 2 28.6% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0%
どちらともいえない 5 71.4% 5 71.4% 3 42.9% 4 57.1% 6 85.7% 5 71.4% 5 71.4%
少し役立っている 1 14.3% 1 14.3% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 28.6%
大いに役立っている 0 0.0% 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

区分 a:予算・
資金の獲得 b:主要業務 c:評価関連業務 d:調達・契約 e:人事・雇用 f:自己収入

の確保
g:職員の士気・
モチベーション

全く役立っていない 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0%
あまり役立っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらともいえない 46 86.8% 39 73.6% 39 73.6% 47 88.7% 47 88.7% 47 88.7% 47 88.7%
少し役立っている 5 9.4% 14 26.4% 13 24.5% 4 7.5% 6 11.3% 4 7.5% 6 11.3%
大いに役立っている 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

区分 a:予算・
資金の獲得 b:研究開発 c:評価関連業務 d:調達・契約 e:人事・雇用 f:自己収入

の確保
g:職員の士気・
モチベーション

全く役立っていない 1 3.7% 1 3.7% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4% 1 3.7%
あまり役立っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.7%
どちらともいえない 14 51.9% 6 22.2% 12 44.4% 14 51.9% 11 40.7% 15 55.6% 10 37.0%
少し役立っている 11 40.7% 17 63.0% 10 37.0% 11 40.7% 14 51.9% 7 25.9% 13 48.1%
大いに役立っている 1 3.7% 3 11.1% 3 11.1% 2 7.4% 2 7.4% 2 7.4% 2 7.4%

計 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100%

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。

【法人】



① 目標指針では中期目標管理法人の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」は、できる限り定量的な目標（関連する定量指標、基準となる
実績値等を含む）を定めることとなっていますが、業務の特性等から定性的な目標とならざるを得ない事務・事業はありますか。（主務省問Ⅰ-３-①）

３ 目標指針・評価指針の策定
①～③ 定性的な目標とならざるを得ない事務等の有無

② 目標指針では国立研究開発法人の「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」は、できる限りアウトカムと関連させた目標を具体的かつ明確に定め、
目標の特性に応じ定量的な水準・観点について考慮することとなっていますが、業務の特性からこれらを反映できない事務・事業はありますか。（主務省問Ⅰ-３-②）

③ 目標指針では行政執行法人の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」は、「何について、どのような水準を実現するのか」について「測
定可能であること」（客観的に検証可能な）を求めていますが、業務の特性からこれを反映できない事務・事業はありますか。（主務省問Ⅰ-３-③）

【主務省】

【主務省】

【主務省】

【中】主たる業務を滞りなく確実かつ適切に実施することが求められており、こうした特性を踏まえた定量的な目標設定に困難さを感
じている。

【中】外交上の重要地域・国を踏まえた機動的、戦略的な事業実施を目標として設定しているところ、事業の重点化等を含めた効果的
な事業の実施について、必ずしも定量的な指標を設定することが困難。

【中】社会実装に結びついているかや、論文の被引用率等の一面的な指標で成果を図ることが困難。また、当初は日の目をみていない
研究が、何十年もあとにノーベル賞を受賞することなどもあり、短期スパンで評価することも困難であるため、各年度に定量的な
水準で評価することが難しい。

【研】各プロジェクトのアウトプット・アウトカムのＫＰＩを定めているが、その中で、研究開発の基盤整備・環境整備等に係る項目
のうち定量的評価が困難なものについては、管理指標を別途設け総合的に評価している。

【研】最先端の研究開発を実施しており、具体的にどのように社会・経済に生かすことができるか、どの程度の水準を達成すべきかに
ついて、あらかじめ設定することは困難である。

【研】国際に関する事項等は、あえて目標を限定（具体化・定量化）せず、国際的な動向や国内外の政策議論等を踏まえ柔軟に対応す
ることでより大きな成果を得られることが期待できる。

【研】研究開発の中でも特に基礎研究に重点を置くフェーズにおいては、定量的な目標は立てにくい。

【行】主務省の指示により、国際調和や登録審査の質の向上に資するため情報収集及び解析を行い技術的知見を主務省に報告する業務
については、単に報告の件数や主務省の依頼に対する実施率のみで評価するのではなく、技術的知見の中身についても重要であ
るため、定性的に判断せざる得ないものがある。

【中】一時金支払等業務及び補償金支払等業務が該当するが、本事業は各法律により対象となる国民に対して支払いを行う業務であるため、定量的な目標設定ができない。
【中】単に運用収益率の確保だけで評価できるものではなく、法人の業務運営が適切であったかを総合的に評価する必要があるため、定量的な目標で評価を行うことが困難で

あることから、定性的な評価目標を設定している。
【中】ニーズを踏まえた取組については定性的な目標とならざるを得ない業務がある。
【中】資産の安全かつ効率的な運用に関しては、ポートフォリオの各資産の収益率がベンチマークに相当する収益率を確保できるように努めるとしているが、取組如何によら

ず資産運用の環境に大きく左右され、ある程度の長期的運用で判断されるものであるため、定量的な目標設定に馴染まない。
【中】受給資格のある者への適切な給付のため、毎年度、支給停止該当の有無や生存確認を定期的に行う（受給者への現況届を送付）とともに、支給停止及び失権に係る事務

を適格に処理している。これは適切な給付のための事務処理であり、定量的指標を定めることは困難。
【中】業務の特性上、外的要因の影響を受ける項目の評価は定性的にならざるを得ない。
【中】制度所管官庁からの指示等に基づく、クラウドサービスの安全性評価に係る制度運営・審査業務の遅滞のない着実な実施。（法令による業務）
【中】積立金の管理における管理業務について、関連した指標は設定してはいるが、適正な管理がされているかについて客観的な数字で測定するのは難しいと考える。

定性的な目標とならざるを得ない事務等については、中期目標管理法人及び国立研究開発法人の主務省は約半数が「ある」と回答。
また、行政執行法人では、「客観的な検証が不可能な事務等」について、２主務省が「ある」と回答。
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区分 中期目標管理法人所管課
ある 38 55.9%
ない 30 44.1%
計 68 100.0%

区分 国立研究開発法人所管課
ある 19 48.7%
ない 20 51.3%
計 39 100.0%

区分 行政執行法人所管課
ある 2 28.6%
ない 5 71.4%
計 7 100%

※ 設問の性質上、主務省のみを調査対象とした。

【研】安全保障上機微な情報を扱う業務のため、情報の公開が困難であり、定量的な水準・観点を考慮することが困難な事例がある。
【研】アウトカムについては、単に論文の件数だけでなく質も含めて判断するため、定量的な目標を設定するのは難しい。長期に取り組む必要がある研究と範囲を区切って

取り組むことができる研究との違いもある。
【研】研究の実用化・進展等について定量的な目標とすることが困難な場合がある。



④ 評価指針においては、中期目標管理法人及び行政執行法人の項目別評定
において、実績値120％以上（困難度高の場合は100％以上）をＡ以上とす
ることとなっていますが、当該基準についてどのように考えますか。

（主務省問Ⅰ-３-④）

④ 評価指針においては、中期目標管理法人及び行政執行法人の項目別評
定において、実績値120％以上（困難度高の場合は100％以上）をＡ以
上とすることとなっていますが、当該基準についてどのように考えます
か。（法人問Ⅰ-３-①）

ア 厳しすぎる
【中】評価指針について、簡単な指標を設定しているものではないため。
イ 適当である
【行】制度改正以後は「Ｂ」を標準とするとの統一基準が示されたため、

「Ａ」評価と判断するためにはある程度の統一された基準が必要であり、
120％以上という基準は、これまで評価を積み重ねてきた上で、必要とする
適切な実績ではないかと考えるため。

【行】業績向上努力による「目標を上回る成果」であると認める水準として現
実的であり妥当なものと考えるため。

【行】行政執行法人は、製造計画の達成以上に顕著な成果を上げることが実務
上難しいことから、困難度の高い項目をＡ評価にできることは意義がある。
また、過去５年間評価を実施した範囲では、120％以上という水準に特段不
都合はない。

【行】定量的評価を行う際に、実績値が少しでも上回った場合にＡ以上とする
のではなく、実績値をどのくらい上回った場合にＡ以上とする基準値
（120％以上等）を定めることは必要であると考える。
Ａ以上の評価を取得するためには毎回、法人として新たな取組（改善）

が必要となるレベルは120％以上であり、法人の努力により達成可能なレベ
ルは120％以下であると推測されることから、評価指針において、実績値
120％以上をＡ以上とする基準について、「適当である」と考える。
また、困難度高のものは、目標を達成するために法人による改善や努力

が必要不可欠であるため実績値100％以上でＡ以上とすることが「適切であ
る」と考える。

ア 厳しすぎる
【中】当法人に限らず、中期目標管理法人、行政執行法人は、主務大臣から

Ａ以上の評価を受ける数が少ないため。

イ やや厳しい
【中】評価指針においては、中期目標管理法人及び行政執行法人の項目別評

定において、実績値120％以上をＡ以上とされているが、例えば、計画
で満足度90％以上得ることとしている場合、満足度が100％であっても
実績値が120％以上とならない計画があるため。

【主務省】 【法人】

中期目標管理法人及び行政執行法人において、評価指針の項目別評定で実績値120％以上を「A」以上とすることについては、主務省・
法人ともに過半数が「適当である」と回答。「厳しすぎる」は、中期目標管理法人のうち１主務省・４法人のみ。
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④ 項目別評定において実績値120％以上を「A」以上とする基準（中期目標管理法人・行政執行法人）

区分 全 体 中期目標管理法人
所管課

行政執行法人
所管課

厳しすぎる 1 1.3% 1 1.5% 0 0.0%
やや厳しい 24 32.0% 23 33.8% 1 14.3%
適当である 49 65.3% 43 63.2% 6 85.7%
やや易しい 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
易しすぎる 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
無回答 1 1.3% 1 1.5% 0 0.0%
計 75 100% 68 100% 7 100%

区分 全 体 中期目標管理法人 行政執行法人

厳しすぎる 4 6.7% 4 7.5% 0 0.0%
やや厳しい 24 40.0% 22 41.5% 2 28.6%
適当である 32 53.3% 27 50.9% 5 71.4%
やや易しい 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
易しすぎる 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 60 100% 53 100% 7 100%



⑤ 評価指針においては、「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出
や将来的な成果の創出の期待等が認められる場合に「Ａ」以上とすることと
なっていますが、a:当該基準についてどのように考えますか。また、b:主務省
では、法人の業務実績評価における「顕著な成果等」を客観的に判断するため
の独自の基準を設けていますか。（主務省問Ⅰ-３ｰ⑤）

【主務省】（国立研究開発法人所管課）
⑤ 評価指針においては、「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や
将来的な成果の創出の期待等が認められる場合に「Ａ」以上とすることとなっ
ていますが、a:当該基準についてどのように考えますか。また、b:法人では、業
務実績報告に「顕著な成果等」を客観的に記述するための独自の基準を設けて
いますか。（法人問Ⅰ-３ｰ②）

【法人】（国立研究開発法人）

【研】主務大臣間の決定として、基準を定めている。
【研】 「成果・取組の科学的意義（独創性・革新性・先導性・発展性等）」に関

する評価軸の場合であれば、最上級のＳ評定としては、特に顕著な意義と判断
されるものとして、例えば「世界で初めての成果や従来の概念を覆す成果など
による当該分野でのブレイクスルー、画期性をもたらすもの」、「世界最高の
水準の達成」など…（中略）…Ａ評定の判断としては、Ｓ評定には至らないが
成果の発見による相当程度の意義、成果、貢献…（以下略）」と規定。

【研】業務の実績を評価するため、評価項目・単位、項目別評価の方法及び総合評
定の方法の各々について定めている。

【研】国立研究開発法人であるものの、中期目標管理法人と同様の基準となってい
る。（定量的指標が120%など）

ア 厳しすぎる
【研】法人側からすれば、仮に未達だったとしてもそこにある理由などを分析して次

に生かせば、総務省の目標策定指針にあるハイリスクに挑む研究開発という内容
を果たせると考えるが、目標未達がその中で一つでもあれば、評価領域全体Ｃ評
価とするという所管省庁の考えが示されている。

【研】第４期中長期目標期間中（令和元年度実績まで）は、極めて挑戦的な数値目標
が設定されたため、顕著な成果の創出があった場合でも、数値が目標に達してい
ない場合はC・D評価からの積み上げになり、総合評価でA評価を取ることが極め
て困難な状況であった。

ア 厳しすぎる
【研】前期の中長期目標は、極めて高い目標を設定していため、顕著な成果の創

出や将来的な成果の創出の期待等が認められたとしても、評価結果への反映が
極めて困難であった。

【研】独立行政法人の評価に関する指針における国立研究開発法人のＳ評定の例
示に「世界最高の水準の達成」や「世界初の成果の実用化への道筋の明確化に
よる事業化に大幅な進展」などの記載があるが、当省の場合、研究開発目標に
「世界最高の水準を目指す」や「実用化への道筋を明確化する」と掲げている
場合は、達成して然るべきということからB評定と扱われてしまう。世界最高
水準まで持っていく研究開発等の苦労が全く反映されず厳しいと考えている。

【研】業務の実績に関する評価実施要領により、「Ａ」以上の基準を定めている。
【研】ロジックチャートの成果の評価指標を用いて成果を把握している。
【研】令和２年度から、定性的に評価を受けるための当法人を対象とした評価指針が

主務省において策定され、評点毎の成果例が示されたことから、当法人内でもそ
れを参考に自己評価を実施。

【研】研究業務における定量的指標としては、当法人が独自に実施している外部研究
評価における評点（３点を標準とした５段階評価）を活用している。「顕著な成
果等」については、評点が標準をどの程度上回っているか（概ね４点を目安）を
記述・考慮して、他の定性的指標と併せて総合的に自己評価を行っている。

国立研究開発法人において、評価指針の「顕著な成果の創出」等が認められる場合に「Ａ」以上とすることについては、主務省・法人
ともに大多数が「適当である」と回答しており、「厳しすぎる」は２主務省・２法人のみ。
また、独自の基準については、「設けている」が少数。
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⑤ 「顕著な成果の創出」等が認められる場合に、「Ａ」以上とする基準（国立研究開発法人）

区分 a:基準について
厳しすぎる 2 7.4%
やや厳しい 3 11.1%
適当である 22 81.5%
やや易しい 0 0.0%
易しすぎる 0 0.0%

計 27 100%

区分 a:基準について
厳しすぎる 2 5.1%
やや厳しい 2 5.1%
適当である 35 89.7%
やや易しい 0 0.0%
易しすぎる 0 0.0%

計 39 100%

区分 b:独自の基準
設けている 9 33.3%
設けていない 18 66.7%

計 27 100.0%

区分 b:独自の基準
設けている 7 17.9%
設けていない 32 82.1%

計 39 100.0%



⑥ 業務の特性から、最大限努力しても「Ｂ」より上の評定（ＳやＡ）が得ら
れないものはありますか。（主務省問Ⅰ-３-⑥）

【主務省】 【法人】
⑥ 業務の特性から、最大限努力しても「Ｂ」より上の評定（ＳやＡ）が得られ
ないものはありますか。（法人問Ⅰ-３-③）

「Ｂ」より上の評定（ＳやＡ）が得られないものの有無について、「ある」は主務省で約５割、法人では約６割であり、法人は主務省
以上に「ある」と考えている。

【中】全般的にできて当たり前で想定外の事象がなければAにならないような設定が多
い。

【中】研修業務の場合、満足度を評価指標としており、また、指標の数値を高く設定
しているため、ＳやＡを得ることは難しい。

【中】資金配分機関の場合、限られた資金を計画どおりに配分した場合も達成率は
100％となるため、Ａ以上の評価を得ることが難しい。

【中】「関係法令・指針・ガイドラインの制定・改正、予算・事業の創設・見直し、
政策評価、審議会・検討会、政党・労使団体への説明での活用、政府の法案提出に
繋がった研究成果を、成果総数の85％以上得る。」については本来「Ａ」以上の
評価とはならない。

【中】「積立金の管理及び運用の基本的な方針に沿って運用を行っているか」等の評
価視点は、対応がなされているか否かの判断であるため、「Ａ」以上の評定を得る
ことは困難

【中】対外的な影響を受ける保険金の支払又は代位弁済費となっている関係上、「業
務の効率化」の項目について「Ｂ」より上の評定を得ることは困難。

【中】訪問支援実施率（受給者の中には本人又は家族が働いていることや、家庭の事
情から訪問を望まない方もおり、必ずしも戸別訪問が実施できる訳ではないため、
「Ｂ」より上の評定は困難）

【研】評価の指標において、環境物品の調達率（100％達成）としたため、ＳやＡの評
定とならないものがある。

【研】独立行政法人の評価に関する指針における国立研究開発法人のＳ評定の例示が
あるが、当省の場合は、研究開発目標に「世界最高の水準を目指す」や「実用化へ
の道筋を明確化する」と掲げている場合は、達成して然るべきということからＢ評
定と扱われてしまう。世界最高水準まで持っていく研究開発等の苦労が全く反映さ
れず厳しいと考えている。

【研】基礎・基盤になる研究について、環境政策の根拠として無くてはならないもの
だが高評価を付けるのは難しい。

【行】管理系統業務（人事や会計など）を含む「業務運営に関する事項」などについ
ては、適切に行うことが通常の業務であるので、「Ｂ」より上の評定を得ることが
難しい。

【行】法令に基づく立入検査は、主務大臣の指示を正確かつ確実に実施することが求
められ、また法人主体で実施件数を増加させるといったこともできないため、Ｓや
Ａ評定をつけにくい業務といえるが、その場合も立入検査の手法の工夫による効率
化、立入検査技術の普及の工夫によるレベルの底上げ等、質的な面での法人の積極
的な工夫にも着目し、成果があれば、総合的に判断してＳやＡ評定をつけている。

【中】組織運営に関連する項目は、特性からも「Ｂ]より上の評定が得られにくく、
評価に対するインセンティブも必ずしも高くなりにくい。

【中】財務や内部統制及び外部機関からの要請に基づく業務。
【中】返還金回収率については、目標値が高くなる一方であり、100％に達しな

い限りＡ評定になることはありえない状況である。
【中】納付金を全て徴収し、収納率が100％となったとしても達成度が120％以上

とならない。
【中】一時金支払等業務及び補償金支払等業務が該当するが、本事業は各法律に

より対象となる国民に対して支払いを行う業務であるため、定量的な目標設定
ができないことから、Ａ評価以上を受けることは困難。

【中】主務省の評価基本方針により、アウトカム指標の達成度が200％を超えな
いと「Ｓ」評価を取得できないため、役立ち度を指標としている業務は達成度
に基づく「Ｓ」評価を取得することができない。

【中】回収計画を設定し、その計画に沿って全額を回収することを求められてお
り、回収計画以上の回収件数や回収金額を目指すことが適切ではないため。

【中】財務内容の改善に関する事項。その他中期目標を達成するために必要な事
項（人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担、負担金に関する事項
など）

【中】施設及び整備に関することなど着実に実施することを求められるものにつ
いては「Ｂ」より上の評定は困難と考える。

【中】実績値120％の基準について、定性的によい取組をしていても定量目標の
達成度がＢであれば、Ｂ評価までしか得られない場合がある。定量目標で
120％だけではなく、定性的な優れた取組をしている場合は、Ａ評価にしてよ
い評価体系にしていただきたい。

【研】研究開発へのニーズが増える中、人件費の合理化・効率化等については最
大限の努力してもＡを得るのは難しいと考える。

【研】「安全管理」は問題がなくて当然（＝Ｂ)とされる。法人間の評価に甘辛を
感じる。

【研】経常収支100％以上という指標を目標で定められており、それに対して
120％の基準はあり得ないと思う。

【研】国立研究開発法人における研究開発の成果ははじめの一歩であり、とても
小さいもので、例えば「ノーベル賞級」というものをもって「Ｓ」評価と言わ
れることがあるが、ノーベル賞級と世間に認知されるまでは、成果が出てから
のタイムラグが極めて大きく現実的ではない考え方だと認識している。
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⑥ 「Ｂ」より上の評定（ＳやＡ）が得られないものの有無

区分 全 体 中期目標管理
法人所管課

国立研究開発
法人所管課

行政執行法人
所管課

ある 53 46.5% 31 45.6% 20 51.3% 2 28.6%
ない 61 53.5% 37 54.4% 19 48.7% 5 71.4%
計 114 100% 68 100% 39 100% 7 100%

区分 全 体 中期目標管理法人 国立研究開発法人 行政執行法人

ある 50 57.5% 31 58.5% 15 55.6% 4 57.1%
ない 37 42.5% 22 41.5% 12 44.4% 3 42.9%
計 87 100% 53 100% 27 100% 7 100%



ヒアリング調査で把握した主務省・法人間におけるコミュニケーションの積極的な実施例
ヒアリング調査により、目標や測定指標の設定段階において、目標等の策定までに１年以上をかけて主務省・法人間でコ

ミュニケーションを図り、定性的な目標の評定に関する判断基準も含めて相互に認識を合わせ、当該法人独自の判断基準を
明文化したとの例が見られた。
これにより、法人にとってＡ評定を目指しやすくなったとの説明があったことから、目標設定段階や計画策定段階におい

て、どの指標をどの程度達成すればよいのかといった評定の判断基準を明確にし、主務省・法人間で相互にコミュニケー
ションを図って認識を合わせておくことは、法人が目標達成に向けて事務・事業を実施していく上で効果的な取組と考えら
れる。

区分 全体 中期目標管理法人 国立研究開発法人 行政執行法人

ある（主務省）・ある（法人） 31 35.6% 19 35.8% 10 37.0% 2 28.6%
ない（主務省）・ある（法人） 19 21.8% 12 22.6% 5 18.5% 2 28.6%
ある（主務省）・ない（法人） 12 13.8% 4 7.5% 8 29.6% 0 0.0%
ない（主務省）・ない（法人） 25 28.7% 18 34.0% 4 14.8% 3 42.9%

計 87 100% 53 100% 27 100% 7 100%
※ 法人と当該法人の主たる主務省で比較している。

【主務省と法人におけるA以上の評定が得られないとの回答の比較】

⑥ 「Ｂ」より上の評定（ＳやＡ）が得られないものの有無（つづき）
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主務省と法人を紐付けて比較した結果、 「Ｂ」より上の評定（ＳやＡ）が得られないものについて、主たる主務省は「ない」と考えて
いるのに当該法人が「ある」と考えているものが約２割、他方、主たる主務省は「ある」と考えているのに当該法人が「ない」と考えて
いるものが約１割で、認識のずれあり。



⑦ 新型コロナウィルス感染症の流行により、目標達成困難（Ｃ以下に相当）となっている事務・事業はありますか。（法人問Ⅰ-３-④）
【法人】

【中】保有する施設の活用を促進し、参画人口を前年度比で増加させるという定量的指標について、新型コロナウイルス感染症を要因とした利用の取消しや、催物の開催制
限等により、令和２年度の達成が困難な見通し。

【中】イベント実施・協力回数が前中期目標期間の実績を上回ることという数値目標が設定されているが、令和２年度においては、大幅に回数が減少しており、今後も以前
と同じようには実施が見込まれない状況である。中期目標期間としても数値目標は達成できないことが明白な状況となっている。

【中】定量目標として設定しているセミナー受講者数について新型コロナの感染防止の観点から、集合形式のセミナーを開催できていない。（WEBセミナーによる代替開催
はしているが、当初の集合形式を前提としたセミナー受講者数は達成できない）

【中】新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、研修会の開催件数、職種ごとの実習生の延べ受入日数といった定量的指標があり、「独立行政法人の評価に関する指針（総
務大臣決定（平成31年３月12日改定））」のⅡ３（1）⑤「予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して当該法人が自主的な努力を行っ
ていた場合には、評定において考慮するものとする。」が適用されなければＣ以下となる。

【中】給付について、請求の60％以上を６か月以内とされているが、４月・５月の緊急事態宣言を受けて出勤抑制を行った結果、当該期間の処理が遅れ、達成ができなく
なった。

【中】加入拡大目標の達成に当たって、加入推進活動の最盛期である冬場に、コロナの影響により活動自粛となったことから、戸別訪問ができず目標達成に至らなかった。
【中】海外でのイベントが中止・延期となったほか、主催予定だったイベントも海外渡航が困難となったため、中止せざるを得ず、中期目標で定められた一部定量的指標が

達成困難となっている。
【中】目標達成に向けたプロセスにおいて外国との往来や直接交渉が必要なものや、現場業務を中心に、感染者が発生した場合には業務を完全に停止させなければならない

ものがある。
【中】コロナ禍で外国人の訪日ができないことから、商談件数等の目標達成が困難になっている。
【中】コロナ禍により審議会が中止となり、認定等決定ができない状況が数か月にわたって継続。指標として定めている申請受付から認定等決定までの平均処理日数が大き

く増大する見込み。
【中】国際的な人の往来を伴う事業が全体的に影響を受けている。
【行】他律的な要因が少なく、対外的に義務的な業務に関する目標については、計画どおり達成する見込みである。他方で、展示業務及び事業収入、渡航を伴う国際業務な

ど、他律的な要因が多い業務に関する目標については、達成困難となる見込みである。
【行】新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下における対応により、一部の項目につき目標達成困難な状況である。このような予測しがたい外的要因については評

価において考慮に入れていただけるものと考えている。
【行】令和３年度の評価に向けて、参加者等の国民を対象とする一部の項目につき、現状、目標達成が困難な状況であるものの、以下の方針を踏まえて対応を予定。①評価

指針では、予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、評定において考慮するものと
されていること。②令和２年度第１回独法評価制度等各府省担当官会議（令和２年12月７日開催）では、令和２年度の評定において新型コロナの影響を考慮する際は、
業務に与えた影響や、ポストコロナに向けた積極的な取組を具体的に記載することとされていること、③当該担当官会議における評価部会長から、特に、感染症の影響
下でも、法人が、その使命を着実に果たしていくために工夫を凝らした、ポストコロナに向けた具体的な計画を策定したといった積極的な取組を行った場合には、役職
員のモチベーション向上の観点からも、そうした取組を的確に評価することが重要と御発言されていること。

新型コロナウイルス感染症の影響によって目標達成困難になっている事務・事業については、法人の約４割が「ある」と回答。
また、統計分析結果によると、国立研究開発法人は、他法人類型に比べて「ない」と回答している傾向。
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⑦ 新型コロナウイルス感染症の影響による目標達成への影響の有無

区分 全 体 中期目標管理法人 国立研究開発法人 行政執行法人

ある 31 35.6% 25 47.2% 3 11.1% 3 42.9%
ない 55 63.2% 28 52.8% 23 85.2% 4 57.1%
無回答 1 1.1% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%
計 87 100% 53 100% 27 100% 7 100%

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。



中（長）期目標を変更する要因については、業務追加によるものが多く、国立研究開発法人では「政府決定等の新設・改
正」による変更も多い。

⑧ 中（長）期目標を変更する最も多い要因は何ですか。（主務省問Ⅰ-３-⑦）

上記設問に関してヒアリングにより確認できた事項
上記の調査票形式による調査結果では、「Ｃ」評定を受けることを懸念していた法人がみられたが、これらの法人の一部

にヒアリングしたところ、評価に当たって新型コロナウイルス感染症の影響への配慮を求める「委員長・評価部会長発言」
により、新型コロナウイルス感染症による影響で測定指標を達成しなかったことのみをもって、主務大臣から「Ｃ」評価と
されることはなかったとのことであった。
（参考１）独立行政法人の評価に関する指針（平成26年９月２日策定、平成31年３月12日改定総務大臣決定）（Ⅱ３(１)⑤抜粋）

「予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、
評定において考慮するものとする。」

（参考２）委員長・評価部会長発言（抜粋）（第28回独立行政法人評価制度委員会（令和２年12月４日開催））
・ 主務大臣においては、法人が能力を最大限発揮できるよう、法人とよくコミュニケーションを取っていただくとともに、今後の評
価の実施に当たっては、コロナ禍における法人の頑張りを適切に評価していただけるよう、御検討をよろしくお願いしたいと思い
ます。（委員長発言）

・ 「独立行政法人の評価に関する指針」におきましては、「予測しがたい外部要因により、業務が実施できなかった場合や、外部要
因に対して、当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、評定において考慮するものとする。」とされております。この度、
法人が新型コロナウイルス感染症によって、予定していた業務が実施できなかったと主務大臣が認める場合には、評定において考
慮していただくとともに、新型コロナウイルス感染症が業務運営に与えた影響等の分析結果を、評価書にできるだけ具体的に記載
していただきたいと考えております。（部会長発言）
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【主務省】

⑧ 中（長）期目標を変更する要因

区分 全 体 中期目標管理法人所管課 国立研究開発法人所管課 行政執行法人所管課
業務追加（法令等改正） 35 30.7% 19 27.9% 14 35.9% 2 28.6%
業務追加（その他） 30 26.3% 16 23.5% 11 28.2% 3 42.9%

政府決定等の新設・改正 22 19.3% 7 10.3% 14 35.9% 1 14.3%
その他 4 3.5% 4 5.9% 0 0.0% 0 0.0%
該当なし 23 20.2% 22 32.4% 0 0.0% 1 14.3%

計 114 100% 68 100% 39 100% 7 100%

※ 設問の性質上、主務省のみを調査対象とした。



４ 独立行政法人評価制度委員会・制度改正全般
① 独立行政法人評価制度委員会の活動による主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣＡへの影響

① 独立行政法人評価制度委員会の以下の活動により、主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣＡサイクルが強化されたと考えますか。（a:主務省ヒアリング、b:理事長
などマネジメント層へのヒアリング、c:監事へのヒアリング、d:利害関係者ヒアリング、e:年度評価等点検、f:法人優良事例の紹介）（主務省問Ⅰ-４-①）

【主務省】

【法人】
① 独立行政法人評価制度委員会の以下の活動により、主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣＡサイクルが強化されたと考えますか。（a:主務省ヒアリング、b:理事長
などマネジメント層へのヒアリング、c:監事へのヒアリング、d:利害関係者ヒアリング、e:年度評価等点検、f:法人優良事例の紹介）（法人問Ⅰ-４-①）

独立行政法人評価制度委員会の活動による主務大臣の責任の下での一貫したＰＤＣＡサイクルへの影響については、主務省では、全て
の項目で「変わらない」との回答が多い。ただし、「a:主務省ヒアリング」、「e:年度評価等点検」については、「（かなり・少し）強
化された」が約５割で「変わらない」と同程度。
法人では、「a:主務省ヒアリング」、「b:理事長などマネジメント層へのヒアリング」、「e:年度評価等点検」について、「（かな

り・少し）強化された」が約５割。

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 51 46.4% 59 53.6% 62 56.4% 60 54.5% 53 48.2% 61 55.5%
少し強化された 42 38.2% 36 32.7% 32 29.1% 26 23.6% 45 40.9% 38 34.5%
かなり強化された 8 7.3% 6 5.5% 4 3.6% 1 0.9% 6 5.5% 2 1.8%

無回答 9 8.2% 9 8.2% 12 10.9% 23 20.9% 6 5.5% 9 8.2%
計 110 100% 110 100% 110 100% 110 100% 110 100% 110 100%

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 33 38.4% 33 38.4% 39 45.3% 51 59.3% 36 41.9% 43 50.0%
少し強化された 43 50.0% 44 51.2% 37 43.0% 23 26.7% 44 51.2% 38 44.2%
かなり強化された 4 4.7% 4 4.7% 3 3.5% 2 2.3% 3 3.5% 1 1.2%

無回答 5 5.8% 4 4.7% 6 7.0% 9 10.5% 2 2.3% 4 4.7%
計 86 100% 86 100% 86 100% 86 100% 86 100% 86 100%

23※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。



令和２年度の見直し対象法人及びそれ以外の法人ごとの回答状況

（令和２年度の見直し対象法人以外の所管課）

（令和２年度の見直し対象法人（※1）所管課） 【主務省】

※1 見直し対象法人とは、中（長）期目標期間の最終年度を迎え、主務大臣が見込評価及び業務・組織見直しを行い、次期目標を策定する法人。
※2 複数の府省で共管している法人があるため、令和２年度の見直し対象法人数（26法人）と一致しない。

主務省・法人ともに、令和２年度の見直し対象法人の方が、それ以外の法人よりも、全ての項目において、主務大臣下におけるＰＤＣＡ
サイクルが「（かなり・少し）強化された」と回答している割合が高い。
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区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング
c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 12 41.4% 15 51.7% 17 58.6% 12 41.4% 15 51.7% 18 62.1%
少し強化された 11 37.9% 9 31.0% 8 27.6% 8 27.6% 10 34.5% 11 37.9%
かなり強化された 6 20.7% 5 17.2% 4 13.8% 1 3.4% 4 13.8% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 27.6% 0 0.0% 0 0.0%
計 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100%

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング
c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 39 48.1% 44 54.3% 45 55.6% 48 59.3% 38 46.9% 43 53.1%
少し強化された 31 38.3% 27 33.3% 24 29.6% 18 22.2% 35 43.2% 27 33.3%
かなり強化された 2 2.5% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.5% 2 2.5%

無回答 9 11.1% 9 11.1% 12 14.8% 15 18.5% 6 7.4% 9 11.1%
計 81 100% 81 100% 81 100% 81 100% 81 100% 81 100%

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。



（令和２年度の見直し対象法人以外）

（令和２年度の見直し対象法人（※）） 【法人】

※ 見直し対象法人とは、中（長）期目標期間の最終年度を迎え、主務大臣が見込評価及び業務・組織見直しを行い、次期目標を策定する法人。

令和２年度の見直し対象法人及びそれ以外の法人ごとの回答状況（つづき）

25

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング
c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 4 15.4% 6 23.1% 6 23.1% 13 50.0% 8 30.8% 13 50.0%

少し強化された 19 73.1% 18 69.2% 19 73.1% 11 42.3% 16 61.5% 13 50.0%

かなり強化された 3 11.5% 2 7.7% 1 3.8% 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング
c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 0 0.0%

あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 29 48.3% 27 45.0% 33 55.0% 38 63.3% 28 46.7% 30 50.0%

少し強化された 24 40.0% 26 43.3% 18 30.0% 12 20.0% 28 46.7% 25 41.7%

かなり強化された 1 1.7% 2 3.3% 2 3.3% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7%

無回答 5 8.3% 4 6.7% 6 10.0% 8 13.3% 2 3.3% 4 6.7%

計 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%
※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。



法人類型別の回答状況

【主務省】

法人類型別にみると、主務省・法人ともに、国立研究開発法人の方が、独立行政法人評価制度委員会の「e:年度評価等点検」によって
ＰＤＣＡサイクルが「（かなり・少し）強化された」との割合が低い。

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 27 39.7% 32 47.1% 34 50.0% 34 50.0% 28 41.2% 32 47.1%
少し強化された 33 48.5% 28 41.2% 25 36.8% 21 30.9% 30 44.1% 27 39.7%
かなり強化された 3 4.4% 2 2.9% 1 1.5% 1 1.5% 5 7.4% 1 1.5%

無回答 5 7.4% 6 8.8% 8 11.8% 12 17.6% 5 7.4% 8 11.8%
計 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100%

（中期目標管理法人所管課）

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 22 62.9% 24 68.6% 25 71.4% 22 62.9% 23 65.7% 24 68.6%
少し強化された 7 20.0% 7 20.0% 5 14.3% 4 11.4% 11 31.4% 9 25.7%
かなり強化された 4 11.4% 3 8.6% 3 8.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9%

無回答 2 5.7% 1 2.9% 2 5.7% 9 25.7% 1 2.9% 1 2.9%
計 35 100% 35 100% 35 100% 35 100% 35 100% 35 100%

（国立研究開発法人所管課）

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 2 28.6% 3 42.9% 3 42.9% 4 57.1% 2 28.6% 5 71.4%
少し強化された 2 28.6% 1 14.3% 2 28.6% 1 14.3% 4 57.1% 2 28.6%
かなり強化された 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0%

無回答 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（行政執行法人所管課）
※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。
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法人類型別の回答状況（つづき）
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区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング

e:年度評価等
点検

f:法人優良事例
の紹介

全く強化されていない 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 10 38.5% 9 34.6% 10 38.5% 17 65.4% 13 50.0% 16 61.5%
少し強化された 13 50.0% 14 53.8% 14 53.8% 7 26.9% 12 46.2% 9 34.6%
かなり強化された 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 1 3.8% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 1 3.8%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング

e:年度評価等
点検

f:法人優良事例
の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 20 37.7% 20 37.7% 25 47.2% 30 56.6% 20 37.7% 23 43.4%
少し強化された 28 52.8% 29 54.7% 22 41.5% 15 28.3% 28 52.8% 26 49.1%
かなり強化された 3 5.7% 2 3.8% 3 5.7% 2 3.8% 3 5.7% 1 1.9%

無回答 2 3.8% 2 3.8% 3 5.7% 6 11.3% 2 3.8% 3 5.7%
計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

（中期目標管理法人）

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング

e:年度評価等
点検

f:法人優良事例
の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 3 42.9% 4 57.1% 4 57.1% 4 57.1% 3 42.9% 4 57.1%
少し強化された 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 4 57.1% 3 42.9%
かなり強化された 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（行政執行法人）

（国立研究開発法人）

【法人】

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。



② 独立行政法人評価制度委員会の以下の活動により、法人の業務運営のＰＤＣＡサイクルが強化されたと考えますか。（a:主務省ヒアリング、b:理事長などマネジメン
ト層へのヒアリング、c:監事へのヒアリング、d:利害関係者ヒアリング、e:年度評価等点検、f:法人優良事例の紹介）（法人問Ⅰ-４-②）

【法人】

独立行政法人評価制度委員会の活動による法人内部における業務運営のＰＤＣＡサイクルへの影響については、法人は、「a:主務省ヒア
リング」、「b:理事長などマネジメント層へのヒアリング」、「e:年度評価等点検」について、「 （かなり・少し）強化された」が５割強。
また、令和２年度の見直し対象法人の方が、それ以外の法人よりも、全ての項目において、法人運営上のＰＤＣＡサイクルが「（かな

り・少し）強化された」と回答している割合が高い。

② 独立行政法人評価制度委員会の活動による法人内部におけるＰＤＣＡへの影響

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング
c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介
全く強化されていない 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 32 37.2% 32 37.2% 38 44.2% 51 59.3% 34 39.5% 44 51.2%
少し強化された 44 51.2% 44 51.2% 38 44.2% 23 26.7% 47 54.7% 37 43.0%
かなり強化された 4 4.7% 5 5.8% 3 3.5% 2 2.3% 2 2.3% 1 1.2%

無回答 5 5.8% 4 4.7% 6 7.0% 9 10.5% 2 2.3% 4 4.7%
計 86 100% 86 100% 86 100% 86 100% 86 100% 86 100%
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令和２年度の見直し対象法人及びそれ以外の法人ごとの回答状況
（令和２年度の見直し対象法人（※３））

（令和２年度の見直し対象法人以外）

※３ 見直し対象法人とは、中（長）期目標期間の最終年度を迎え、主務大臣が見込評価及び
業務・組織見直しを行い、次期目標を策定する法人。

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング
c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介
全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 5 19.2% 6 23.1% 6 23.1% 13 50.0% 8 30.8% 12 46.2%
少し強化された 18 69.2% 17 65.4% 18 69.2% 11 42.3% 17 65.4% 14 53.8%
かなり強化された 3 11.5% 3 11.5% 2 7.7% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング
c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング e:年度評価等点検 f:法人優良事例

の紹介
全く強化されていない 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 27 45.0% 26 43.3% 32 53.3% 38 63.3% 26 43.3% 32 53.3%
少し強化された 26 43.3% 27 45.0% 20 33.3% 12 20.0% 30 50.0% 23 38.3%
かなり強化された 1 1.7% 2 3.3% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7%

無回答 5 8.3% 4 6.7% 6 10.0% 8 13.3% 2 3.3% 4 6.7%
計 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。



法人類型別の回答状況

【法人】

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング

e:年度評価等
点検

f:法人優良事例
の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 20 37.7% 21 39.6% 27 50.9% 31 58.5% 22 41.5% 25 47.2%
少し強化された 28 52.8% 27 50.9% 20 37.7% 14 26.4% 27 50.9% 24 45.3%
かなり強化された 3 5.7% 3 5.7% 3 5.7% 2 3.8% 2 3.8% 1 1.9%

無回答 2 3.8% 2 3.8% 3 5.7% 6 11.3% 2 3.8% 3 5.7%
計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング

e:年度評価等
点検

f:法人優良事例
の紹介

全く強化されていない 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 10 38.5% 8 30.8% 8 30.8% 16 61.5% 10 38.5% 15 57.7%
少し強化された 13 50.0% 15 57.7% 16 61.5% 8 30.8% 15 57.7% 10 38.5%
かなり強化された 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 1 3.8% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 1 3.8%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

区分 a:主務省
ヒアリング

b:理事長など
マネジメント層への

ヒアリング

c:監事への
ヒアリング

d:利害関係者
ヒアリング

e:年度評価等
点検

f:法人優良事例
の紹介

全く強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり強化されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 2 28.6% 3 42.9% 3 42.9% 4 57.1% 2 28.6% 4 57.1%
少し強化された 3 42.9% 2 28.6% 2 28.6% 1 14.3% 5 71.4% 3 42.9%
かなり強化された 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（国立研究開発法人）

（中期目標管理法人）

（行政執行法人）
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※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。



【中】一つの活動において評価指標が複数設定されている場合の評定は、現在の基準では、達成度が一番低い指標で決まってしまうことから、指標の重要
性が加味されず、評価が平均的になってしまうので、アウトカムを重視した質的な評価を行うに当たっては、指標のウェイトを考慮した評定の付け方が
あってもよいのではないか。

【中】一口に独立行政法人と言っても法人ごとに業務特性が異なる中、法人類型が新設されバリエーションが設けられたことは有意義と思料。
ただ、事業の区切りが５年では成否を断じる期間としてはなおも短い。また当該期間の定量的成果のボラティリティは大きく、かつそれは実際の当機
構の貢献水準となおも乖離がある（単年度評価では本傾向が一層強い）。したがって、新設された法人類型化が今後はさらに推し進められ、当機構事業
をより長い期間で評価するフレームワークが整えられることが望ましい。

【研】総務省の評価指針に関して、国立研究開発法人における研究開発の成果ははじめの一歩であり、とても小さいもので、例えば「ノーベル賞級」とい
うものを持って「Ｓ」評価と言われることがあるが、ノーベル賞級と世間に認知されるまでは、成果が出てからのタイムラグが極めて大きく現実的では
ない考え方だと認識している。この点を理解、踏まえないと、国立研究開発法人に対する評価は正確性を期すとはいえず、また現在の所管省庁の判定は
このような状況である。このような評価方法が妥当であるかどうかを独立行政法人評価制度委員会でしっかり議論頂くというのが本来の制度官庁と独立
行政法人評価制度委員会の機能ではないだろうか。また、現在の評価方法においては、成果に関する将来性についての評価も踏まえることとなっている
が、実体としてはその基準をどこに置くか難しいと考える。

【研】独立行政法人に対して効率化係数をかけ続けることは、効率化にも限界があり、国民に対するサービスの低下につながりかねず、見直しを検討して
ほしい。

【研】ＰＤＣＡとは、超長期でも実施するべきところであるものの、年度単位、又はそれ以下の単位でも実施されるものと考えている。現在の独立行政法
人評価制度委員会は超長期（４～６年の中長期目標期間を前提）でのＰＤＣＡであると認識している。一方で、１年の短期的なＰＤＣＡである年度評価
に関する機能も併せ持っていると考えるが、現状では超長期と短期のいずれもどっちつかずの議論になってしまっていないか。法人単体で見るのであれ
ば、それは主務大臣が実施しており、独立行政法人評価制度委員会は中長期目標期間で見るという機能に特化した方が良いのではないかと考える。
また、年度単位の評価に関するチェックについても、独立行政法人評価制度委員会の機能を鑑みて、全省庁の評価を総論としてみるならば、法人類型

ごとなどの観点などを入れて、主務大臣の評価の妥当性という観点及び省庁単位で見るのではなく、法人類型（国立研究開発法人、行政執行法人など）
や、その機能が近い法人を横で見てみて、各省庁ごとのブレを見るべきではないか。
さらに、独立行政法人評価制度委員会は、10年前からＡ評価がお手盛りでよろしくないと言い続けているが、独法制度自体の是非を見るのが大所高所

にある独立行政法人評価制度委員会の仕事と考えられ、単年度評価を各省庁の法人単位で見るのはやはり制度官庁とその審議会の機能ではないと考える。
例えば、独立行政法人評価制度委員会に求められるのは、そもそもＳ～Ｄ評価自体が正しいのか（国立研究開発法人については正しいとは思えない）、
独法制度自体の各種課題についてというところを超長期的な視点から考えるといったところだと思われる。省庁ごとのＡ評価の数云々を議論している現
状を踏まえると、10年前から議論に進歩はなく、機能の見直しが必要だと思われる。
最後に、制度官庁たる総務省においては、独立行政法人評価制度委員会で出た意見をそのまま、独法に何かさせようとする「仕事をやった感」「委員

会のコメントを実現しました」というようなやり方は各省庁・独法にとって負担が増すだけなので、意見とその反映についてはよく、議論してから各省
庁・独法に投げかけてもらいたいと思う。

【中】専門性のある人材の育成・確保など委員会からコメントをいただいていますが、独法共通の課題でありかつ独法単独では対応が難しい事項について
は、委員会から政府に働き掛けるなどの取組を期待します。

【中】制度改正により主務大臣が年度単位で政策の実施状況を把握できること、改善すべき点があれば目標の変更や業務の廃止なども含めてすぐに指示を
出せること、総務省が定めた指針に沿って評価を実施するので、明確かつスピーディーに行えることにより、全体的に評価や業務の質が向上している。

【研】今回、年度評価や中長期目標変更を行ったが、総務省を中心に体系だった制度設計が構築されており、公明正大で作り込まれたよい制度だと感じた。
この制度が形骸化しないよう、実行力をもって評価結果が法人活動へ反映されていくよう（ＰＤＣＡサイクルを回していく制度となるよう）、関係者全
員でより良い制度にしていきたいと感じた。

【研】年度評価等の結果に係る点検について、省庁別の評定数の割合にどのような意味があるのか疑問。独立行政法人がそれぞれの性格により分類されて
いることを鑑みれば、比較するとしても法人類型で分析するべきではないか。

【主務省】

【法人】

○ 独立行政法人評価制度委員会及び制度全般に係る意見

30



③ 独立行政法人評価制度委員会は、税金投入客体としての法人の組織及び業務の見直しの必要性について国民目線で点検する機能を有しており、このために様々な専門
家が選任されています。委員会の調査審議は、以下の専門分野を十分考慮したものになっていると考えますか（a:民間経営ノウハウ、b:研究開発、c:組織マネジメント、
d:財務会計、e:行政サービスの受益者視点、f:コンプライアンス、g:国益・国際貢献、h:一般消費者の視点）。（主務省問Ⅰ-４-②）

③ 独立行政法人評価制度委員会の調査審議は、税金投入客体としての法人の運営を国民目線で点検する仕組みと認識され、このため様々な専門家が選任されています。
委員会の調査審議は、以下の専門分野を十分考慮したものになっていると考えますか（a:民間経営ノウハウ、b:研究開発、c:組織マネジメント、d:財務会計、e:行政
サービスの受益者視点、f:コンプライアンス、g:国益・国際貢献、h:一般消費者の視点）。（法人問Ⅰ-４ｰ③）

【中】独立行政法人評価制度委員会によるコメントをいただくことは、全体を見ておられる立場からの視点なのでありがたいと考える。毎年の事業実績は、当法人の有識
者やユーザー企業に評価いただいているが、できるだけ様々な観点から評価いただければと思う。

【中】おそらく各委員の専門性をいかした点検をいただいているのだとは思うが、見直し対象法人に対する調査審議の論点が各法人の業務内容や実態に対して適切な意見
となっているかは不明である。また、今回の調査については、制度改正前後の比較についての設問が多数みられたが、制度改正前後の両方を経験している者がいない
場合、過去の資料を調べるしか比較する方法がなく、（制度改正からかなりの年月がたっているため）改正前の状況を調べるのに苦労する点が多かった。

【研】独立行政法人制度の趣旨（独法設置の3要素）の視点での活動も強化していただきたい。

【法人】

【主務省】

独立行政法人評価制度委員会における専門分野の考慮状況については、「（十分・少し）考慮されている」が主務省では約５割、法人
では約６割。
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③ 独立行政法人評価制度委員会における専門分野の考慮状況

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 2 1.8% 8 7.0% 0 0.0% 4 3.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0%

どちらでもない 46 40.4% 52 45.6% 39 34.2% 45 39.5% 48 42.1% 47 41.2% 50 43.9% 49 43.0%
少し考慮されている 37 32.5% 36 31.6% 43 37.7% 36 31.6% 40 35.1% 48 42.1% 44 38.6% 40 35.1%
十分考慮されている 29 25.4% 18 15.8% 32 28.1% 29 25.4% 26 22.8% 19 16.7% 19 16.7% 25 21.9%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 114 100% 114 100% 114 100% 114 100% 114 100% 114 100% 114 100% 114 100%

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 27 31.0% 31 35.6% 27 31.0% 30 34.5% 31 35.6% 30 34.5% 32 36.8% 28 32.2%
少し考慮されている 35 40.2% 28 32.2% 32 36.8% 32 36.8% 32 36.8% 30 34.5% 33 37.9% 38 43.7%
十分考慮されている 24 27.6% 25 28.7% 27 31.0% 24 27.6% 23 26.4% 26 29.9% 21 24.1% 20 23.0%

無回答 1 1.1% 2 2.3% 1 1.1% 1 1.1% 1 1.1% 1 1.1% 1 1.1% 1 1.1%
計 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100%
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令和２年度の見直し対象法人及びそれ以外の法人ごとの回答状況

【主務省】
（令和２年度の見直し対象法人（※）所管課）

（令和２年度の見直し対象法人以外の所管課）

※ 見直し対象法人とは、中（長）期目標期間の最終年度を迎え、主務大臣が見込評価及び業務・組織見直しを行い、次期目標を策定する法人。

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 1 3.4% 7 24.1% 0 0.0% 3 10.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 9 31.0% 9 31.0% 5 17.2% 9 31.0% 7 24.1% 10 34.5% 9 31.0% 6 20.7%
少し考慮されている 5 17.2% 6 20.7% 8 27.6% 4 13.8% 11 37.9% 14 48.3% 16 55.2% 11 37.9%
十分考慮されている 14 48.3% 7 24.1% 16 55.2% 13 44.8% 11 37.9% 5 17.2% 4 13.8% 12 41.4%

計 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100%

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 1 1.2% 1 1.2% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0%

どちらでもない 37 43.5% 43 50.6% 34 40.0% 36 42.4% 41 48.2% 37 43.5% 41 48.2% 43 50.6%
少し考慮されている 32 37.6% 30 35.3% 35 41.2% 32 37.6% 29 34.1% 34 40.0% 28 32.9% 29 34.1%
十分考慮されている 15 17.6% 11 12.9% 16 18.8% 16 18.8% 15 17.6% 14 16.5% 15 17.6% 13 15.3%

計 85 100% 85 100% 85 100% 85 100% 85 100% 85 100% 85 100% 85 100%
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令和２年度の見直し対象法人及びそれ以外の法人ごとの回答状況（つづき）

【法人】
（令和２年度の見直し対象法人（※））

（令和２年度の見直し対象法人以外）

※ 見直し対象法人とは、中（長）期目標期間の最終年度を迎え、主務大臣が見込評価及び業務・組織見直しを行い、次期目標を策定する法人。

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 7 26.9% 8 30.8% 8 30.8% 7 26.9% 8 30.8% 8 30.8% 7 26.9% 7 26.9%
少し考慮されている 14 53.8% 12 46.2% 12 46.2% 13 50.0% 13 50.0% 12 46.2% 15 57.7% 14 53.8%
十分考慮されている 5 19.2% 6 23.1% 6 23.1% 6 23.1% 5 19.2% 6 23.1% 4 15.4% 5 19.2%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 20 32.8% 23 37.7% 19 31.1% 23 37.7% 23 37.7% 22 36.1% 25 41.0% 21 34.4%
少し考慮されている 21 34.4% 16 26.2% 20 32.8% 19 31.1% 19 31.1% 18 29.5% 18 29.5% 24 39.3%
十分考慮されている 19 31.1% 19 31.1% 21 34.4% 18 29.5% 18 29.5% 20 32.8% 17 27.9% 15 24.6%

無回答 1 1.6% 2 3.3% 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6%
計 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 61 100%



法人類型別の回答状況

34

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 2 2.9% 1 1.5% 0 0.0% 4 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0%

どちらでもない 27 39.7% 34 50.0% 22 32.4% 24 35.3% 26 38.2% 23 33.8% 28 41.2% 28 41.2%
少し考慮されている 27 39.7% 25 36.8% 33 48.5% 26 38.2% 27 39.7% 33 48.5% 27 39.7% 30 44.1%
十分考慮されている 12 17.6% 8 11.8% 13 19.1% 14 20.6% 15 22.1% 12 17.6% 12 17.6% 10 14.7%

計 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100%

（中期目標管理法人所管課）

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 7 17.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 15 38.5% 14 35.9% 13 33.3% 17 43.6% 18 46.2% 20 51.3% 18 46.2% 17 43.6%
少し考慮されている 8 20.5% 9 23.1% 8 20.5% 8 20.5% 11 28.2% 13 33.3% 15 38.5% 8 20.5%
十分考慮されている 16 41.0% 9 23.1% 18 46.2% 14 35.9% 10 25.6% 6 15.4% 6 15.4% 14 35.9%

計 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100%

（国立研究開発法人所管課）

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 4 57.1% 4 57.1% 4 57.1% 4 57.1% 4 57.1% 4 57.1% 4 57.1% 4 57.1%
少し考慮されている 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6%
十分考慮されている 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3%

計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（行政執行法人所管課）

【主務省】



法人類型別の回答状況（つづき）
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区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 8 29.6% 10 37.0% 9 33.3% 10 37.0% 11 40.7% 11 40.7% 10 37.0% 8 29.6%
少し考慮されている 13 48.1% 10 37.0% 12 44.4% 11 40.7% 11 40.7% 10 37.0% 13 48.1% 16 59.3%
十分考慮されている 5 18.5% 5 18.5% 5 18.5% 5 18.5% 4 14.8% 5 18.5% 3 11.1% 2 7.4%

無回答 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7%
計 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100%

（国立研究開発法人）

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 16 30.2% 18 34.0% 15 28.3% 17 32.1% 17 32.1% 16 30.2% 19 35.8% 17 32.1%
少し考慮されている 19 35.8% 15 28.3% 17 32.1% 18 34.0% 18 34.0% 17 32.1% 17 32.1% 19 35.8%
十分考慮されている 18 34.0% 19 35.8% 21 39.6% 18 34.0% 18 34.0% 20 37.7% 17 32.1% 17 32.1%

無回答 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

（中期目標管理法人）

区分 a:民間経営
ノウハウ b:研究開発 c:組織マネジメ

ント d:財務会計 e:行政サービス
の受益者視点

f:コンプライア
ンス

g:国益・国際貢
献

h:一般消費者の
視点

全く考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり考慮されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9%
少し考慮されている 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9%
十分考慮されている 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（行政執行法人）

【法人】



④ 平成26年制度改正による主務省・法人間におけるコミュニケーションへの影響

④ 「主務大臣下でのＰＤＣＡサイクルの強化」、「法人類型の新設」及び
「目標指針・評価指針の策定」などの制度改正により、a:所管する法人との
コミュケーションの量は増加しましたか。また、b:当該コミュケーションの
質は向上したと考えますか。（主務省問Ⅰ-４-③）

区分
a:コミュニケーションの量

全 体 中期目標管理法人
所管課

国立研究開発法人
所管課

行政執行法人
所管課

かなり少なくなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し少なくなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 44 40.0% 25 36.8% 14 40.0% 5 71.4%
少し増加した 47 42.7% 33 48.5% 12 34.3% 2 28.6%
かなり増加した 8 7.3% 6 8.8% 2 5.7% 0 0.0%

無回答 11 10.0% 4 5.9% 7 20.0% 0 0.0%
計 110 100% 68 100% 35 100% 7 100%

④ 「主務大臣下でのＰＤＣＡサイクルの強化」、「法人類型の新設」及び「目
標指針・評価指針の策定」などの制度改正により、a:主務省とのコミュケー
ションの量は増加しましたか。また、b:当該コミュケーションの質は向上した
と考えますか。（法人問Ⅰ-４-④）

区分
b:コミュニケーションの質

全 体 中期目標管理法人
所管課

国立研究開発法人
所管課

行政執行法人
所管課

全く向上していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり向上していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらでもない 43 39.1% 22 32.4% 16 45.7% 5 71.4%
少し向上した 49 44.5% 37 54.4% 11 31.4% 1 14.3%
大いに向上した 7 6.4% 5 7.4% 1 2.9% 1 14.3%

無回答 11 10.0% 4 5.9% 7 20.0% 0 0.0%
計 110 100% 68 100% 35 100% 7 100%

区分 a:コミュニケーションの量
全 体 中期目標管理法人 国立研究開発法人 行政執行法人

かなり少なくなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
少し少なくなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

変わらない 32 37.2% 19 35.8% 12 46.2% 1 14.3%
少し増加した 38 44.2% 24 45.3% 11 42.3% 3 42.9%
かなり増加した 13 15.1% 8 15.1% 2 7.7% 3 42.9%

無回答 3 3.5% 2 3.8% 1 3.8% 0 0.0%
計 86 100% 53 100% 26 100% 7 100%

区分 b:コミュニケーションの質
全 体 中期目標管理法人 国立研究開発法人 行政執行法人

全く向上していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり向上していない 1 1.2% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0%
どちらでもない 31 36.0% 17 32.1% 11 42.3% 3 42.9%
少し向上した 40 46.5% 28 52.8% 11 42.3% 1 14.3%
大いに向上した 11 12.8% 6 11.3% 2 7.7% 3 42.9%

無回答 3 3.5% 2 3.8% 1 3.8% 0 0.0%
計 86 100% 53 100% 26 100% 7 100%

区分 全体 中期目標管理法人 国立研究開発法人 行政執行法人

量 質 量 質 量 質 量 質
主務省の方が２段階高いもの 1 1.2% 1 1.2% 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
主務省の方が１段階高いもの 9 10.5% 12 14.0% 7 13.2% 8 15.1% 2 7.7% 3 11.5% 0 0.0% 1 14.3%
主務省と法人が同じもの 49 57.0% 48 55.8% 34 64.2% 34 64.2% 12 46.2% 11 42.3% 3 42.9% 3 42.9%
法人の方が２段階高いもの 10 11.6% 11 12.8% 4 7.5% 5 9.4% 5 19.2% 5 19.2% 1 14.3% 1 14.3%
法人の方が１段階高いもの 7 8.1% 5 5.8% 3 5.7% 2 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 3 42.9% 2 28.6%
いずれか又は両方が無回答 10 11.6% 9 10.5% 4 7.5% 3 5.7% 6 23.1% 6 23.1% 0 0.0% 0 0.0%

計 86 100% 86 100% 53 100% 53 100% 26 100% 26 100% 7 100% 7 100%
※１ 法人と当該法人の主たる主務省で比較している。 ※２ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

【主務省と法人におけるコミュニケーションの「量」と「質」の意識の比較】

【主務省】 【法人】

コミュニケーションについては、平成26年制度改正により「（かなり・少し）増加した」、「（大いに・少し）向上した」との回答が、
主務省ではいずれも約５割、法人ではいずれも約６割となっている。また、主務省と法人を紐付けて比較した結果、「量」・「質」とも
に約半数は回答が一致しているが、法人の方が増加・向上したと回答しているものが多い傾向。

【中】理事長などトップマネジメント層と主務省とのコミュニケーションが増加した。
【中】主務省（所管部局）とは、業務上密接に関わりがあり、また、地理的にも非常に

近いため、制度改正に関わらず従来よりコミュニケーションは頻繁にとっている。
【研】事業官庁の主務大臣が評価主体になったことにより、相互理解が向上した。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を所管している４主務省を除く。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。

※ 平成26年制度改正後に設立された１法人を除く。
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Ⅱ 国民に対する説明責任に関する事項（財務データの活用、広報）
① 財務データの活用

① 令和２年度の主務大臣評価において、a:目標・計画（予算）と実績（決算）の
差異の要因分析、b:事業等のまとまりごとの財務情報等を活用したアウトプット
単位当たりのインプット把握、c:企業会計的手法による財務分析、経年比較によ
る趨勢分析等の財務分析、を実施した事例はありますか。（主務省問Ⅱ－①）

【主務省】 【法人】
① 令和２年度の自己評価において、a:目標・計画（予算）と実績（決算）の
差異の要因分析、b:事業等のまとまりごとの財務情報等を活用したアウト
プット単位当たりのインプット把握、c:企業会計的手法による財務分析、経
年比較による趨勢分析等の財務分析、を実施した事例はありますか。
（法人問Ⅱ－①）

a.目標・計画（予算）と実績（決算）の際の要因分析
【中】実際に使用した経費については、勘定毎に配分し、財務会計システムに入力を行ってい

る。そのデータを基に毎月物件費について計画上との差異の分析・把握を行っている。
【中】予算と実績の差異が生じている要因について、一般競争入札及び複数年契約の積極的な

実施等により、支出を抑制し、効率的な予算執行を図ったことが一因と分析した。
【中】予算執行における各セグメント毎の実績による収支分析。
【中】月次決算等により計画と実績を比較することで、内部環境や外部環境の変化に対するリ

スク等を軽減し、経営目標の達成に努めている。
【中】決算報告書において各目で予算と実績に10％以上乖離がある場合、分析、理由を記載。
b.事業等のまとまりごとの財務情報等を活用したアウトプット単位当たりのインプット把握
【中】勘定（事業等のまとまり）ごとに主要なインプット情報として、予算額、決算額、経常

費用、経常利益、行政サービス実施コストの経年データを把握することとしている。
【研】原著論文数と決算額から論文1件当たりの費用を算出し、前年度との比較を実施。
【研】主要な経年データとして、各事業毎の数値目標に対しての実績の記載、事業等のまとま

りごとの財務情報等を活用した主なインプット情報を記載し、前年度等の比較分析を実施。
c :企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析
【中】経年比較による趨勢分析を用いて当期総利益等の分析を行っている。
【中】自己評価書において効率化、積立金及び交付金債務の状況を経年比較している。
【研】業務実績等報告書に記載のインプット指標は経年比較ができるよう中長期期間分を記載

する予定。
【研】中長期目標期間の年度ごとの損益を比較し、経営状況の把握に努めている。
【研】経年比較し、当該年度の数値における要因について財務管理システムのデータ等を使用

して分析し、評価書に記載。

【「ない」に関連する自由記述】
【中】決算業務に関わる人員が少ないため、分析に人員を割くことが難しい。
【中】複数の項目に紐づく案件が太宗であるため、項目単位でインプットとアウトプットの対

比ができない。
【中】毎事業年度の決算の確定時期と、独法評価における自己評価の確定時期がほぼ同時期で

あることから、決算等を用いた財務データ分析を活用するスケジュールとなっていない。
【研】自己評価は決算確定前に行うため、財務データを活用できない。
【研】有用な活用手法が確立されておらず、社内からの要望もないため。

a.目標・計画（予算）と実績（決算）の際の要因分析
【中】業務経費の効率化について、令和元年度は目標を大きく超える達成度となっていたが、そ

の要因について法人へヒアリングを行い業務効率化の手法が適切なものか調査した上で、評
価を実施した。

【中】目標・計画（予算）と実績（決算）の差異について、10％以上の乖離が発生している項目
については、その要因の分析を行った。

【中】計画未達の要因として考え得る事項については、「今後の課題」として整理を行い、リス
ク管理債権の削減に向け、債権の管理・回収の強化及び経営・再生支援の取組による債務者
区分のランクアップに努めるほか、一定規模の優良資産の確保等を進める必要があるとして、
その旨を明記している。

【研】予算と決算の差異の理由について、財務諸表等の提出時に法人から説明を受け、その上で
主務大臣評価を実施している。

b.事業等のまとまりごとの財務情報等を活用したアウトプット単位当たりのインプット把握
【研】対象法人から事業等のまとまりごとに決算額、行政コスト等の主要なインプット情報を報

告してもらい、大臣評価書に反映している。
c.企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析
【中】融資事業継続の基礎となる財務内容健全性維持のため、貸付残高に占めるリスク債権比率

を全国預金取扱金融機関の平均リスク管理債権比率と比較。
【中】財務状況の分析や自己収入の経年比較による分析等を行っている。
【研】国立研究開発法人審議会において企業会計専門の臨時委員から審議をいただき、主務大臣

評価を行っている。

【「ない」に関連する自由記述】
【中】主務省において、分析等を行う専門人材を有していないため。
【中】毎事業年度の決算の確定時期と、独法評価における自己評価の確定時期がほぼ同時期であ

ることから、決算等を用いた財務データ分析を活用するスケジュールとなっていないため。
【中】積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財務情報等については、業務全般のみを管

理していることから、アウトプット単位当たりのインプットの把握が困難。
【中】給付業務における目標設定等が主なものであり、財務情報や企業会計的手法による分析に

基づく評価にはなじまないため。
【研】研究成果に対しての評価を重視しており、そちらを優先したため。
【研】複数事業が含まれる「プロジェクト」ごとに評価を実施する形式としているため。
【研】各研究部門間で連携して行っている研究もあり比較が難しかったため。

令和２年度の主務大臣評価又は自己評価において、目標・計画（予算）と実績（決算）の差異の要因分析事例が「ある」と回答しているの
は主務省で約７割、法人で約８割。また、事業等のまとまりごとの財務情報等を活用したアウトプット単位当たりのインプット把握事例が
「ある」と回答しているのは主務省・法人ともに約５割。企業会計的手法による財務分析等は主務省で約３割、法人で約４割が実施。
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区分
a:目標・計画（予算）
と実績（決算）の差異
の要因分析

b:事業等のまとまりご
との財務情報等を活用
したアウトプット単位
当たりのインプット把
握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比較
による趨勢分析等の財
務分析

ある 81 71.1% 55 48.2% 32 28.1%
ない 32 28.1% 58 50.9% 81 71.1%
無回答 1 0.9% 1 0.9% 1 0.9%
計 114 100% 114 100% 114 100%

区分
a: 目標・計画（予
算）と実績（決算）
の差異の要因分析

b:事業等のまとまり
ごとの財務情報等を
活用したアウトプッ
ト単位当たりのイン
プット把握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比
較による趨勢分析等
の財務分析

ある 71 81.6% 44 50.6% 32 36.8%
ない 16 18.4% 42 48.3% 55 63.2%
無回答 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0%
計 87 100% 87 100% 87 100%

※P38に留意事項あり。



法人類型別の回答状況

上記の設問に関連し、一部の主務省及び法人に対してヒアリングを実施したところ、以下のとおり、「企業会計的手法による財務分析」
を実施したかどうかの判断基準が、主務省・法人によって異なっている実態がみられた。今回の調査では、設問の関係で評価における財務
分析等の活用状況の把握が十分でなかったため、今後、主務大臣評価（主務省）や自己評価（法人）における具体的な財務データ（管理会
計を含む。）の活用状況を今後調査することを検討したい。

（例）「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』」（平成12年２月16日。令和２年３月26日改訂）に則して業務
を行っていることから、分析等を実施した事例が「ある」と回答した法人（ヒアリングを実施した20法人中２法人）や、それ以上
の活用を行っていないことから、分析等を実施した事例が「ない」と回答した法人（同４法人）がみられた。

上記の設問に関する留意事項
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区分
a:目標・計画（予算）
と実績（決算）の差異
の要因分析

b:事業等のまとまりご
との財務情報等を活用
したアウトプット単位
当たりのインプット把
握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比較
による趨勢分析等の財
務分析

ある 49 72.1% 27 39.7% 18 26.5%
ない 19 27.9% 41 60.3% 50 73.5%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 68 100% 68 100% 68 100%

区分
a: 目標・計画（予
算）と実績（決算）
の差異の要因分析

b:事業等のまとまり
ごとの財務情報等を
活用したアウトプッ
ト単位当たりのイン
プット把握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比
較による趨勢分析等
の財務分析

ある 42 79.2% 24 45.3% 20 37.7%
ない 11 20.8% 29 54.7% 33 62.3%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 53 100% 53 100% 53 100%

区分
a:目標・計画（予算）
と実績（決算）の差異
の要因分析

b:事業等のまとまりご
との財務情報等を活用
したアウトプット単位
当たりのインプット把
握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比較
による趨勢分析等の財
務分析

ある 26 66.7% 24 61.5% 10 25.6%
ない 12 30.8% 14 35.9% 28 71.8%
無回答 1 2.6% 1 2.6% 1 2.6%
計 39 100% 39 100% 39 100%

区分
a:目標・計画（予算）
と実績（決算）の差異
の要因分析

b:事業等のまとまりご
との財務情報等を活用
したアウトプット単位
当たりのインプット把
握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比較
による趨勢分析等の財
務分析

ある 6 85.7% 4 57.1% 4 57.1%
ない 1 14.3% 3 42.9% 3 42.9%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100%

（中期目標管理法人所管課）

（国立研究開発法人所管課）

（行政執行法人所管課）

【主務省】 【法人】

区分
a: 目標・計画（予
算）と実績（決算）
の差異の要因分析

b:事業等のまとまり
ごとの財務情報等を
活用したアウトプッ
ト単位当たりのイン
プット把握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比
較による趨勢分析等
の財務分析

ある 23 85.2% 14 51.9% 7 25.9%
ない 4 14.8% 12 44.4% 20 74.1%
無回答 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%
計 27 100% 27 100% 27 100%

区分
a: 目標・計画（予
算）と実績（決算）
の差異の要因分析

b:事業等のまとまり
ごとの財務情報等を
活用したアウトプッ
ト単位当たりのイン
プット把握

c:企業会計的手法によ
る財務分析、経年比
較による趨勢分析等
の財務分析

ある 6 85.7% 6 85.7% 5 71.4%
ない 1 14.3% 1 14.3% 2 28.6%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 7 100% 7 100% 7 100%

（中期目標管理法人）

（国立研究開発法人）

（行政執行法人）



【中】LinkedInを導入。また、Facebook等は機構本部に加え各国内拠点及び海外拠点でも運用中。
【中】広報が日頃から付き合いのあるメディアからのオファーに、ベストなコンテンツを提案するなど、「効果的な媒体で、効果的に魅力を伝えるように心がけている点」

が挙げられる。特に、ニュース等でも紹介され、これに関するメディア取材への広報の対応により、配信だけでなく、その取組自体がまたメディアで発信され、閲覧が
増えたと考えられる。

【中】・WEBサイトの更新に当たり、技術的なサポートを契約職員や委託契約先へお願いしている。
・事業によっては公式ページに加えて個別のサイトを外部に立ち上げ、情報発信を行っている。
・WEBページやTwitter等での情報発信に加え、月に1度メールマガジンを配信している。
・YouTubeを活用し、公募説明会やシンポジウム等を開催している。

【中】デジタル技術については、WEB/SNSの他にオンラインセミナーツール等を活用
【中】公式ホームページ、Twitter、YouTube、Facebookにおいて、組織や事業内容、イベント案内、公募情報等を伝えるとともに、ビジネスポータルサイトを運営し、支

援情報などお役立ち情報を収集して、毎日タイムリーに配信している。
【中】主な具体的取組事例は、ウェブサイトによる情報発信を行うとともに、動画のプラットフォームであるYouTubeの公式アカウントを活用し、主に現場を紹介する動画

を発信している。このほか、デジタル技術の活用としては、ニュースメディアで取り上げられたコンテンツに関するTwitterの反響等を情報収集の手段とし、情報発信の
手段ではないが、効果的な広報のために活用している。

【中】令和２年度は広報もコロナ禍の影響で見直し等の検討を行う中、バーチャル見学ツアー動画をYouTubeに掲載するなど、感染拡大防止の観点も踏まえ、可能な広報を
積極的に行った。

【中】機構ホームページを開設しており、積極的に情報発信するとともに、定期的にわかりやすさの観点から改善を図っている。YouTubeに関しては、ターゲットに対する
効果的な商品広告配信を行うため、インターネット広告の一環として活用している。また、その他では、金利情報等の提供を目的に、LINEを活用している。広報に関し
ては、PR会社に戦略的広報、危機管理広報に関する支援業務等を委託し、具体的にはプレスセミナーや広報研修等を実施。広告代理店に商品広告等の実施業務を委託し、
具体的にはテレビCM、新聞広告、インターネット広告の効率的・効果的な出稿等を実施。

【研】元記者を雇用し知見を活用している。法人としての取組や研究開発成果の社会への還元を紹介するために、アクセシビリティに配慮し、YouTubeへの動画登録や、
SNSによる情報発信も連動させ、分かり易いWEBページの構築を進めている。

【研】・研究開発活動のわかりやすい広報発信を図るため、HPを立ち上げた。
・Twitterを利用し、現在進行形での活動について広報することで、興味喚起を図った。
・FacebookやInstagramを活用し、撮影した動画・画像を紹介し、認知されていない層への興味喚起を図っている。
・認知度の向上という視点から、広報活動や広報制作物等に係る俯瞰的な評価を得、広報活動の指針策定の参考とするため、外部専門家（業者）へ認知度向上戦略支
援に係る業務委託を行った。

【研】a・b・d：ほぼ毎日情報の更新をしている。
【研】Twitterについても、運用ポリシーを定めて利用する準備を行っている。
【研】コロナ禍でZoom等を利用したWebセミナーを開催している。遠隔地で今まで参加できなかった方などの参加が増え、成果発信のツールが増えた。
【行】事例の紹介、試験方法等についてYouTube動画で公開し、国民への啓発と事業者による試験等実施の支援をしている。また、コロナの感染防止対応として、これまで

対面でしか開催していなかった各種説明会や講演会について、Web会議ツール（Zoom、YouTube Live等）を活用している。

③ 国民に対する広報手段としてデジタル技術を用いた取組が重要となっています。
次の手段は利用していますか（a:WEBページ作成、b:Twitterの利用、c:YouTubeの
利用、d:Facebookの利用、e:その他）。（法人問Ⅱ-④）

【法人】

財務諸表作成の一連のプロセスで最も負担が大きいと感じる箇所については、約９割の法人が「決算業務」と回答。
また、広報については、WEBページやSNSを利用している法人が多い。

② 財務諸表作成の一連のプロセスで最も負担が大きいと感じる箇所はどこで
すか。（法人問Ⅱ-③）

（広報手段としてデジタル技術を用いた取組例）
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【法人】

② 財務諸表の作成プロセスで負担が大きいと感じる業務、③ 広報（広報媒体の活用状況）

区分 a:WEBペー
ジ作成

b:Twitterの
利用

c:YouTube
の利用

d:Faceboo
kの利用 e:その他

利用している 86 98.9% 58 66.7% 67 77.0% 54 62.1% 36 41.4%

利用していない 1 1.1% 29 33.3% 20 23.0% 33 37.9% 51 58.6%

計 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100%

期中取引の記録 2 2.3% 法人内関係者との調整・説明 1 1.1%
決算業務 77 88.5% 法人外関係者との調整・説明 0 0.0%
監査対応 3 3.4% その他 0 0.0%

主務省への説明等 3 3.4% 特にない 1 1.1%
計 87 100%

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。



④ 広報に当たり、外部専門家（a:常勤職員として、b:非常勤職員として、c:契約職員等として、d:委託契約として、e:その他）の知見を活用していますか。
（法人問Ⅱ－⑤）

【法人】

a. 常勤職員として
【研】広告業界及び官公庁広報部署での業務経験がある常勤職員の知見を活用している。その他、パンフレットの制作をデザインコンサルティングを専門とする業者とともに

行っている。
【研】動画作成、ウェブデザイン、編集などの専門スキルを持つ広報専任職員の能力を最大限生かすため、機構や材料分野の現状を分析し、最適なターゲット・タイミング・

手法を見極めた広報戦略を立案できるリーダーを雇用。多角的かつ効果的な広報を内製で行える体制を整えた。その結果、一般にはなじみのない分野にもかかわらず、機
構のYouTubeチャンネルは登録者数17.5万人、総再生回数は2,600万回を超え、一般公開の来場者数も4年で654名→5,687名と9倍に増加した。

【研】元記者を雇用し知見を活用している。法人としての取組や研究開発成果の社会への還元を紹介するために、アクセシビリティに配慮し、YouTubeへの動画登録や、SNS
による情報発信も連動させ、分かり易いWEBページの構築を進めている。

【研】PR会社で31年の勤務経験がある人材を広報企画室長として採用している。
【研】映像、WEB、デザインの専門能力を持った人材を招聘職員又は出向契約職員として常勤で採用
b. 非常勤職員として
【研】プレスリリースや出版物の記事について外部専門家を活用している。SNSの活用に当たっては外部専門家のほか、ユーザーの意見も反映させることが重要と考える。
【行】出版業界経験者を非常勤職員として採用している。
c. 契約職員等として
【中】外部専門家については民間の広報部長経験者を顧問として契約
【研】外部専門家からの助言を広報活動及びブランディング推進活動に活用している。
d. 委託契約として
【中】組織ロゴデザインをデザイナーに依頼し、全ての広報物についてロゴを基調とした統一したデザインとしている。新たな表彰事業創設に当たって、その周知方法やポス

ターデザイン、発表形態等について、専門業者に委託することで知見を得た。
【中】１年契約で広報PR会社と委託契約を行い、メディア対応について各種アドバイスを頂いている。（例：プレスリリース文書の添削、プレスリリースやメディア参加可

のイベント（記者会見、セミナー等）打ち込み先メディアの選定・紹介、記者会見等のロジサポート、クライシス対応（含む、特殊メディアからの問い合わせ対応）時の
アドバイス。

【中】ＰＲ会社に戦略的広報、危機管理広報に関する支援業務等を委託し、具体的にはプレスセミナーや広報研修等を実施。広告に関しては、広告代理店に商品広告等の実施
業務を委託し、具体的にはテレビＣＭ、新聞広告、インターネット広告の効率的・効果的な出稿等を実施。

【研】社会技術研究開発を行う部署にてPR会社と契約し、各研究プロジェクト及び機構の取組についての広報を強化した。
【研】報道対応の広報アドバイザーとして常駐している民間出向者がいる。また、一部事業のPRプランニング、広報活動の危機管理、各種WEB媒体活用のコンサルタント等

を外部専門家に依頼している。
e. その他
【中】外部講師を招いて広報研修を実施した。またその際、主務省が所管する独立行政法人と合同で実施した。
【中】広報発信に課題が生じる時は，主務省広報室に設置している広報アドバイザーに相談したり，広報に関する知識やトレンド情報などを得るため，非公式で運営されてい

る広報の会などに積極的に参加している。
【中】今後、広報の在り方、方針、方法のガイドラインを示し、組織における適切な広報の促進に努めることを目的に「広報の手引き」を作成予定。また、今後、国民及び自

治体等の理解を深める方策等についての戦略の検討、機構全体としての取組の推進と情報の共有等を図ることを目的に広報戦略会議等を本部内に設置し、機構の広報強化
に向けた取組を行う。

【中】広報に知見がある者をアドバイザーとして登録し、職員向け広報研修を開催しているほか、個別具体的な広報活動に対してアドバイスを提供してもらっている。
【研】外部有識者を委員とする広報企画委員会において、より効果の高い広聴・広報活動を推進するために、専門家の知見を活用している。広報媒体の効果に関する指標測定

のために、外部機関への委託による調査を隔年で実施している。報道対応業務に係る者を主な対象として実施している内部研修において外部有識者に講師を委嘱している。
外部有識者を委員とする情報公開委員会において、情報公開制度運用、開示請求対応に関して評価を受けることにより、専門家の知見を活用している。

【研】元テレビ客員解説委員を顧問として任命し、隔週開催の広報委員会において適宜アドバイスを受けている。

広報に当たっての外部専門家の知見については、約６割の法人が活用していると回答。また、活用している場合には「d:委託契約」
を行っている法人が多い。
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④ 広報（外部専門家の知見の活用状況）

区分 右のいずれか a:常勤職員として b:非常勤職員として c:契約職員等として d:委託契約として e:その他
活用している 52 59.8% 11 12.6% 9 10.3% 11 12.6% 32 36.8% 19 21.8%
活用していない 35 40.2% 76 87.4% 78 89.7% 76 87.4% 55 63.2% 68 78.2%

計 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100%

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。



法人類型別の回答状況

統計分析結果によると、国立研究開発法人は、他の法人類型と比べ、「a: 常勤職員」として「活用している」と回答している傾向。
また、行政執行法人は、他の法人類型と比べ、「b: 非常勤職員」として「活用している」と回答している傾向。
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区分 右のいずれか a:常勤職員として b:非常勤職員として c:契約職員等として d:委託契約として e:その他

活用している 28 52.8% 3 5.7% 3 5.7% 4 7.5% 19 35.8% 9 17.0%

活用していない 25 47.2% 50 94.3% 50 94.3% 49 92.5% 34 64.2% 44 83.0%

計 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100% 53 100%

区分 右のいずれか a:常勤職員として b:非常勤職員として c:契約職員等として d:委託契約として e:その他

活用している 20 74.1% 8 29.6% 4 14.8% 6 22.2% 10 37.0% 10 37.0%

活用していない 7 25.9% 19 70.4% 23 85.2% 21 77.8% 17 63.0% 17 63.0%

計 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100%

区分 右のいずれか a:常勤職員として b:非常勤職員として c:契約職員等として d:委託契約として e:その他

活用している 4 57.1% 0 0.0% 2 28.6% 1 14.3% 3 42.9% 0 0.0%

活用していない 3 42.9% 7 100% 5 71.4% 6 85.7% 4 57.1% 7 100%

計 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100%

（中期目標管理法人）

（国立研究開発法人）

（行政執行法人）

【法人】



Ⅲ 法人内部のガバナンス強化に関する事項
1 内部統制の整備に関する事項 ①内部統制システムの整備による内部ガバナンスの強化、②内部統制システムの見直しの実施状況

① 独立行政法人の業務運営の適正化の強化の一環として、法人においては内部統制システムを整備し業務方法書に記載することとなっています。内部統制システムが整
備されていることにより、法人内部のガバナンス強化（a:必要な情報の伝達（風通しの良さ）、b:違法行為の防止、c:不正防止、d:目標達成、e:リスク管理、f:監査）に
役立っていますか。（法人問Ⅲ-１-①）

【法人】

② 業務方法書に記載した「内部統制システムに関する取組の不断の見直し」（持続的な維持・発展など）に関する以下の取組は実施していますか。（a:業務方法書の検
証、b:各種規程の検証、c:内部モニタリング調査、d:内部評価、e:外部評価）（法人問Ⅲ-１-②）

【法人】

【中】内部統制の実施・運用に当たっては、総務省「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書（平成22年３月）」において整理された、独立行政法人
における内部統制の概念整理を踏まえ、各法人単位でその仕組みを整備し、運用しています。コロナ禍の影響を受け、各法人ともに取り巻く環境に大きな変化が生じて
いる中、時代の変遷と共に生じ得る内部統制の概念や在り方について、改めて（変更の要否を含め）再点検を行うプロセスがあっても良いかと思われます。

【中】比較的規模の小さい法人であり、内部統制システムの整備に関わらず必要な情報の伝達や目標達成に向けた管理等が行いやすい組織であること、また違法行為の防
止や不正防止については別途業務監査・会計監査の実施や、研究費不正防止の委員会等も実施していることから、業務の必要性を理解しながら効率的に運用していくこ
とに苦慮している。

【中】外部有識者によりガバナンスの状況を確認するための「運営点検会議」の継続的実施や、毎年度の内部統制に関する職員意識調査の実施、さらには経営者と職員と
のコミュニケーションの場の設置など、内部統制の運用について取組を実施していますが、社会の変化への対応などこれからの独立行政法人に求められる役割をより意
識した取組、特に職員の意識変革については引き続き取組みが必要と考えております。

【中】内部統制について法人の長である理事長や内部統制担当理事が重要性を認識できるよう総務省主催の研修会を開催してほしい。
【中】当法人は、内部統制規程や内部統制委員会という名称のものは、現時点で設けてはいないが、役員と幹部職員が出席する理事会において、リスク管理や財政状況に

関する議論・確認等を定期的に実施している。また、研究資金等の不正を防止するための手順を定め、不正が発覚した際には適切に対応できる体制を構築している。
【中】内部統制、コンプライアンス、リスク管理については、従前から内部管理拡充の要として、外部有識者を含む「コンプライアンス推進委員会」がその取組状況を監

視することとしていたが、制度改正をきっかけとして、内部統制の再構築に当たり、同委員会を「内部統制等監視委員会」に発展改組し、同委員会において内部統制の
推進状況について検証を受けることを通じて、適切なＰＤＣＡサイクルを回すための基盤を整備した。

【研】令和３年度から役職員に対して内部統制の運用状況等についてのアンケートを実施する予定。
【研】内部統制の整備や運用について実施する際は、国からの一定の予算措置も必要である。本調査の分析後に組織の長に対する内部統制の研修を行うべきである。
【研】リスク管理は、危機管理と誤認されている。「内部統制」、「リスク管理」の語は適切な語に置き換えるとよいと思う。

内部統制システムの整備による内部ガバナンスの強化については、大多数が「（大いに・多少）役立っている」と回答。
また、内部統制システムの見直しの実施状況についても、大多数が「実施している」と回答。

ア あまり役立っていない
【研】 業務方法書に基づき内部統制システムにかかる規程類を整備し、法人内部のガバナンス強化を図っているが、組織の目標達成には、当該ガバナンスの下で具体的に

策定される中長期計画や年度計画、これらに基づいて措置される人材の配置や予算の配分等がより直接的な影響を与えるものと考えられるため、単に内部統制システム
が整備されていることだけをもって「目標達成に役立っている」とまでは言い難い。
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区分 a:必要な情報の伝達 b:違法行為の防止 c:不正防止 d:目標達成 e:リスク管理 f:監査
全く役立っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
あまり役立っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0%
どちらともいえない 2 2.3% 4 4.6% 4 4.6% 5 5.7% 4 4.6% 2 2.3%
多少役立っている 49 56.3% 45 51.7% 45 51.7% 50 57.5% 46 52.9% 41 47.1%
大いに役立っている 36 41.4% 38 43.7% 38 43.7% 30 34.5% 37 42.5% 44 50.6%

計 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100%

区分 a:業務方法書の検証 b:各種規程の検証 c:内部モニタリング調査 d:内部評価 e:外部評価
実施している 63 72.4% 80 92.0% 67 77.0% 72 82.8% 63 72.4%
実施していない 24 27.6% 7 8.0% 20 23.0% 15 17.2% 24 27.6%

計 87 100% 87 100% 87 100% 87 100% 87 100%

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。



収入予算額の大きい法人ほど、「e: 外部評価」を「実施している」と回答している傾向。

収入予算別の回答状況
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区分 a:業務方法書の検証 b:各種規程の検証 c:内部モニタリング調査 d:内部評価 e:外部評価

実施している 22 73.3% 27 90.0% 26 86.7% 25 83.3% 24 80.0%

実施していない 8 26.7% 3 10.0% 4 13.3% 5 16.7% 6 20.0%

計 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100%

（収入予算が1,000億円以上の法人）

（収入予算が100億円以上1,000億円未満の法人）

（収入予算が100億円未満の法人）

区分 a:業務方法書の検証 b:各種規程の検証 c:内部モニタリング調査 d:内部評価 e:外部評価

実施している 27 79.4% 33 97.1% 25 73.5% 30 88.2% 25 73.5%
実施していない 7 20.6% 1 2.9% 9 26.5% 4 11.8% 9 26.5%

計 34 100% 34 100% 34 100% 34 100% 34 100%

区分 a:業務方法書の検証 b:各種規程の検証 c:内部モニタリング調査 d:内部評価 e:外部評価

実施している 14 60.9% 20 87.0% 16 69.6% 17 73.9% 14 60.9%

実施していない 9 39.1% 3 13.0% 7 30.4% 6 26.1% 9 39.1%

計 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0%

【法人】



【中】監事監査の機能強化は徐々に図られていると感じている。監事の機能発揮は、被監査者（役員）の理解、協力も欠かせないので、役員とのコミュニケーションの機会
を意識的に増やし協力を求め、適切な役割発揮に引き続き尽力したい。

【中】比較的規模の小さい法人で監事が非常勤である場合は機能強化はかなりハードルが高いと思われる。
【中】監査対象が増えているので、増員を含む体制の強化が必要と考えている。
【中】内部監査の実施体制に関して、一定の専門性が必要となることから、内部監査に関する各種知見の継続的な活用の観点からプロパー人材が担う事が望ましい。また、

総務省や監事連絡会など監事向けの研修は一定程度実施されているが、監査部門職員の専門知識習得、研修等の機会提供は、各独法によって大きな差異が生じているもの
と想定される。特に内部監査部門が１～２名の比較的規模の小さい独法においては、独自の機会創出が困難なことから、横断的な研修機会の提供が望まれる。

【中】監査に当たっては、役職員のコンプライアンスやリスク管理への取組姿勢を常に確認しておくことが重要と考える。また、現場への往査では、法人内で構築したシス
テムやルールの形骸化が起きていないかの点検が必要である。こうした認識のもと、監事機能のさらなる強化に向けては、監事が法人内の様々な情報に容易にアクセスで
きる環境づくりや、役職員の監査に対する過剰な警戒心を排除する取組が重要であると考える。また、不祥事の兆候は、事務処理や現場業務のほころびから現れることも
多いので、内部監査との情報連携は極めて重要と考える。近年、監事の立場については、特に監事補佐体制のあり方を中心に、その独立性が強調されてきたが、これから
は、監事監査と内部監査の協働性についても議論が必要と考える。

【研】令和元事業年度監査報告「機構の内部統制システムの整備及び運用についての意見」において、「機構の実施する事業は多岐にわたり、且つ多様な専門性が要求され
るため、業務運営に係わるリスク情報やインシデント情報を業務実施のＰＤＣＡにつなげるための報告・情報収集・分析・対応・情報共有の法人全体での取組をさらに充
実させ、適切なリスク管理を踏まえた意思決定を可能にする内部統制システムに向けた計画的な改革と、その効果的かつ効率的な運用が、継続的に進められるべきである
と考える。以上のように、内部統制システムの整備と運用について見直しと改善が図られていると認められるが、今後とも継続的な見直しと計画的な改善が実施されるこ
とを期待する。」と述べており、機構において、リスク情報やインシデント情報をＰＤＣＡに繋げる仕組みに弱点が残っており、この内部統制の改善が業務実施の適正に
つながるとともに、監事監査の機能強化にもつながると考えられる。

【行】監事監査の実効性を確保するため、監査補佐部門（監事室）の設置や監査費用の十分な確保など、監査に専念する体制を整備。また、監事は経営層のマネジメントの
適法性や妥当性等について、また、内部監査部門は職員の業務活動全般の管理・運営状況等についてそれぞれ監査し、お互いの活動状況の情報共有を図りつつ、有効かつ
効率的な監査を実施。

【中】予算規模が小さい法人では、監事は非常勤として委嘱せざるを得ない。その中で機能強化することには限界がある。
【中】監事の立ち位置、機能も明確であり非常にやりやすい環境にある。特に月１度の理事長との定例ミーティングの内容を執行役員以上と共有することが役に立っている。
【中】内部統制強化の一環として、インシデント・事故管理規程の策定と運用が必要。
【研】変化の時代なので、現状維持による機会損失も監査で重視すべき。
【研】監事監査で収集された情報が、監事と理事長等との意見交換にて共有されており、監事監査が組織の改善に繋がっていると感じる。
【行】監査室や監事監査において、的確な指摘をいただいているほか、監事監査の結果は、機構の理事長・理事・分野長と企画管理部各課長が参加する会議において監事自

ら共有していただいており、業務における気付きのきっかけとなっている。

２ 監事の機能強化に関する事項

① 独立行政法人通則法の改正により監事の機能強化が図られました。「独立行政法人の監事の機能強化に伴う措置について（H26.11.28行政管理局長通知）」に示され
た以下の事項について、その実効性は確保されていますか。（監査部門で回答）（a:監事向け研修・啓発、b:主務大臣との意見交換、c:監事補佐体制、d:監査費用の確
保）（法人問Ⅲ-２-①）

【法人】

監査部門による意見

被監査部門による意見

監事の機能強化に伴う措置の実効性については、「b:主務大臣との意見交換」を除き、大多数が「（大いに・多少）確保されている」
と回答。
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区分 a:監事向け研修・啓発 b:主務大臣との意見交換 c:監事補佐体制 d:監査費用の確保
全く確保されていない 0 0.0% 16 18.4% 0 0.0% 0 0.0%
あまり確保されていない 1 1.1% 7 8.0% 5 5.7% 2 2.3%

どちらでもない 5 5.7% 28 32.2% 9 10.3% 15 17.2%
多少確保されている 47 54.0% 23 26.4% 34 39.1% 27 31.0%
大いに確保されている 34 39.1% 13 14.9% 39 44.8% 43 49.4%

計 87 100% 87 100% 87 100% 87 100%

※ 設問の性質上、法人のみを調査対象とした。



収入予算額の大きい法人ほど、「a: 監事向け研修・啓発」、「 c: 監事補佐体制」について、より「大いに確保されている」と回答し
ている傾向。

収入予算別の回答状況
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（収入予算が1,000億円以上の法人）

（収入予算が100億円以上1,000億円未満の法人）

（収入予算が100億円未満の法人）

区分 a:監事向け研修・啓発 b:主務大臣との意見交換 c:監事補佐体制 d:監査費用の確保
全く確保されていない 0 0.0% 5 16.7% 0 0.0% 0 0.0%
あまり確保されていない 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0%

どちらでもない 4 13.3% 14 46.7% 1 3.3% 4 13.3%
多少確保されている 8 26.7% 3 10.0% 8 26.7% 6 20.0%
大いに確保されている 17 56.7% 7 23.3% 21 70.0% 20 66.7%

計 30 100% 30 100% 30 100% 30 100%

区分 a:監事向け研修・啓発 b:主務大臣との意見交換 c:監事補佐体制 d:監査費用の確保
全く確保されていない 0 0.0% 7 20.6% 0 0.0% 0 0.0%
あまり確保されていない 0 0.0% 3 8.8% 3 8.8% 0 0.0%

どちらでもない 0 0.0% 6 17.6% 4 11.8% 7 20.6%
多少確保されている 20 58.8% 14 41.2% 14 41.2% 11 32.4%
大いに確保されている 14 41.2% 4 11.8% 13 38.2% 16 47.1%

計 34 100% 34 100% 34 100% 34 100%

区分 a:監事向け研修・啓発 b:主務大臣との意見交換 c:監事補佐体制 d:監査費用の確保
全く確保されていない 0 0.0% 4 17.4% 0 0.0% 0 0.0%
あまり確保されていない 0 0.0% 3 13.0% 2 8.7% 2 8.7%

どちらでもない 1 4.3% 8 34.8% 4 17.4% 4 17.4%
多少確保されている 19 82.6% 6 26.1% 12 52.2% 10 43.5%
大いに確保されている 3 13.0% 2 8.7% 5 21.7% 7 30.4%

計 23 100% 23 100% 23 100% 23 100%

【法人】



今回の調査票形式による調査において、特に平成26年制度改正の前後の状況に関する設問では、当時の担当者に確認できな
かった場合などには、主務省や法人にとって回答しにくいものとなっていたとの意見がみられたことから、今後、同様の調査を実
施する場合には、「分からない」との選択肢を用意しておく必要があると考えられる。

今回の調査票形式による調査全般に関する今後の要検討事項
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Ⅳ 内部統制実態調査 

独立行政法人の内部統制については、平成 19 年の緑資源機構（当時）の官製談合事

件等を契機に独立行政法人に対する内部統制システムの整備・運用の必要性が高まり、

通則法第 28 条第２項において「業務方法書に内部統制システムの整備に関する事項」

を記載することになった。これを受けて、行政管理局では、業務方法書に記載すべき内

部統制システムの整備に関する事項について、「独立行政法人の業務の適正を確保する

ための体制等の整備について」（平成 26 年 11 月 28 日総務省行政管理局長通知。以下

「内部統制に関する局長通知」という。）を発出した。 

本調査事項は、内部統制システムの一層の充実・強化等の検討に資するため、内部統

制に関する局長通知に基づく内部統制システムの整備状況等を調査したものである。 

１ 法人の運営方針・倫理行動指針 

（１） 法人の運営方針

「法人の運営方針」は、主務大臣が示したミッション及びそれを踏まえた目標を法

人がどのように達成していくか、法人の運営に関するビジョンも含めた方針である。

内部統制に関する局長通知において、業務方法書に記載すべき基本要素「①統制環境」

の事項の一つとして、「法人の運営基本理念・運営方針の策定」を定めている。 

内部統制が機能するには、運営方針を役職員が十分認識（役職員が組織の方針を自

分自身のものとして認識し行動）することが重要であることから、今回、法人におけ

る運営方針の策定、公表、役職員への周知・浸透状況の確認等について、調査した。 

表１ 運営方針の策定及びホームページによる公表・非公表（母数：87 法人） 

※ 内部統制に関する局長通知では、業務方法書の記載事項として、運営方針の公

表までは提示していない。 

・運営方針は全法人で策定・周知。運営方針をホームページで公表は 74 法人（85.1％） 

・運営方針の役職員への主な周知方法は、イントラネットへの掲示 71 法人（81.6％）、

研修 52 法人（59.8％）など【複数回答】 

・運営方針の役職員への浸透状況の確認を行っている法人は 24 法人（27.6％）。主な

確認方法は、アンケート（職員意識調査を含む。）９法人、個別面談８法人など【複

数回答】

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

87 100.0% 74 85.1% 13 14.9%

うちホームページ公表法人

公表 非公表
策定法人数

表２ 法人の運営方針の役職員への周知方法（母数:87 法人 ※複数回答） 

※ 内部統制に関する局長通知では、業務方法書の記載事項として、役職員への周

知方法までは提示していない。 

その他の主な内容 

・理事⻑との⾯談、理事⻑が役員会や⽀部⻑等の会議で説明、理事⻑メッセージの
オンライン動画配信

・電⼦メールで通知、職員証の裏⾯記載
・定例の会議で周知、巡回説明会を実施
・ホームページ・パンフレット等に記載 など

表３ 法人の運営方針の役職員への浸透状況の確認の有無（母数：87 法人） 

※ 内部統制に関する局長通知では、業務方法書の記載事項として、浸透状況の確

認までは提示していない。 

法人数 割合

役職員への周知の実施 87 100.0%

イントラネットへの掲示 71 81.6%

研修による周知 52 59.8%

集会の場における周知 32 36.8%

掲示板への掲示 26 29.9%

携帯用カードの配布 16 18.4%

ハンドブックの配布 16 18.4%

その他 18 20.7%

事項

周
知
方

法
（

複
数
回
答
）

事項 法人数 割合

確認 24 27.6%

未確認 63 72.4%

計 87 100.0%
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表４ 役職員への浸透状況の確認方法（母数：浸透状況確認 24 法人 ※複数回答） 

※ アンケートに職員意識調査を含む。

【運営方針を役職員に浸透させる取組例】 

取組内容 

様々な角度から職員の就業環境を検証し、効果的・効率的な業務遂行に繋げるた

め、４～５年ごと（直近では 2020 年度）に、全職員を対象としたオンライン又は

紙による職員意識調査を外部委託により実施。回答形式は、選択肢及び自由記載と

しており、集計・分析した結果を、匿名化した上で内部向けホームページにて掲

載。 

運営方針の浸透状況に関連する質問項目は以下のとおり。 

［あなたの職場］ 

・研究所の方針等の伝達・共有

［トップマネジメント（理事長、理事）］ 

・経営理念を意識した行動

・経営トップの考えの周知と理解

・理事長活動報告・経営方針等の理解

法人の基本理念、ビジョン、行動指針の浸透状況について、年１回（12 月頃）

「内部統制に関する意識調査」を全職員（役員を除く）に対して実施。 

調査結果は、法人内に共有するとともに、部署別等詳細に分析し、部長職へのフ

ィードバックを実施。フィードバックを踏まえた各部署での取組状況のフォロー

アップを実施し、全部署の取組事例を法人内に共有。

事項 法人数 その他の主な内容

アンケート 9 ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ

個別面談 8 研修後のチェックシート

その他 8 役員によるヒアリング

会議等で実績等確認　など

表５ 浸透状況の確認（令和元年度）と年度評価（令和元事業年度）における評定 

との比較 

（２）役職員の倫理行動指針

「役職員の倫理行動指針」は、役職員が倫理的に適切な判断、行動を行うために遵

守すべき事項として定めた指針である。内部統制に関する局長通知において、業務方

法書に記載すべき基本要素「①統制環境」の事項の一つとして、「役職員の倫理指針・

行動指針の策定」を定めている。 

内部統制が機能するには、倫理行動指針を役職員が十分認識し行動することが重要

であることから、今回、倫理行動指針の策定、公表、役職員への周知・浸透状況の確

認等について、調査した。 

表６ 役職員の倫理行動指針の策定及びホームページによる公表・非公表(母数：87

法人) 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、業務方法書の記載事項として、公表までは提

示していない。 

実施率
b/a（％）

Ｃ評定のない法人（注） 74 22 29.7%

Ｃ評定を有する法人 13 2 15.4%

全体 87 24 27.6%

（注）全てＢ評定以上

区分
法人数

a

運営方針の浸
透状況の確認

b

法人数 割合 公表 割合 非公表 割合

87 100.0% 61 70.1% 26 29.9%

策定法人数 うちホームページ公表法人

・倫理行動指針は全法人で策定・周知。倫理行動指針をホームページで公表は 61 法

人（70.1％） 

主な周知方法は、イントラネットへの掲示80法人（92.0％）、研修72法人（82.8％）

など【複数回答】 

・倫理行動指針の役職員への浸透状況の確認を行っている法人は 43法人（49.4％）。

主な確認方法は、アンケート（職員意識調査を含む。）27 法人、個別面談 11 法人

など【複数回答】 
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表７ 法人の倫理行動指針の役職員への周知方法(母数：87 法人 ※複数回答) 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、業務方法書の記載事項として周知方法までは

提示していない。 

その他の主な内容 

・理事長による全職員向けメッセージ

・電子メールで通知、コンプライアンス便り、コンプライアンスクイズを配信、巡

回説明会の実施

・執務室やミーティングスペースに掲示

・倫理月間期間中にパソコン起動時のポップアップ画面で啓蒙

表８ 法人の倫理行動指針の役職員への浸透状況の確認（母数：策定 87 法人） 

    

※ 内部統制に関する局長通知では、業務方法書の記載事項として、浸透状況の確

認までは提示していない。 

法人数 割合

役職員への周知の実施 87 100.0%

イントラネットへの掲示 80 92.0%

研修による周知 72 82.8%

掲示板への掲示 35 40.2%

ハンドブックの配布 33 37.9%

推進週間の実施 32 36.8%

集会（朝礼など）の場における周知 30 34.5%

携帯用カードの配布 25 28.7%

館内放送による周知 3 3.4%

その他 12 13.8%

周
知
方
法
（

複
数
回
答
）

事　　項

事項 法人数 割合

確認 43 49.4%

未確認 44 50.6%

計 87 100.0%

表９ 役職員への浸透状況の確認方法     （母数：43 法人 ※複数回答） 

【倫理行動指針を役職員に浸透させる取組例】 

取組内容 

様々な角度から職員の就業環境を検証し、効果的・効率的な業務遂行に繋げるた

め、４～５年ごと（直近では 2020 年度）に、全職員を対象としたオンライン又は

紙による職員意識調査を外部委託により実施。回答形式は、選択肢及び自由記載と

しており、集計・分析した結果を、匿名化した上で内部向けホームページにて掲

載。 

倫理行動指針の浸透状況に関連する質問項目は以下のとおり。 

〇モラルやルールの遵守 

・職場における規程・ルールの明示と活用

・業務に関する規程・ルールの理解

倫理行動指針を事前に確認できる状況やその場で検索できる状況での問いで

は、浸透状況の実態を把握することが難しいため、機構内の研修や集会の際に、事

前予告なしに質疑形式などで、参加している職員へ問題を提示し、回答させること

で、倫理行動指針が当機構内にどの程度浸透しているかを確認。 

その上で、より浸透させるために、職員の倫理行動指針に関するエピソードを機

構内広報で発信することで、実例をもって、倫理行動指針に沿った取組を紹介し、

職員に倫理行動指針が浸透するように努めている。 

表 10 浸透状況の確認（令和元年度）と年度評価（令和元事業年度）における評定と

の比較 

事項 法人数 その他の主な内容

アンケート 27 年１回以上、コンプライアンス点検を実施

個別面談 11 ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ

その他 11 研修後のチェックシート・テスト

職場内（課、室、チーム単位）で意見交換など

実施率
ｃ/a（％）

Ｃ評定のない法人（注） 74 40 54.1%

Ｃ評定を有する法人 13 3 23.1%

全体 87 43 49.4%

（注）全てＢ評定以上

区分
法人数

a

倫理行動指針
の浸透状況の
確認 ｃ
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２ 内部統制組織 

（１）内部統制委員会

内部統制委員会は、法人全体の内部統制に関する基本的な方針を定め、推進する

機関である。内部統制に関する局長通知において、業務方法書に記載すべき基本要

素「①統制環境」の事項の一つとして、「理事長をトップとする内部統制委員会等

の設置」を定めている。実際の運用においては、法人の組織の規模や特性に応じて

役員会等での代替も可能となっている。 

表 11 内部統制委員会の設置状況（母数：87 法人） 

※ 内部統制委員会は、法人の規模等を考慮し、役員会等での機能の代替が可能と

なっている。 

表 12 内部統制委員会設置法人の委員会構成員（母数：82 法人）（役員会等で代替５

法人を除く ※複数回答） 

 

※ 内部統制委員会の構成員の状況をみたところ、内部統制を構築・運用すべき立

場にある法人の長が構成員に含まれていない法人が６法人みられた。内部統制委

員会の構成員に法人の長が入っていない６法人は、その主な理由として、内部統

制委員会自体は、法人の長の下に置かれており、その活動については、法人の長

の統制の下に置かれているためとしている。 

事項 法人数 割合

内部統制委員会を設置 82 94.3%

なし（役員会等で代替） 5 5.7%

計 87 100.0%

区分 法人の長 監事 理事 部局長級 課長級 有識者

法人数 76 55 79 64 22 8

割合 92.7% 67.1% 96.3% 78.0% 26.8% 9.8%

・内部統制委員会は、役員会等でその機能を代替している法人（注）を含め、87 法

人全てで設置

（注）役員会等でその機能を代替している法人は５法人

・内部統制規程を策定している法人は 85 法人（97.7％）

・リスク管理委員会は、役員会等でその機能を代替している法人（注）を含め、87 法

人全てで設置

（注）役員会等でその機能を代替している法人は５法人

表 13 内部統制規程策定の有無 （母数：87 法人） 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、内部統制規程の策定までは提示していない。 

表 14 内部統制規程における内部統制の定義（※）（母数：内部統制規程策定 85 法人） 

 

※ 独立行政法人における内部統制とは、「中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業

務を行い、独立行政法人のミッションを有効かつ効率的に果たすため、法人の長が

法人の組織内に整備・運用する仕組み」である。（平成 22 年 3 月 独立行政法人に

おける内部統制と評価に関する研究会） 

表 15 内部統制規程のホームページ公表     （母数：内部統制規程策定 85 法人） 

 

（２）リスク管理委員会

リスク管理委員会は、法人のリスク管理方針等の策定、リスクの評価・対応を行

う機関である。内部統制に関する局長通知において、業務方法書に記載すべき基本

要素「①統制環境」の事項の一つとして「リスク管理委員会の設置」を定めている。

実際の運用においては、法人の組織の規模や特性に応じて役員会等での代替も可能

となっている。 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

85 97.7% 2 2.3% 87 100.0%

策定あり 策定なし 計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

78 91.8% 7 8.2% 85 100.0%

総務省の研究会報告
の定義と同じ

異なる（内部統制を
法令遵守と定義など

としている）
計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

28 32.9% 56 65.9% 1 1.2% 85 100.0%

計公表あり 公表なし 未回答
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表 16 リスク管理委員会の設置 （母数：87 法人） 

 

※ リスク管理委員会は、法人の規模等を考慮し、役員会等での機能の代替が可

能となっている。 

 

表 17 リスク管理委員会の構成員（母数：82 法人）（役員会等で代替５法人を除く 

※複数回答） 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、内部統制委員会とは異なり、法人の長をト

ップに置くことまで提示していない。これは、リスク管理委員会が内部統制委

員会の下部に位置付けられることによる。（リスク管理は内部統制の一部） 

 

表 18 リスク管理委員会の活動内容        （母数：87 法人 ※複数回答） 

 

 

 

  

事項 法人数 割合

リスク管理委員会を設置 82 94.3%

なし（役員会等で代替） 5 5.7%

計 87 100.0%

区分 法人の長 監事 理事 部局長級 課長級 有識者

法人数 53 48 76 75 33 15

割合 64.6% 58.5% 92.7% 91.5% 40.2% 18.3%

区分
法人部門にお
けるリスク評
価

法人部門にお
けるリスク低
減策の検討

リスク管理委
員会における
リスク評価

リスク管理委
員会における
リスク低減策
の検討

法人数 73 73 77 76

割合 83.9% 83.9% 88.5% 87.4%

 
 

３ 外部通報・内部通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部通報・内部通報は、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号）上の公益通

報を意味する。また、国の行政機関において、外部の労働者等からの公益通報者保護

法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に取り扱うため、各

行政機関が取り組むべき基本的事項を定めた、公益通報者保護法を踏まえた国の行政

機関の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの通報）（平成 17 年７月

19 日関係省庁申合せ）が定められている。ガイドラインでは、通報対応の仕組みの整

備及び運用、通報受付窓口の設置等が定められている。 

これらを踏まえ、内部統制に関する局長通知において、業務方法書に記載すべき基

本要素「①統制環境」の事項の一つとして、「外部通報規程の整備・相談窓口の設置」、

「内部通報規程の整備・相談窓口の設置」を定めている。(規程の内容までは提示し

ていない。) 

 

表 19 外部通報規程の策定状況         （母数：87 法人 ※規定内容は複数回答） 

 

 

表 20 内部通報規程の策定状況         （母数：87 法人 ※規定内容は複数回答） 

 

  

事項 法人数 割合 規程内容 法人数 割合

策定 87 100.0% 通報対象事案の定義 87 100.0%

通報者保護 87 100.0%

通報窓口 87 100.0%

報告経路 87 100.0%

事項 法人数 割合 規程内容 法人数 割合

策定 87 100.0% 通報対象事案の定義 87 100.0%

通報者保護 87 100.0%

通報窓口 87 100.0%

報告経路 87 100.0%

外部通報規程 

・外部通報規程は全法人で策定 

・規程内容をみると、「通報対象事案の定義」、「通報者保護」、「通報窓口」「報告経

路」について全法人で規定 

内部通報規程 

・内部通報規程は全法人で策定 

・規程内容をみると、「通報対象事案の定義」、「通報者保護」、「通報窓口」「報告経

路」について全法人で規定 
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４ 法令違反事案等 

 

 

 

 

 

 

（１）法令違反事案 

法令違反事案発生時においては、その的確な対応が重要であり、法令違反事案へ

の対応を誤ると、法令違反事案と対応誤りを合わせたより一層の信頼の失墜を招く

リスクが非常に高い。このため、対応についての具体的な取組をまとめたものの策

定が重要である。 

内部統制に関する局長通知では、業務方法書に記載すべき基本要素「②リスクの

評価と対応」において、「リスク顕在時における広報体制及びマニュアルの整備」

を定めるとともに、同じく基本要素「③統制活動」において、「違反事実発生時の対

応マニュアルの整備、速やかな是正措置及び再発防止策の決定」を定めている。 

 

表 21 法令違反事案発生時の対応規程等の策定状況             （母数：87 法人） 

 

 

 

 

  

事項 法人数 割合 対応規程等の内容 法人数 割合

策定 87 100.0% 報告先

計 87 100.0%   法人の長 80 92.0%

  監事 68 78.2%

　理事 73 83.9%

報告体制 82 94.3%

速やかな原因究明・是
正措置の決定

80 92.0%

再発防止対策 75 86.2%

公表基準 45 51.7%

公表時期

　発生時 34 39.1%

　是正措置 30 34.5%

　再発防止 27 31.0%

・法令違反事案発生時の対応についての規程等は、全法人で策定済み 

・防災業務計画について全法人で策定済み 

・事業継続計画を策定している法人は 80 法人（92.0％）。未策定７法人（8.0％） 

・感染症発生時の対策マニュアルを策定している法人は 85 法人（97.7％）。未策定で

あるが、対応は考慮している法人が２法人（2.3％） 

 
 

（２）防災業務計画及び事業継続計画（ＢＣＰ） 

平成 17 年９月に中央防災会議が決定した「首都直下地震対策大綱」等に基づき、

各府省において業務継続計画が策定された。平成 26 年３月 28 日の閣議において、

首都直下地震対策特別措置法に基づき、「政府業務継続計画（首都直下地震対策）」

が決定された。 

平成 28 年４月には、内閣府において、政府業務継続計画（首都直下地震対策）

等を踏まえ、「中央省庁業務継続ガイドライン第２版」が策定され、平成 29 年 12

月には、大規模地震・津波災害が発生した際に各機関がとるべき行動内容を定めた

「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」が中央防災会議幹事会で決定された。 

内部統制に関する局長通知では、業務方法書に記載すべき基本要素「①統制環境」

において、「防災業務計画及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定」を定めるとともに、

同じく基本要素「②リスクの評価と対応」において、「防災業務計画及び事業継続

計画（ＢＣＰ）に基づく訓練等の実施」を定めている。実際の運用においては、他

に的確に対応できる方法等について定めた規程等での代替も可能となっている。 

 

ア 防災業務計画 

 

表 22 防災業務計画の策定及び見直し状況         （母数：87 法人） 

 

 

表 23 防災に関する机上訓練、実践訓練実施        （母数：87 法人） 

 

事項 法人数 割合 見直し頻度 法人数 割合

策定 87 100.0% 毎年定期的 9 10.3%

計 87 100.0% 必要の都度 78 89.7%

計 87 100.0%

机上訓練 法人数 割合 実践訓練 法人数 割合

実施 40 46.0% 実施 79 90.8%

未実施 47 54.0% 未実施 8 9.2%

計 87 100.0% 計 87 100.0%
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表 24 訓練対象施設、訓練回数（母数：机上訓練実施 40 法人、実践訓練実施 79 法

人） 

 

 

イ 事業継続計画（ＢＣＰ） 

 

表 25 事業継続計画の策定等の状況  （母数：87 法人、事業継続計画策定 80 法人） 

 

【未策定の状況・理由】 

・過去数年間において組織の改編・業務の追加があったため未策定。 

・複数の施設を保有する法人の法人本部において、施設ごとの策定状況に関する

フォローアップの不徹底により一部の施設で未策定。 

・防災業務計画に一部の事業継続計画が組み込まれている状態であったため、独

立した事業継続計画の策定が遅れていた。 

・新型コロナウイルス対策を優先したため未策定。 

 

表 26 事業継続に関する机上訓練、実践訓練実施              （母数：87 法人） 

 

訓練対象 法人数 割合 訓練対象 法人数 割合

全部局 28 70.0% 全部局 64 81.0%

一部部局 12 30.0% 一部部局 15 19.0%

計 40 100.0% 計 79 100.0%

実績 法人数 割合 実績 法人数 割合

年１回 24 60.0% 年１回 41 51.9%

年２回以上 14 35.0% 年２回以上 35 44.3%

不明 2 5.0% 不明 3 3.8%

計 40 100.0% 計 79 100.0%

事項 法人数 割合 見直し頻度 法人数 割合

策定 80 92.0% 毎年定期的 3 3.8%

未策定 7 8.0% 必要の都度 73 91.3%

計 87 100.0% 未回答 4 5.0%

計 80 100.0%

机上訓練 法人数 割合 実践訓練 法人数 割合

実施 23 26.4% 実施 40 46.0%

未実施 64 73.6% 未実施 47 54.0%

計 87 100.0% 計 87 100.0%

 
 

 

表 27 訓練対象施設、訓練回数（母数：机上訓練実施 23 法人、実践訓練実施 40 法

人） 

 

 

 

（３）感染症対策 

近年の新型インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症は、法人のミッシ

ョンの達成への重大なリスクと考えられ、こうしたリスクに対応するための対策を

準備しておくことは重要である。なお、内部統制に関する局長通知では、業務方法

書に記載すべき基本要素「①統制環境」において、「リスク管理に関する規程の整

備」を定めているが、感染症対策のマニュアルの策定は提示していない。 

 

表 28 感染症対策マニュアルの策定状況（母数：87 法人） 

 

 

【未策定の状況・理由】 

・国が推奨する施策（テレワーク、時差出勤、WEB による会議開催等）を広く周知

している。 

・実際の感染状況や政府の指示等を踏まえ、都度必要な指示を発出するなど柔軟

に対応すべきであり、マニュアル策定の必要性は高くないと判断しているため。 

 

 

訓練対象 法人数 割合 訓練対象 法人数 割合

全部局 13 56.5% 全部局 31 77.5%

一部部局 10 43.5% 一部部局 9 22.5%

計 23 100.0% 計 40 100.0%

実績 法人数 割合 実績 法人数 割合

年１回 14 60.9% 年１回 24 60.0%

年２回以上 8 34.8% 年２回以上 13 32.5%

不明 1 4.3% 不明 3 7.5%

計 23 100.0% 計 40 100.0%

事項 法人数 割合

策定 85 97.7%

未策定 2 2.3%

計 87 100.0%
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表 29 感染症対策マニュアルの内容（母数：感染対策マニュアル作成 85 法人。ただ

し、外部開放施設利用制限の母数は、外部開放施設を保有する 56 法人） 

 

  

同マニュアルの内容 法人数 割合 その他の内容

出勤抑制 79 92.9% 会議のオンライン、書面開催

テレワーク 72 84.7% 海外渡航、出張制限　　など

執務室衛生管理 77 90.6%

マスク着用 82 96.5%

感染確認時対応 80 94.1%

外部開放施設利用制限 44 78.6%

その他 10 11.8%

 
 

５ 研究費管理体制・研究費配分【国立研究開発法人のうち自ら研究開発を行ってい

る 24 法人（研究資金配分を主たる業務としている３法人を除く）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究費については、過去の不適切な管理を踏まえ、内部統制に関する局長通知の業

務方法書に記載すべき基本要素「①統制環境」において「研究予算の配分基準の明確

化」、同じく基本要素「②リスクの評価と対応」において「研究費の適正経理」「経費

執行の内部けん制」、同じく「⑦その他」において「評価結果を法人内部の予算配分

等に活用する仕組みの構築」を提示している。 

 
表 30 研究費管理体制（管理規程）の作成の有無、管理規程の内容（母数：24 法人） 

 
※ 内部統制に関する行政管理局長通知では、研究費管理規程の策定は提示されて

いない。 

 

表 31 研究費管理体制            （母数：24 法人） 

 

 

管理規程 法人数 割合 管理規程の内容 法人数 割合

策定 24 100.0% 責任者明記 23 95.8%

計 24 100.0% 管理部署明記 1 4.2%

計 24 100.0%

研究費管理体制の取組 法人数 割合

資金管理の一元化（経理部門等一元管理） 23 95.8%

契約規程等における研究部門購買規程 11 45.8%

研究部門購買時の契約部門関与（契約） 22 91.7%

研究部門購買時の契約部門関与（検収） 22 91.7%

小口現金制度（前途資金等） 13 54.2%

資金の横領等防止対策 24 100.0%

・研究費管理規程は 24 法人全てで策定 

・資金管理の一元化（経理部門等一元管理）は 23 法人（95.8％）で実施 

・競争的資金の個人等管理は 24 法人全てで未実施 

・研究予算の配分基準の策定状況について、運営費交付金については、24 法人全

てで策定されていた。運営費交付金以外のその他研究費については、基本的に補

助金、受託などについて策定している法人が 16 法人（66.7％）、未策定としてい

る法人が８法人（33.3％）みられた。 

・研究予算において法人の長の裁量経費を設けている法人は 21 法人（87.5％）み

られた。 
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【資金管理の一元化未実施の状況】 

取組内容 

・経理部門が各研究部門（以下「研究ユニット」という。）の研究費の予算執行

管理、不正使用の防止を一括して行っているものではなく、基本的には、研究

ユニットにおいて管理を実施 

・予算執行のチェック体制・方法については、研究ユニットごとに、研究ユニ

ット長の責任において、予算執行の際にはチェックを行い、承認の可否を判断 

 

【契約規程等における研究部門購買規程を設けている主な理由、条件、チェック】 

１ 理由 調達の迅速化のため 

条件 予定価格が 100 万円（物件の借入れにあっては 80 万円）

を超えない契約を対象としている。随意契約案件を除き、

複数者からの見積徴取（見積り合せ又はオープンカウンタ

ー）を行う。 

契約のチェッ

ク体制・方法 

財務部契約室及び監査室において、定期的に抽出点検を

実施 

２ 理由 業務の効率化、合理化を図るため。 

条件 物品購入又は物品借入については 10 万円未満、工事や

役務提供等については 50 万円未満 

契約のチェッ

ク体制・方法 

契約履行に関する確認は、事務部門である経理課が実

施。 

３ 理由 研究に必要な物品、役務の機動的な調達 

条件 一般的な入札及び随意契約のルールに従うほか、取得単

価が税込 160 万円以上の固定資産を購入する場合には研究

機器購入小委員会による審議を必須 

契約のチェッ

ク体制・方法 

事務部門が行う発注時、経理システムへの入力時には、

適正な契約であることを確認    

４ 理由 海外における現地活動を行っており、事務部門の担当者

による契約が困難である場合に限り、現地において必要と

なる購買等のため「海外会計実施要領」を定め、研究者等

を出納員に任命して契約権限を委譲し購買等を実施 

条件 物品購入については 50 万円以上、役務については 100 万

円以上の場合、経理責任者の事前承認を実施 

契約のチェッ

ク体制・方法 

出納員は経理責任者へ月次報告をすることと規定して

おり、毎月、帳簿及び関係書類を提出させ事務部門のチェ

ックを受ける体制としている。 

 
 

【小口現金制度（前途資金等）（対研究部門）を設けている主な理由等】 

主な理由等 

海外の現地オフィスにおける支払等を考慮して制度は設けられており、前渡

資金責任者は定期的に前渡資金精算書を作成し、経理部門に報告する仕組み。 

なお、前渡資金責任者は財務部長が指名する者と定められているが、現在ま

でに前渡資金の実績なし。 

出張等の際に現地で業務上必要な契約・支出行為を行う場合を想定して、当

該役職員を資金前渡役（会計機関の一つ）に指名した上で資金を携行させる制

度を運用。研究部門においては、国内外でのフィールド調査の際などにこの制

度を使用し、現地に行かなくては内容が確定しない消耗品の調達等を実施。 

手続（資金前渡役の指名、携行資金の引渡し、携行資金の使用、精算）の各

段階において、経理部にて申請書・証ひょう類とともに複数人によるチェック

を行った上で決裁等を実施。 

研究業務の特性上、緊急の旅行命令や不便な地での業務遂行があり、このよ

うな場合に、やむを得ず現金での支払いが不可欠なケースがあるため、小口現

金制度を設けている。 

小口現金制度のチェック体制・方法については、請求者が事前に関連資料を

添えて、所属部門の研究ユニット長の承認を得た上で、経理部門へ請求を行う。

業務が完了した後は、請求者は、支払証明書類等とともに、研究ユニット長の

承認を得た上で、経理部門へ精算の請求を行い、経理部門が内容の確認を実施

して精算を行う体制となっている。 

 

【小口現金制度（前途資金等）（対研究部門）を設けていない主な理由等】 

主な理由等 

緊急時ややむを得ない場合又は業務上必要がある場合に立替払で対応が可能

であるため。 

現金の受渡しを帳簿で管理する必要が生じること、管理に伴うリスクを踏ま

え、小口現金制度を設けていない。交通費や、急に必要になった消耗品等を購

入する場合などの一般的に小口現金で対応する事案は、立替払で対応。 

 

 

 

 

 

 

 

55



 
 

表 32 研究費予算の配分（配分基準の策定）    (母数：配分基準策定 24 法人) 

 
※ その他研究費について配分基準を策定していない理由は、基本的に補助金、受

託等は使用目的や使途が決まっているため、配分基準を策定する必要がないため

としている。 

 

表 33 研究費予算の配分（裁量経費）（母数：配分基準策定 24 法人） 

 

※ 法人の長の裁量経費を設けていない法人は、法人の長の裁量のみで研究予算の

配分を決めるのではなく、法人内に合議制の機関を設けているためなどとしてい

る。 

※ 内部評価、法人評価、外部評価の結果を研究費予算の配分に活用していない法

人は、主に研究者個人の研究ごとに予算を配分しているためなどとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運営費交付金 法人数 割合 その他研究費 法人数 割合

策定 24 100.0% 策定 16 66.7%

計 24 100.0% 未策定 8 33.3%

計 24 100.0%

取組の状況 法人数 割合

法人の長の裁量経費 21 87.5%

評価結果の裁量への活用 20 83.3%

 
 

６ 研究不正の防止等【国立研究開発法人】 

（１） 研究不正の防止 

 

 

 

 

 
研究不正の防止は、研究開発活動の信頼性確保、科学技術の健全な発展等の観点か

らも極めて重要な課題である。総合科学技術会議において「研究上の不正に関する適

切な対応について」（平成 18 年２月）を決定。これに基づき各省では、「研究活動の

不正行為への対応に関する指針」を策定し、所管の独立行政法人等に指針に沿って、

研究活動の不正行為への適切な対応（関係規程の策定、コンプライアンス研修の実施

など）を求めている。 

内部統制に関する局長通知では、業務方法書に記載すべき基本要素「②リスクの評

価と対応」において「論文捏造等研究不正の防止」を定めている。なお、具体的な取

組までは提示していない。 

 

表 34 研究不正の防止等の状況（管理規程）(母数 27 法人 ※管理規程の内容は複

数回答) 

 

 

表 35 研究不正の防止等の状況 （母数 27 法人 ※複数回答） 

 

 

 

 

管理規程 法人数 割合 管理規程の内容 法人数 割合

策定 27 100.0% 責任者明記 27 100.0%

計 27 100.0% 管理部署明記 26 96.3%

研究不正の定義有 27 100.0%

不正通報窓口等明記 26 96.3%

研究不正の防止等の状況 法人数 割合

研究倫理教育（集合研修） 24 88.9%

研究倫理教育（ｅーｌｅａｒｎｉｎｇ） 26 96.3%

研究不正認定者等へのペナルティ 27 100.0%

論文捏造対策（文書類似度判定ツール） 13 48.1%

・研究不正の防止に関する管理規程を全ての国立研究開発法人（27 法人）で策定 

・研究倫理教育の実施状況をみると、27 法人全てで実施しており、集合研修の実施

24 法人（88.9％）、ｅ―ｌｅａｒｎｉｎｇ（競争的資金申請時のものを含む。）の

実施 26 法人（96.3％） 
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（２）共同研究における情報管理・知的財産保護 

 

 

 

 

 

 

研究開発においては、近年、研究成果の社会実装が強く求められており、民間企業

等との共同研究が増加している。特に海外機関との共同研究が進む中、機密情報の管

理が問題となっている。内部統制に関する局長通知においては、業務方法書に記載す

べき基本要素「①統制環境」において「リスク管理に関する規程の整備」を定めてい

るが、共同研究に関する事項までは提示していない。 

 

表 36 共同研究における情報管理・知的財産保護の状況（母数：27 法人 ※共同研

究契約の内容は複数回答、共同研究契約締結あり 25 法人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同研究契約 法人数 割合 共同研究契約の内容 法人数 割合

締結あり 25 92.6% 秘密保持に関する規程等あり 24 96.0%

締結なし 2 7.4% 研究成果の公表に関する規程等あり 24 96.0%

計 27 100.0% 特許出願等に関する規程等あり 25 100.0%

著作物の権利に関する規程等あり 21 84.0%

・共同研究の相手方との共同研究契約の締結の有無をみると、共同研究を実施して

いる 25 法人は全て締結と回答 

・共同研究契約において、秘密保持規程 24 法人（96.0％）、研究成果の公表規程 24

法人（96.0％）、特許出願規程 25 法人（100.0％）、著作権規程 21 法人（84.0％）

を規定 

 
 

７ 情報漏えい・ハッキング対策等 

 

 

 

 

 

 

 

各法人では、政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえて、情

報セキュリティ対策を講じている。 

内部統制に関する局長通知では、業務方法書に記載すべき基本要素「①統制環境」

において「情報セキュリティに関する規程の整備」、同じく基本要素「④情報と伝達」

において「データへのアクセス権の設定」、同じく基本要素「⑥ＩＣＴへの対応」に

おいて「情報システムの脆弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの

向上など情報システムにまつわるリスクに対するリスクコントロールが適切に整備・

運用されていることを担保するための有効な手段の確保」「情報漏えいの防止（特に、

システム管理を外部に委託している場合における情報漏えい防止）」を定めている。 

なお、情報関連業務の外部委託規程の策定までは提示していない。 

 

  

・情報漏えい・ハッキング対策を含む情報システムの運用全般に関する規程等を 87

法人全てで策定 

・情報関連業務の外部委託に関する規程を 83 法人（95.4％）で策定 

・外部委託契約時に機密情報の取扱いに関する事項を 84 法人（96.6％）で規定 

・廃棄委託契約における機密情報等を格納したハードディスクなどの廃棄確認に関

する事項を 63 法人（72.4％）で規定 
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表 37 情報セキュリティ対策を講じている法人、対策の状況（母数：87 法人 ※複

数回答） 

  

※ 施錠・テンキーなど 
 

表 38 情報関連業務の外部委託契約に関する措置（母数：87 法人 ※複数回答） 

 

  

法人数 割合

87 100.0%

情報システム運用全般に関する規程 86 98.9%

システム脆弱性検証 80 92.0%

アクセスログ点検 75 86.2%

情報リテラシー研修 85 97.7%

ＵＳＢメモリー等の管理 81 93.1%

アクセス権の設定 87 100.0%

パスワード管理 85 97.7%

サーバー室入退室管理

入退出記録 紙媒体 63 72.4%

電子媒体 55 63.2%

入室制限 生体認証 27 31.0%

カード認証 63 72.4%

生体・カード以外（※） 20 23.0%

対
策
の
状
況

事項

情報セキュリティ対策を講じている法人

外部委託契約に関する措置 法人数 割合

外部委託契約の規程の策定 83 95.4%

外部委託契約の規定

機密情報の扱い 84 96.6%

緊急時の連絡体制 74 85.1%

廃棄委託契約におけるハードディスク
廃棄委託時の確認に関する事項

63 72.4%

 
 

８ その他 

（１）業務の流れ図について 

 

 

 

 

 

 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、業務の流れ図の策定までは提示していない。 

 

表 39 業務の流れ図の作成の有無   （母数：87 法人） 

 

 

表 40 業務の流れ図を作成していない理由     （母数：作成なし 16 法人） 

 

 

【その他の理由】 

外部コンサルタントに委託し、業務分析及びリスクの識別・評価を実施した。 

新システムに対応するＳＯＰ（標準作業手順書）・業務の流れ図等を作成中 

当機構では、業務の流れ図を作成する代わりに、業務実施の障害となり得るリス

クの分析、並びにそれに対する評価及び対応を行うための体制を規程で定め、これ

に基づき各部等が所掌業務に関する業務の流れ図を点検することにより、リスク

評価を行っている。 

当機構の業務の実施方法については、業務の流れ図に代わるものとして業務に

関する事務規程等に定めた上で、これらに基づき業務を実施しているため。 

 

表 41 業務の流れ図の作成単位（母数：業務の流れ図作成 71 法人） 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

71 81.6% 16 18.4% 87 100.0%

作成あり 作成なし 計

組織規模小 作成余裕なし 単純業務 その他 計

7 4 1 4 16

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

28 39.4% 32 45.1% 11 15.5% 71 100.0%

計部局 課・室 係・班

・業務の流れ図を作成している法人は 71 法人（81.6％） 

・作成単位は、課・室が 32 法人（36.8％）、28 法人（32.2％）等 

・見直しの頻度は、業務変更の都度が 46 法人（52.9％）、年 1回が 19 法人（21.8％）

等 

・リスク認識活用をしている法人は 67 法人（77.0％） 

・リスク分析活用をしている法人は 66 法人（75.9％） 

58



 
 

表 42 業務の流れ図の見直し頻度（母数：業務の流れ図作成 71 法人） 

 

 

 

表 43 業務の流れ図のリスク認識（※）への活用の有無（母数：業務の流れ図作成 71

法人） 

 

※ 業務の流れ図を作成し、リスクの有無の認識を行うこと。 

 

表 44 業務の流れ図のリスク分析（※）への活用の有無（母数：業務の流れ図作成 71

法人） 

 

※ 業務の流れ図を作成し、リスクの重要性の分析を行うこと。 

 

 

  

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

1 1.4% 19 26.8% 3 4.2% 2 2.8%

毎月 年１回 半期 四半期

法人数 割合 法人数 割合

46 64.8% 71 100.0%

業務変更の都度 計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

67 94.4% 4 5.6% 71 100.0%

活用あり 活用なし 計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

66 93.0% 5 7.0% 71 100.0%

活用なし活用あり 計

 
 

（２）運営費交付金の配分 

 

 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、運営費交付金の配分基準の策定までは提示し

ていない。 

 

表 45 運営費交付金の配分基準の策定・見直しルールの有無・評価結果に基づく配分

変更の有無（母数：87 法人） 

 

※ 運営費交付金の交付を受けていない法人も含まれている。 

 

 

（３）施設利用管理体制 

 

 

 

 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、施設利用管理規定の策定までは提示していな

い。 

 

表 46 施設利用管理規程の有無、利用状況の把握方法、把握時期（母数：87 法人） 

 

 

 

区分 配分基準の策定 見直しルール
評価結果に基づ
く配分変更

法人数 47 32 18

割合 54.0% 36.8% 20.7%

利用状況

把握方法 把握時期

法人数 割合 法人数 法人数 法人数

55 63.2% 内部規程 40 利用簿（電子媒体） 28 リアルタイム 18

内部規程細則 4 利用簿（紙媒体） 17 日ごと 14

理事長通達 3 未回答 10 月ごと 7

未回答 8 年ごと 6

未回答 10

施設利用管理
規程あり

根拠規程

・運営費交付金の配分基準を策定している法人は 47 法人（54.0％）、見直しルール 

を有している法人が 32 法人（36.8％）、 

・施設利用管理規程がある法人は 55 法人（63.2％） 

・根拠規程は、内部規程、内部規程細則等 

・利用状況把握方法は、利用簿（電子媒体、紙媒体） 

・把握範囲は、リアルタイム、日ごと等 
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（４）施設運営体制 

 

 

 

 

 

 

 

※ 内部統制に関する局長通知では、施設運営体制までは提示していない。 

 

表 47 施設の管理・運営について外部委託を行っている法人（母数：87 法人） 

 

 

表 48 ＰＦＩ実施法人、実施状況、対象施設等（母数：87 法人） 

 

 

 

※ １：複数回答、未回答の法人あり。 

※ ２：ＢＴＯ：民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転

し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式 

管理・運営の
外部委託あり

委託先

法人数 割合 法人数

25 28.7% 民間企業 15

民間団体 2

公益法人 2

未回答 6

本部・出
先の事務
棟

職員宿舎
研修・会
議施設

その他

完成（運営中） 7 0 5 1 1

工事中 2 1 1 0 0

計 9 1 6 1 1

対象施設

ＰＦＩ実施あり 法人数

ＢＴＯ ＢＯＴ ＢＯＯ ＤＢＯ
サービス
購入型

独立採算
型

ミックス
型

10～20年 21～30年

3 3 1 0 2 4 1 2 5

2 0 0 1 2 0 0 2 0

5 3 1 1 4 4 1 4 5

事業方式（※１）（※２） 事業形態（※３） 契約年数

・施設の管理・運営について外部委託を行っている法人は 25 法人（28.7％） 

・ＰＦＩ実施法人は９法人 

・ＰＦＩ運営対象施設は、職員宿舎、研修・会議施設等 

・事業方式はＢＴＯ、ＢＯＴ等 

・事業形態はサービス購入型、独立採算型 

・契約年数は 10 年～20 年が５法人、21 年～30 年が４法人 

 
 

ＢＯＴ：民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営し、事業終了後に

公共に施設所有権を移転する方式 

ＢＯＯ：民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営をするが、公共へ

の所有権移転は行わない方式 

ＤＢＯ：民間事業者に設計、建設、運営を一括して委ね、施設の所有、資

金の調達については公共が行う方式 

※ ３：サービス購入型：公共が民間事業者による公共サービスの対価として、「サ

ービス購入費」を支払う形態 

独立採算型：公共からの「サービス購入費」等の支払いはなく、公共サー

ビスの提供によりその利用者から支払われる利用料金収入

が民間事業者の収益となる形態 

ミックス型：公共から支払われる「サービス購入費」と、公共サービスの

提供によりその利用者から支払われる利用料金収入の双方

が民間事業者の事業収益となる形態 
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Ⅴ 監事監査等実態調査 

 

監事の機能については、従前、「監事は、独立行政法人の業務を監査する」とのみ規

定されており、監事の具体的権限が必ずしも明確でなく、監事の役割が十分に果たされ

ていないといった指摘も多く見られたことから、平成 26 年制度改正により、監事の役

割について法定し、その権限を強化したものである。 

 また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）

において、「監事監査の指針や会計監査の指針を見直すほか、監事向けの研修・啓発の

実施、主務大臣と監事との定期的な意見交換の実施、監事と会計監査人・第三者機関等

との連携強化、監事を補佐する体制の整備など、監事の機能の実効性を向上させるため

の運用面での取組についても充実させることにより、監査の質の向上を図る。」とされ

たことを踏まえ、運用面で主務大臣が措置すべき事項について、総務省行政管理局から

各府省に対して「独立行政法人の監事の機能強化に伴う措置について」（平成 26 年 11

月 28 日総務省行政管理局長通知。以下「監事の機能強化に関する局長通知」という。）

を通知している。加えて、監事の職責とそれを果たす上での心構えを明らかにし、併せ

て、その職務を遂行するための監査体制の在り方と、監査に当たっての基準及び行動の

指針を定めるものとして「監事監査指針」（平成 26 年 12 月 19 日、令和２年３月 13 日

改定 独立行政法人、特殊法人等連絡会）が定められている。 

 本調査事項は、監事機能の実効性の向上等に向けた検討に資するため、監事の機能強

化に関する局長通知及び監事監査指針に基づく監事監査の実施状況等について調査し

たものである。 

 

１ 監査資源に関する状況 

 監事監査指針において、「監事は、通則法第 20 条第２項に基づき、法人の長と同様、

主務大臣から任命された独立の機関として、法人の業務を監査することにより、法人

の健全な業務運営を確保し、社会的信頼に応える良質な法人の統治体制の確立に資す

る責務を負うものである。」とされており、その職責を全うできるよう、各法人にお

いて必要な環境整備等を行うことが重要である。 

 

  

 

（１）監事の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監事の定数は個別法で定める（通則法第 18 条第３項）こととされている。また、

「中央省庁等改革の推進に関する方針」Ⅲ９（２）において、「監事は複数置くもの

とし、そのうち１名以上は外部の者を起用するものとする。」とされている。通則

法及び個別法に監事の常勤・非常勤に関する定めはないが、通則法第 20 条第３項

において、主務大臣は、監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用

に努めなければならず、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候

補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならないとされている。 

 

 

表１ 監事数、常勤・非常勤の状況 （母数:87 法人） 

 

 
 
 
 

監事総数 割合

３人 8.0% ※１

２人 92.0% ※２

計 100.0%

法人数

7

80

87

法人数 割合 法人数 割合

5 71.4% 9 11.3%

1 14.3% 41 51.3%

1 14.3% 30 37.5%

7 100.0% 80 100.0%

※１　監事総数３人の法人の状況

常勤・非常勤割合

※２　監事総数２人の法人の状況

常勤・非常勤割合

常勤２：非常勤０

常勤１：非常勤１

常勤０：非常勤２

計

常勤３：非常勤０

常勤２：非常勤１

常勤１：非常勤２

計

・監事の総数は、87 法人で 181 人（うち女性 65 人） 

・１法人当たりの監事数をみると、３人が７法人（8.0％）、２人が 80 法人

（92.0％） 

・常勤監事数 77 人（うち女性 10 人）、非常勤監事数 104 人（うち女性 55 人） 

・非常勤監事のみの法人は 30 法人（37.5％）（全て監事総数２人の法人） 

・総監事数 181 人中、公募による選任を受けた監事 21 人（11.6％） 

・監事の出身は、全ての法人で監事総数のうち１人以上は、公務員・独立行政法人

職員以外である。 

・監事間の情報共有は定期的な実施が 70 法人（80.5％）、不定期が 17 法人（19.5％） 
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表２ 監事総数、常勤・非常勤の内訳（※）    （母数:監事数 181 人） 

 

 

表３ 監事の前職（※）                （母数:監事数 181 人） 

 

 

※ 「前職」とは、監事として任命される前の最直近の職である。 

 

表４ 前職が公務員又は独法役職員の監事がいる法人における他の監事の前職 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合

181 100.0% 77 42.5% 104 57.5%

65 35.9% 10 13.0% 55 52.9%うち女性数

監事数

常勤監事 非常勤監事監事全体
区分

区分 公務員
独法役職
員

公的法人
役職員

国立大学
法人教員

私立大学
等教員

監査法人

監事数 13 18 6 9 10 19

割合 7.2% 9.9% 3.3% 5.0% 5.5% 10.5%

民間（損
保会社）

民間（そ
の他）

民間（団
体 ）

その他 計

10 65 11 20 181

5.5% 35.9% 6.1% 11.0% 100.0%

前職 監事総数 他の監事の前職 法人数 他の監事の前職 法人数

公務員 ２人 民間（損保会社） 2

民間（その他） 3

民間（団体） 1

国立大学法人教員 1

監査法人・公認会計士 2

３人 独法役職員 2 民間（その他） 2

民間（その他） 2 民間（その他） 2

計 13

独法役職員 ２人 民間（損保会社） 1

民間（その他） 10

監査法人・公認会計士 3

３人 民間（その他） 1 民間（その他） 1

民間（その他） 1 私立大学等教員 1

公務員 2 民間（その他） 2

計 18

 

表５  監事の資格（法曹、公認会計士、医師）（母数:監事数 181 人） 

 

※ 監事が、法曹、公認会計士、医師の資格を有しているか確認したもの。 

 

表６ 監事の属性（プロパー、現役出向、監査経験、公募、再任）（母数:監事数 181

人） 

 

※１ プロパー：法人の生え抜き職員のこと。 

※２ 現役出向：他の組織に籍を置いた状態での出向のこと。 

※３ 監査経験：監査経験を有していること。 

※４ 公募：公募形式により監事に就任したこと。 

※５ 再任：前任期後に再度監事に就任したこと。 

 

（２）監事間の情報共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

監事間の情報の共有については、監事監査指針において、「監事は、職務遂行

上知り得た重要な情報を他の監事と共有するよう努めるものとする。」とされて

いる。 

 

 

 

 

区分 法曹 公認会計士 医師 該当なし 計

監事数 12 48 2 119 181

割合 6.6% 26.5% 1.1% 65.7% 100.0%

監事数 割合 監事数 割合 監事数 割合 監事数 割合 監事数 割合

監事の属性 21 11.6% 14 7.7% 87 48.1% 21 11.6% 76 42.0%

うち常勤 20 11.0% 12 6.6% 17 9.4% 9 5.0% 18 9.9%

うち非常勤 1 0.6% 2 1.1% 70 38.7% 12 6.6% 58 32.0%

プロパー（※１） 現役出向（※２） 監査経験（※３） 公募（※４） 再任（※５）
区分

・監事会を設置している法人は７法人（8.0％） 

・監事間の打合せ開催頻度は、月１回以上が 39 法人（44.8％）、週１回以上が 21

法人（24.1％）、随時が 20 法人（23.0％） 

・監事会の開催頻度は、月１回以上が３法人（42.9％）、四半期に１回以上が２法

人（28.6％） 

・監事間の情報共有を定期的に行う法人は 70 法人（80.5％）、不定期に行う法人

は 17 法人（19.5％） 
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表７ 監事間の情報共有の機会                 （母数：87 法人） 

 

※ 定期的に情報共有の機会を設けている場合を「定期」、時期の定めがない場合

を「不定期」（随時開催を含む。）としている。 
 
表８ 監事会（※１）の設置                     （母数：87 法人） 

 

※１ 監事会は監事により構成される組織である。 

※２ 年金積立金管理運用独立行政法人においては、監査委員会の設置が年金積立

金管理運用独立行政法人法で規定されている。 

 

表９ 監事間打合せの頻度                   （母数：87 法人） 

 

 

 

表 10 監事会の開催頻度            （母数：監事会「設置」７法人） 

 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

70 80.5% 17 19.5% 87 100.0%

定期（※） 不定期（※） 計

情報共有の機会

事項

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

7 8.0% 80 92.0% 87 100.0%

4 4.6% - - 4 4.6%

2 2.3% - - 2 2.3%

1 1.1% - - 1 1.1%

内部規程

内部規程細則

法律（※２）

設置の根拠規程

事項
設置あり 設置無し 計

監事会の設置

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

2 2.3% 21 24.1% 39 44.8%

週１回以上 月１回以上毎日
事項

監事間打合せ

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

3 3.4% 2 2.3% 20 23.0% 87 100.0%

随時四半期に１回程度 半期に１回 計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

1 14.3% 3 42.9% 2 28.6% 1 14.3% 7 100.0%

四半期に１回程度 随時 計
事項

週１回程度 月１回以上

監事会

 

監事会における情報共有の場、手段（自由記載事項） 

情報共有の場、手段（例） 

・定期の監事会 

・理事会、その他会議体の前後 

・監事監査実施時 

・監事執務室で執務時 

・メール、電話、チャットツール 

・共有ファイル 

 

監事間の役割分担（自由記載事項） 

監事間の役割分担（例） 

・地域による役割分担 

・監査対象（業務監査と会計監査）による役割分担 

・監事の専門分野による役割分担 

 

 

（３）監事補佐体制 

監事補佐体制については、監事の機能強化に関する局長通知の「３. 監事を補佐

する体制の整備」において、「監事監査の実効性を担保するためには、その職務を

補助する職員の確保が重要である。監事直属の補助職員が置かれていない場合、内

部監査室や財務・企画部門等の職員を臨時に監事監査要員に充てることが多いとこ

ろ、主務大臣においては、このような実情を踏まえ、監事監査を補助する職員の充

実のため、独立行政法人の長に、人事及び予算面で配慮を要請するなど、可能な限

り体制整備に協力するものとする。」としている。 
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ア 監事室等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 11 監事室等の設置状況、設置の根拠規程         （母数：87 法人） 

 

※ 監事室等とは、監事の業務を補佐する部署等である。 

 

表 12 監事室等の職員の専任、兼任の状況   （母数：監事室等「設置」31 法人） 

 

 

 

 

 

 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

31 35.6% 56 64.4% 87 100.0%

内部規程 29 33.3% - - - -

内部規程細則 1 1.1% - - - -

各種通達等 1 1.1% - - - -

設置の根拠規程

監事室等の設置状況

事項
設置 未設置 計

法人数 割合

8 25.8%

8 25.8%

1 3.2%

1 3.2%

10 32.3%

3 9.7%

31 100.0%

専任職員（常勤）＋専任職員（非常勤）＋兼任職員（常勤）

計

事項

専任職員（常勤）

専任職員（常勤）＋兼任職員（常勤）

専任職員（非常勤）

兼任職員（常勤）

兼任職員（常勤）＋兼任職員（非常勤）

・監事室等を設置している法人が 31 法人（35.6％）、未設置が 56 法人（64.4％） 

・監事室等の専任職員、兼任職員の構成は、兼任職員（常勤）が 10 法人（32.3％）、

専任職員（常勤）が８法人（25.8％）、専任職員（常勤）と兼任職員（常勤）が

８法人（25.8％） 

・監事室等を設置している 31 法人中、組織上の独立性を確保している法人が 28

法人（90.3％）、人事上の独立性を確保している法人が 22 法人（70.9％）、予算

上の独立性を確保している法人が 22 法人（70.9％）【複数回答】 

 

表 13 監事室等の独立性確保の状況      （母数：監事室等「設置」31 法人） 

 

※１ 組織上の独立性は、監査実施役職員が、他の組織の影響を受けない状態 

※２ 人事上の独立性は、監査実施役職員が、監査対象とは重ならない状態 

※３ 予算上の独立性は、監査実施において、予算制約を受けない状態 

 

イ 内部監査部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 14 内部監査部門の設置状況、根拠規定       （母数：87 法人） 

 

※１ 内部監査部門は、法人の業務活動について、法令・規程等の整合性や、業務

執行の正確性、効率性、有効性の観点から監査を行う部署である。 

※２ 表 11 の監事室等と、内部監査部門の双方を設置している法人は 28 法人。 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

28 90.3% 22 71.0% 22 71.0%

内部規程 27 87.1% 20 64.5% 12 38.7%

内部規程細則 1 3.2% 1 3.2% 2 6.5%

該当なし 0 0.0% 1 3.2% 8 25.8%

予算上の独立性（※３）
事項

組織上の独立性（※１） 人事上の独立性（※２）

独立性の確保あり

上記の根拠規定

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

79 90.8% 8 9.2% 87 100.0%

内部規程 75 86.2% - - - -

内部規程細則 3 3.4% - - - -

該当なし 1 1.1% - - - -

事項
設置 未設置 計

内部監査部門 設置状況

設置の根拠規程

・内部監査部門を設置している法人が 79 法人（90.8％）、未設置の法人が８法人

（9.2％） 

・内部監査部門の職員の専任、兼任の構成は、専任職員（常勤）が 31法人（39.2％）、

専任職員（常勤）と兼任職員（常勤）が 18 法人（22.8％） 

・内部監査部門を設置している 79 法人中、組織上の独立性を確保している法人

が 75 法人（94.9％）、人事上の独立性を確保している法人が 53 法人（67.1％）、

予算上の独立性を確保している法人が 49 法人（62.0％）【複数回答】 
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表 15 専任職員、兼任職員の状況       （母数：内部監査部門設置 79 法人） 

 

 

表 16 内部監査部門の独立性確保       （母数：内部監査部門設置 79 法人） 

 

※１ 組織上の独立性は、監査実施役職員が、他の組織の影響を受けない状態 

※２ 人事上の独立性は、監査実施役職員が、監査対象とは重ならない状態 

※３ 予算上の独立性は、監査実施において、予算制約を受けない状態 

 

ウ 監事監査における内部監査部門との連携 

 

 

 

 

 

監査の方法については、監事監査指針において、「監事は、内部監査部門及び業績

評価部門と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めるものと

する。」と定められている。 

 

法人数 割合

31 39.2%

7 8.9%

18 22.8%

5 6.3%

1 1.3%

2 2.5%

12 15.2%

3 3.8%

79 100.0%

兼任職員（常勤）＋兼任職員（非常勤）

計

区分

専任職員（常勤）

専任職員（常勤）＋専任職員（非常勤）

専任職員（常勤）＋兼任職員（常勤）

専任職員（常勤）＋専任職員（非常勤）＋兼任職員（常勤）

専任職員（常勤）＋兼任職員（非常勤）

専任職員（非常勤）＋兼任職員（常勤）

兼任職員（常勤）

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

75 94.9% 53 67.1% 49 62.0%

内部規程 70 88.6% 37 46.8% 10 12.7%

内部規程細則 3 3.8% 2 2.5% 0 0.0%

各種通達等 0 0.0% 1 1.3% 4 5.1%

該当なし 2 2.5% 13 16.5% 35 44.3%

上記の根拠規定

人事上の独立性（※２） 予算上の独立性（※３）

独立性の確保あり

事項
組織上の独立性（※１）

・監事と内部監査部門との連携根拠について、内部規程とする法人が73法人

（92.4％）、内部規程細則が２法人（2.5％）、各種通達等が１法人（1.3％） 

・監事と内部監査部門との意見交換の頻度は、月１回程度が31法人（39.2％）、週

１回程度が20法人（25.3％）、四半期１回程度が14法人（17.7％） 

 

表 17 監事と内部監査部門との連携の根拠規定と意見交換の頻度（母数：内部監査部

門設置 79 法人） 

 

 

監事と内部監査部門との具体的連携の内容（自由記載事項） 

具体的連携の内容（例） 

・内部監査計画・内部監査の結果についての報告及び説明、情報交換等 ※多数 

・監査に関する事務補助。※多数 

・監事監査要綱に連携を記載。日常的な意見交換を実施。 

・監事は、監査を行うに当たり、必要があるときは、理事長の承認を得て、職員を

監査に関する事務に臨時に従事させることができる。 

・海外事務所の監査 その他 

 

連携の場合に監事の独立性を確保する方法等（自由記載事項） 

連携の場合に監事の独立性を確保する方法等（例） 

・監事監査と内部監査を合同又は同時に実施した際も、監査報告はそれぞれ独立

して作成し、報告。※多数 

・内部監査部門は監事監査を担わない、内部監査と監事監査の重複を避ける 

・監事監査においては、補助としての位置付けとなっているため相当程度の関与

はない、監事監査の主体は監事であるため独立性を確保できている。 

 

（４）費用確保・研修等 

 監事の機能強化に関する局長通知において、その他監事の機能の実効性を向上さ

せるための措置として、「監事がその職務を遂行するためには、監査に要する費用

（注）の確保が必要である。主務大臣においては、独立行政法人の長に対して、当該

費用の確保を要請するものとする。」と定めている。 

また、同通知において、監事向けの研修・啓発への参加促進として、「監事の職

務遂行能力の向上や、独立行政法人の監事間の連携の強化等を目的とした研修・啓

発は、引き続き総務省行政管理局と「独立行政法人、特殊法人等監事連絡会」が主

73 92.4% 9 11.4%

2 2.5% 20 25.3%

1 1.3% 31 39.2%

3 3.8% 14 17.7%

79 100.0% 5 6.3%

79 100.0%

事項 法人数 割合事項 法人数 割合

上記未満

計

各種通達等

該当なし

計

内部規程

内部規程細則

ほぼ毎日

週１回程度

月１回程度

四半期に１回程度
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体となって実施していく。また、会計検査院、総務省行政評価局、財務省等におい

ても、独立行政法人の監事や監査実務者等を対象とした研修・啓発を行っている。

主務大臣においては、これらの研修・啓発への積極的参加を、独立行政法人の長や

監事に促すものとする。」と定めている。 

（注）実地監査に要する出張旅費、外部専門家の意見聴取に要する費用、監査に必要な書籍の購

入費用など。 

 

ア 監査費用の確保 

 

 

 

 

 

表 18 監査費用の確保の状況及び監査費用に関する根拠規程、予算上の措置(母数：

87 法人） 

 

 

※ 監査費用に関する根拠規程及び予算上の措置なしの 15 法人については、いず

れも必要な場合には監査費用を出す旨説明している。 

 

監査費用確保に関する内容（自由記載事項） 

監査費用確保（例） 

・予算項目として「監査費用」を立ててはいないが、必要な場合には個別に対応を

行う。 

・監査費用が必要な場合には、一般管理費から支出をしている。 

  

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

監査費用の確保 87 100.0% 42 48.3% 5 5.7%

事項
確保している 根拠規程及び予

算上の措置あり
根拠規程あり

法人数 割合 法人数 割合

25 28.7% 15 17.2%

予算上の措置あ
り

根拠規程及び予
算上の措置なし

・監査費用が確保されている法人は 87 法人（100.0％） 

・監査費用が確保されている 87 法人中、根拠規程のある法人 47 法人（54.0％）、

予算上の措置がある法人 67 法人（77.0％） 

 

イ 外部専門家の活用 

 

 

 

 

表 19 外部専門家の活用（状況、根拠規程、予算上の措置）（母数：87 法人） 

 

 

表 20 会計監査人非設置法人のうち、会計監査における任意監査、外部専門家の活用

割合（母数：会計監査人非設置法人 13 法人） 

 
 

ウ 外部研修等の受講 

 

 

 

 

 

 

 

表 21 監事、監事室職員の外部研修等の受講の状況       （母数：87 法人） 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

外部専門家の活用 11 12.6% 6 6.9% 5 5.7%

根拠規程及び予
算上の措置あり

予算上の措置
あり

事項
活用している

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

4 30.8% 2 15.4% 7 53.8% 13 100.0%状況（活用の有無）

事項
任意監査 外部専門家 いずれもなし 非設置法人計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

80 92.0% 7 8.0% 87 100.0%

35 40.2% 52 59.8% 87 100.0%

事項
あり なし 計

監事の受講

監事監査補助職員の受講

・監事が外部研修を受けている法人が80法人（92.0％）。 

・監査補助職員が研修を受けている法人が 35 法人（40.2％） 

・監事が外部研修を受けている 80 法人について、年間の研修日数は、１～５日

が 54 法人（67.5％）で多数。同じく６～10 日が 14 法人（17.5％）、11～15 日

が４法人（5.0％）、16 日以上が８法人（10.0％） 

・監事監査において、外部専門家の活用をしている法人は 11 法人（12.6％） 

・外部専門家に関する根拠規程及び予算上の措置がある法人が６法人（6.9％）、

予算上の措置がある法人が５法人（5.7％） 

・会計監査人非設置法人のうち、任意監査実施法人は４法人（30.8％）、外部専

門家活用法人が２法人（15.4％）、いずれもなしが７法人（53.8％） 
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表 22 外部研修等の延べ日数（監事、監事監査補助職員） （母数：監事の受講 80

法人、監事監査職員の受講 35 法人） 

 

 

表 23 外部研修等の種類等（母数：87 法人） 

 

※ 「その他」は、会計検査院による公会計監査機関意見交換会議、独立行政法人、

特殊法人等監事連絡会（部会）による研修、会計検査院による決算検査報告説明会等 

 

 

  

１～５日 ６～10日 11～15日 16日以上 計

割合 割合 割合 割合 割合

54 14 4 8 80

67.5% 17.5% 5.0% 10.0% 100.0%

24 9 0 2 35

68.6% 25.7% 0.0% 5.7% 100.0%
監事監査補助職員

事項

監事

法人数 割合

23 26.4%

9 10.3%

30 34.5%

53 60.9%

5 5.7%

72 82.8%

監査役協会

内部監査協会

監査法人

行政評価局

行政管理研究センター

事項

その他（※）

 

２ 監査実施に関する状況 

（１）計画・実績 

監査計画については、監事監査指針において、「監事は、監査方針、監査項目、監

査方法、監査実施時期等について、年間の監査計画を作成するものとする。」と定

めている。 

また、監査の方法については、同指針において、「監査は、書面による方法及び実

地による方法により行うものとする。」と定めている。 

（注）書面による方法とは、監査対象部門から提出された書類を通じて監査手続を実施することを

いう。また、実地による方法とは、監事や補助職員が、監査対象部門の所在地へ往査し監査手

続を実施することをいう。 

 

 ア 監査計画 

 

 

 

 

 

 

 

表 24 中長期監査計画作成の有無               （母数：87 法人） 

 

 
表 25 年間計画及び随時計画作成の有無  （母数：87 法人） 

 

 

 

  

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

4 4.6% 7 8.0% 2 2.3% 74 85.1% 87 100.0%

事項

作成有無及び期間

作成なし５年超 ５年 １年～４年 計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

87 100.0% - - 87 100.0%

28 32.2% 59 67.8% 87 100.0%

年間

随時

事項
作成した 作成しない 計

・中長期監査計画を作成している法人は、５年超が４法人（4.6％）、５年が７

法人（8.0％）、１年～４年が２法人（2.3％） 

・年間計画を作成している法人は、87 法人（100.0％）、随時計画を作成してい

る法人は 28 法人（32.2％） 
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イ 書面監査の実績 

 

 

 

 

 
表 26 書面監査実施状況          （母数：87 法人） 

 

 
表 27 書面監査実施対象    （母数：書面監査実施 76 法人） 

 

 

ウ 実地監査の実績 

 

 

 

 

 

 
表 28 実地監査実施状況                   （母数：87 法人） 

 

 

 

  
 
 
 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

76 87.4% 11 12.6% 87 100.0%

計
事項

実施した 実施しない

実施状況

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

40 52.6% 36 47.4% 76 100.0%実施対象

計
事項

全て 一部

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

87 100.0% 0 0.0% 87 100.0%実施状況

実施した 実施しない 計
事項

・書面監査を実施した法人は76法人（87.4％）、実施しない法人は11法人（12.6％） 

・書面監査を実施した法人のうち、組織の全てを対象とした法人は 40 法人

（46.0％）、実施しない法人は 36 法人（41.4％） 

・実地監査は 87 法人（100.0％）で実施。 

・回数は、本部が１～５回が 43 法人（49.4％）、11～50 回が 26 法人（29.9％）、

６～10 回が 10 法人（11.5％）、支部が１～５回が 30 法人（34.5％）、11～50 回

が 21 法人（24.1％） 

 

表 29 実地監査の回数・延べ日数               （母数：87 法人） 

 

 

※１ 「本部」は、本部の監査部門による本部に対する実地監査、「支部等」は、支

部等の監査部門による支部等に対する実地監査である。 

※２ 「本部」の実施なしの３法人は、本部の監査部門が支部等に対して実地監査

を行っている。 

※３ 「支部等」の該当なし 27 法人は、監査の対象となる支部等のない法人であ

る。 

 

エ 事業報告書に対する監査の状況 

 

 

 

事業報告書に対する監査手法（書面・実地）を確認するとともに、事業報告書ガイ

ドライン（平成 31 事業年度から適用）により、監査の着眼点や手法等がどのように

変化したかを調査した。 

 
表 30 事業報告書監査の方法                （母数：87 法人） 

 
 

 

 

 

 

 

回／日数

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

回数 3 4.6% 43 49.4% 10 11.5% 26 29.9% 2 2.3%

延べ日数 3 4.6% 23 26.4% 15 17.2% 37 42.5% 3 3.4%

回数 - - 30 34.5% 9 10.3% 21 24.1% - -

延べ日数 - - 22 25.3% 11 12.6% 24 27.6% 3 3.4%

51～100
事項

実施なし

本部

支部等

１～５ ６～10 11～50

回／日数

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

回数 1 1.1% 2 1.1% - - 87 100.0%

延べ日数 4 4.6% 2 1.1% - - 87 100.0%

回数 - - - - 27 31.0% 87 100.0%

延べ日数 - - - - 27 31.0% 87 100.0%

事項
該当なし 計

本部

支部等

100超 随時

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

22 25.3% 11 12.6% 54 62.1% 87 100.0%監査の方法

事項
書面 実地 書面及び実地 計

・書面のみの法人が 22 法人（25.3％）、実地のみの法人が 11 法人（12.6％）、書

面及び実地の法人が 54 法人（62.1％） 
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新ガイドライン対応で変化した状況等（自由記載事項） 

新ガイドライン対応で変化した状況等 

・事業報告書に法人の長のリーダーシップに基づく、独立行政法人の業務運営の状

況の全体像を簡潔に説明する内容を記載した。 

・非財務情報を含め理事長のリーダーシップに基づく業務運営状況が国民に対し分

かりやすく簡潔に説明されている報告書となっているかを注意し監査を実施 

・事業報告書の策定プロセス段階から適宜助言をするとともに、記載されている財

務情報が財務諸表等との間で整合性がとれているか、非財務情報が実際の業務を

踏まえ分かり易く適切に表現されているか等について確認を行った。 

・事業報告書試作版を適宜参照しつつ、作成に至る一連の過程を監視。 

・これまでと同様に業務実績報告や財務諸表に基づき適切な内容が記載されている

ことを確認した。今年度から、新しいガイドラインに基づき、執行側の適切な部

署が連携して事業報告書を作成したか、その作成プロセスにも留意した。 

・新たな事業報告書の作成に当たり、監事の指導の下で作業スケジュールの制定や

試作、数度の改訂（４回）を経て、都度監事の指導を仰ぎ、完成版までに至った。 

・総務部企画調整班が中心となり、各部署の協力の下で、作成された案文について

意見交換を実施。 

 

 

（２）役員等の不正等の情報 

通則法第 19 条の２において、「監事は、役員（監事を除く。）が不正の行為をし、

若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは

他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、

その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。」とさ

れている。また、『「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」につ

いて』（平成 26 年 11 月 28 日総務省行政管理局長通知。以下「内部統制に関する局長

通知」という。）において、業務方法書に記載すべき基本要素「⑤モニタリング」の事

項の一つとして、監事によるモニタリングに必要な措置について「役職員の不正、違

法、著しい不当事実の監事への報告義務」を定めている。 

 

ア 役員の不正等の情報について、監事への通報が明記されている規程等 

 

 

 

 
 

・業務報告書への記載は 87 法人（100.0％）、監事監査規程等への記載は 70 法人

（80.5％）、内部監査規程等への記載は 21 法人（24.1％）、内部通報規程への

記載は 62 法人（71.3％）、外部通報規程への記載は 61 法人（70.1％） 

 

表 31 役員の不正等の情報について、監事への通報の明記の有無 （母数：87 法人） 

 

 

 

イ  職員の不正等の情報に関すること 

 

 

 

 

 
表 32 職員の不正等の情報について、監事への通報の明記の有無  （母数：87 法人） 

 

 

 

ウ 法人におけるコンプライアンス体制 

 

 

 

 

 

 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

87 100.0% - - - - 87 100.0%

70 80.5% 16 18.4% 1 1.1% 87 100.0%

21 24.1% 61 70.1% 5 5.7% 87 100.0%

62 71.3% 22 25.3% 3 3.4% 87 100.0%

61 70.1% 20 23.0% 6 6.9% 87 100.0%

事項
明記あり 明記なし 該当なし 計

業務方法書

監事監査規程等

内部監査規程等

内部通報規程

外部通報規程

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

87 100.0% - - - - 87 100.0%

71 81.6% 15 17.2% 1 1.1% 87 100.0%

22 25.3% 61 70.1% 4 4.6% 87 100.0%

65 74.7% 20 23.0% 2 2.3% 87 100.0%

63 72.4% 20 23.0% 4 4.6% 87 100.0%

計

業務方法書

監事監査規程等

内部監査規程等

該当なし
事項

明記あり 明記なし

内部通報規程

外部通報規程

・コンプライアンス担当部門を設置している法人は 84 法人（96.6％）、コンプ

ライアンス委員会等を設置している法人は 76 法人（87.4％） 

・監事がコンプライアンス委員会メンバー又はオブザーバーとして出席してい

る法人は 64 法人（73.6％） 

・コンプライアンス担当役員を設置している法人は 76 法人（87.4％） 

・コンプライアンス違反事案の監事への伝達を行う法人は 79 法人（90.8％） 

・業務報告書への記載は 87 法人（100.0％）、監事監査規程等への記載は 71 法

人（81.6％）、内部監査規程等への記載は 22 法人（25.3％）、内部通報規程へ

の記載は 65 法人（74.7％）、外部通報規程への記載は 63 法人（72.4％） 
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表 33 コンプライアンス担当部門の有無                 （母数：87 法人） 

 
※ コンプライアンス部門なしの３法人は、他部門がコンプライアンス関連事項の

兼務をしている。 

 
表 34 コンプライアンス委員会等の有無               （母数：87 法人） 

 

 
表 35 監事がコンプライアンス委員会メンバー又はオブザーバーとして出席（母数：

コンプライアンス委員会等設置 76 法人） 

 
 
表 36 コンプライアンス担当役員の有無             （母数：87 法人） 

 
 
 
 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

84 96.6% 3 3.4% 87 100.0%

内部規程 74 85.1% - - - -

内部規程細則 2 2.3% - - - -

各種通達等 3 3.4% - - - -

該当なし 5 5.7% - - - -

コンプライアンス担当部門の有無

部門設置の根拠規程

事項
あり なし 計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

76 87.4% 11 12.6% 87 100.0%

内部規程 71 81.6% - - - -

内部規程細則 1 1.1% - - - -

各種通達等 4 4.6% - - - -

事項
根拠規程あり 根拠規程なし 計

コンプライアンス委員会等設置の有無

コンプライアンス委員会等設置の根拠
規程

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

64 84.2% 12 15.8% 76 100.0%

事項
あり なし 計

監事がコンプライアンス委員会メン
バー又はオブザーバーとして出席

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

76 87.4% 11 12.6% 87 100.0%

事項
あり なし 計

コンプライアンス担当役員の有無

 

表 37 コンプライアンス違反事案の監事への伝達         （母数：87 法人） 

 

 
表 38 コンプライアンス担当部門又は役員と監事との定期的な意見交換 （母数：87

法人） 

 

 

（３）法人機関との連携 

ア 理事会等への出席 

 

 

 

 

監事の役員会等重要な会議への出席については、内部統制に関する局長通知におい

て、業務方法書に記載すべき「監事によるモニタリングに必要な措置に係る具体的項

目」の事項の一つとして提示されている。また、監事による役職員に対する調査等に

ついては、監事監査指針において、「監事は、通則法第 19 条第５項に基づき、いつで

も、役職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調

査をすることができる。」、子法人に対する調査等について「監事は、通則法第 19 条

第７項に基づき、その職務を行うため必要があるときは、子法人に対して事業の報告

を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができるものとす

る。」と定めている。 

 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

79 90.8% 8 9.2% 87 100.0%

内部規程 61 70.1% - - - -

内部規程細則 2 2.3% - - - -

各種通達等 4 4.6% - - - -

該当なし 12 13.8% - - - -

事項
あり なし 計

事案の監事への伝達

伝達の根拠規程

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

60 69.0% 27 31.0% 87 100.0%

60 69.0% 27 31.0% 87 100.0%

意見交換あり 意見交換なし 計

コンプライアンス部門と監事の定
期的意見交換

役員と監事との定期的意見交換

事項

・全法人において、監事は理事会等に出席しており、年間の出席回数は、１～３

回：７法人（8.0％）、４～11 回：18 法人（20.7％）、12 回以上：62 法人（71.3％） 

・監事と理事長との定期的会合がある法人が 81 法人（93.1％） 
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表 39 理事会等への監事の出席状況               （母数：87 法人） 

 

 
表 40 監事と理事長との定期的会合         （母数：87 法人） 

 

 
表 41 監事による役員に対するヒアリング実施 （母数：87 法人） 

 

 
表 42 監事による役員に対するヒアリング回数  （母数：ヒアリング実施 62法人） 

 

 
表 43 監事による子会社に対する調査回数         （母数：87 法人） 

 

  

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

7 8.0% 18 20.7% 62 71.3% 87 100.0%

事項

年間出席回数

１～３回 ４～11回 12回以上 計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

81 93.1% 6 6.9% 87 100.0%

計
事項

定期的会合あり 定期的会合なし

状況

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

62 71.3% 25 28.7% 87 100.0%

事項
実施あり 実施なし

状況

計

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

36 58.1% 19 30.6% 6 9.7% 1 1.6% 62 100.0%

都度実施 計
年１回以上 四半期に１回以上 月１回以上

年間回数

事項

１～３回 ４～11回 12～47回

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

4 4.6% 1 1.1% 82 94.3% 87 100.0%

計該当なし
事項

実施あり 実施なし

実施状況

 

イ 会計監査人との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「監事と会計監査人との連携」については、内部統制に関する局長通知において、

業務方法書に記載すべき「監事によるモニタリングに必要な措置に係る具体的項目」

の事項の一つとして定めている。 

 
表 44 会計監査人監査の実施状況               （母数：87 法人） 

 

 

表 45 監事と会計監査人の連携内容  （母数：会計監査実施 78 法人） 

 

 

 

 

 

 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

74 85.1% 4 4.6% 9 10.3% 87 100.0%

計
事項

実施なし実施あり

義務なし

会計監査人監査の実施状況

義務あり 任意（義務なし）

法人数 割合

78 100.0%

73 93.6%

18 23.1%

78 100.0%

46 59.0%

61 78.2%

連携内容

会計監査実施時における意見交換

会計監査人監査への監事同行

会計監査人から監査結果の報告聴取

会計監査人からの会計上の重要な問題点等の報告

会計監査人への会計上の懸念事項等の情報提供・相談

実施あり

監査計画の説明

・会計監査人の監査義務（法定監査）のある法人は 72 法人（82.8％）、会計監査

人の監査義務（法定監査）はないが任意で監査を受けている法人は５法人

（5.7％）、監査義務はなく監査を受けていない法人は 10 法人（11.5％） 

・法定又任意で会計監査人の監査を受けている 77 法人のうち、連携の内容につ

いては、「会計監査人から監査結果の報告聴取」等は全 77 法人で実施してい

るほか、具体的な連携内容として、少数ながら、「三様監査（監事、会計監査

人、内部監査部門）の実施」と回答（自由記載）した法人が３法人あった。 
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（その他具体的な連携内容）（自由記載事項） 

その他具体的な連携内容（例） 

・三様監査（監事、会計監査人、内部監査部門）の実施  

・監事と会計監査人とのコミュニケーションを通じて、当法人の監査上のリスク

の特定とその評価に役立てることとしている。 

・会計上、監事が懸念している事項について会計監査人の監査で確認して貰い、ま

た、逆に監査への協力を監事に依頼するなど度々連携を図りながら監査を進め

ている。 

・特別な事項発生時の会計処理について、注意事項や留意すべき点などの説明を

受けた。 

 

  

 

３ 監査報告に関する状況 

ア 監査報告の作成・提出・公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通則法第 19 条第４項において、「監事は、独立行政法人の業務を監査する。この

場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなけれ

ばならない。」とされるとともに、同法第 38 条第２項において、独立行政法人が主

務大臣に財務諸表を提出する際に監事の監査報告の添付が義務付けられている。 

また、監査報告の作成・提出については、監事監査指針において、「監事は、監査

の方法及び結果を正確かつ明瞭に記載した監査報告を作成し、法人の長及び主務大

臣に提出するとともに、その内容について説明を行うものとする。」とするととも

に、監査報告の公表及び周知については、「監査報告は、原則としてこれを公表す

るものとする。公表は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネッ

トの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。」として

いる。 

 
表 46 監査報告の作成の状況（作成時期）            （母数：87 法人） 

 

 
表 47 監査報告の作成の状況（作成回数）            （母数：87 法人） 

 

  

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

21 24.1% 13 14.9% 53 60.9% 87 100.0%

計財務諸表提出時のみ

監査報告の作成時期

事項
監査の都度毎回 監査の都度随時

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

55 63.2% 18 20.7% 8 9.2% 6 6.9% 87 100.0%

計
事項

１回 ２～３回 ４～11回 12回以上

監査報告の作成回数

・監査報告の作成時期は、監査の都度毎回が 21 法人（24.1％）、監査の都度随時

が 13 法人（14.9％）、財務諸表提出時のみが 53 法人（60.9％）。 

・監査報告の作成回数は、年１回が 55 法人（63.2％）、年２～３回が 18 法人

（20.7％）、年４～11 回が８法人（9.2％）、年 12 回以上が６法人（6.9％）。 

・監査報告の提出は、主務大臣宛、法人の長宛に全 87 法人（100％）が実施。 

・監査報告の公表は、法人Ｗｅｂサイトにて公表している法人が全 87 法人

（100％）、事務所備付としている法人が 54 法人（62.1％）。 
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表 48 監査報告の提出の状況（主務大臣宛、法人の長宛、利害関係者等宛） （母数：

87 法人） 

 

※ 「利害関係者等」とは、会計監査人、子法人等、業務上の関係者等法人の業務

運営に利害を有するものを想定している。 

 

表 49 監査報告の公表の状況（法人Ｗｅｂサイト、事務所備付け）（母数：87 法人） 

 
 

イ 主務大臣（主務省）と監事との意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

主務大臣（主務省）と監事との意見交換の実施については、監事の機能強化に関す

る局長通知において、「主務大臣による適切な独立行政法人評価に資する観点から、

監事が実地監査等から把握した法人の実際の運営状況や問題点について、直接監事か

ら意見を聴取するなどの機会を、「監事監査指針」の考え方も踏まえ、定期的に設け

るものとする。」と定めている。 

 

表 50 主務大臣（主務省）と監事との意見交換の有無      （母数：87 法人） 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

- - 87 100.0% - - 87 100.0%

25 28.7% 62 71.3% - - 87 100.0%

2 2.3% 12 13.8% 73 83.9% 87 100.0%

計

法人の長宛

利害関係者等宛

事項
複数回 年１回 なし

主務大臣宛

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

87 100.0% - - 87 100.0%

54 62.1% 33 37.9% 87 100.0%

該当なし 計
事項

該当あり

法人Ｗｅｂサイト

事務所備付

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

53 60.9% 34 39.1% 87 100.0%

事項
あり なし 計

意見交換の有無

・主務大臣（主務省）と監事との意見交換をした法人は53法人（60.9％）、意

見交換をしていない法人は34法人（39.1％） 

・主務大臣（主務省）と監事との意見交換をした53法人の意見交換の相手方は、

政務１法人（1.9％）、局長・審議官20法人（37.7％）、課長等46法人（86.8％）、

事務方43法人（81.1％）【複数回答有】 

・主務大臣（主務省）と監事との意見交換をした 53 法人の年間の意見交換の回

数は、１回 41 法人（77.4％）、２回６法人（11.3％）、３回以上６法人（11.3％） 

 

（主務省との意見交換を行っていない理由） 

内容 法人数 

・監査報告書を提出しているため 28 

・指摘事項がないため、意見交換の場を設けていない 1 

・必要に応じ意見交換の場は得られるため 1 

・有識者会議の場で監査報告書の概要説明を行っているため 4 

合計 34 

 

表 51 監事の意見交換の相手先   （母数：「意見交換あり」とした 53 法人） 

 

 
表 52 主務大臣（主務省）と監事との意見交換の回数 （母数：「意見交換あり」と

した 53 法人） 

 
 
 
ウ 監査調書の作成 

 

 

 

 

監査調書の作成については、監事監査指針において、「監事は、実施した監査方法

及び監査結果、並びにその監査意見の形成に至った過程及び理由等を監査調書として

記載し、一定期間保存するものとする。」と定めている。 

 
 
 
 
 
 
 

区分 政務 局長・審議官 課長等 事務方

法人数 1 20 46 43

割合 1.9% 37.7% 86.8% 81.1%

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

41 77.4% 6 11.3% 6 11.3% 53 100.0%意見交換の回数

３回以上 計
事項

１回 ２回

・監査調書は、85法人（97.7％）が作成している。 

・監査調書の記載内容は、監査範囲81法人（95.3％）、監査結果等80法人（94.1％）、

監査日程79法人（92.9％）等 
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表 53 監査調書の作成                  （母数：87 法人） 

 

※ 作成なしの２法人は、令和元年度の監事による監査において問題となる事項

（法人関係者に報告すべき事項）が発見されなかったことから監査調書を作成し

ていないとしている。 

 
表 54 個々の監査の監査調書の内容 （母数：調書作成 85 法人） 

 

 

法人数 割合 法人数 割合 法人数 割合

85 97.7% 2 2.3% 87 100.0%

事項
作成あり 作成なし（※） 計

監査調書の作成の有無

法人数 割合

37 43.5%

63 74.1%

81 95.3%

79 92.9%

50 58.8%

61 71.8%

49 57.6%

49 57.6%

33 38.8%

77 90.6%

80 94.1%

56 65.9%

72 84.7%

75 88.2%

結論

改善提案等

監査手続書

チェックリスト

分析表等

実査・重要事項等のメモ

監査結果等

結論に至るメモ等

事前調査の結果等

事項
記載あり

総括表

監査目標

監査範囲

監査日程

リスクの評価等
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